
令和６年度横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議（第１回） 

日時：令和６年８月 30日（金）15：40～17：00 

場所：横浜市役所 18階会議室（みなと６・７） 

次第 

１ こども青少年局局長あいさつ 

２ 委員等紹介 

３ 令和５年度の計画の振り返り及び令和６年度の重点取組の進捗状況 資料３ 

４ 意見交換 

（１）寄り添い型生活支援事業について 資料４ 

（２）不登校の子どもを含む地域の多様な居場所づくりの取組について 資料５ 

（３）社会的養護自立支援（アフターケア）実態把握事業について 資料６ 

（４）第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画の策定について 資料７ 

【配布資料】 

資料１－１ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議 委員名簿 

資料１－２ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議 事務局名簿 

資料２ 横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議運営要綱 

資料３－１ 令和５年度の計画の振り返り 

資料３－２ 令和６年度の重点取組の進捗状況 

資料４  寄り添い型生活支援事業に係る課題調査・検討業務報告書 

資料５－１ 不登校の子どもを含む地域の多様な居場所づくりについて 

資料５－２ 不登校リーフレット 

資料６－１ 社会的養護自立支援（アフターケア）実態把握事業について 

資料６－２ 社会的養護経験者 ヒアリング調査（抜粋） 

資料７－１ 第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画の策定について 

資料７－２ 横浜市ひとり親家庭自立支援計画（平成 30年度～令和６年度）の概要 

資料７－３ 令和５年度横浜市ひとり親家庭アンケート調査結果（未定稿・速報値） 
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【有識者・支援団体等】 （敬称略）

氏名 所属・役職等

1 青 砥
ア オ ト

恭
ヤスシ

認 定 NPO 法 人 さ い た ま ユ ー ス サ ポ ー ト ネ ッ ト 代 表 理 事

2 秋 葉
ア キ バ

由 美
ユ ミ 公 益 財 団 法 人 横 浜 市 男 女 共 同 参 画 推 進 協 会

男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー 横 浜 南 管 理 事 業 課 長

3 髙 橋
タ カ ハ シ

敬 太 郎
ケ イ タ ロ ウ

横 浜 市 社 会 福 祉 協 議 会 地 域 活 動 部 長

4 中 西
ナ カ ニ シ

英 一
エ イ イ チ

横 浜 市 主 任 児 童 委 員 協 議 会 鶴 見 区 代 表

5 濱
ハマ

田
ダ

靜
シズ

江
エ 社 会 福 祉 法 人 た す け あ い ゆ い 理 事 長

（児童家庭支援センターむつみの木・ゆいの木・さくらの木センター長）

6 松 橋
マ ツ ハ シ

秀 之
ヒ デ ユ キ 社 会 福 祉 法 人 日 本 水 上 学 園 （ 児 童 養 護 施 設 ） 理 事 長

特 定 非 営 利 活 動 法 人 よ こ は ま チ ャ イ ル ド ラ イ ン 副 代 表 理 事

7 湯 澤
ユ ザ ワ

直 美
ナ オ ミ

立 教 大 学 コ ミ ュ ニ テ ィ 福 祉 学 部 福 祉 学 科 教 授

8 池 田
イ ケ ダ

正 則
マ サ ノ リ

特定非営利活動法人リロード よこはま西部ユースプラザ 施設長

【行政職員】 (敬称略）

氏名 所属・役職等

1 篠 崎
シ ノ ザ キ

智 惠
ト モ エ

旭 区 左 近 山 保 育 園 園 長

2 深 海
フ カ ミ

淳 一 郎
ジ ュ ン イ チ ロ ウ

こ ど も 青 少 年 局 西 部 児 童 相 談 所 長

3 三 瓶
サ ン ペ イ

淳
アツシ

城 郷 小 学 校 校 長

令和６年度横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議委員名簿

資料１－１
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横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議運営要綱 

制  定 平成 28年８月 22日 こ企第 180号（こども青少年局長決裁） 

最近改正  平成 29年７月５日  こ企第 110 号（こども青少年局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議（以下、「計

画推進会議」という。）の運営に関し必要な基本事項を定める。 

（目的） 

第２条 こども青少年局長および健康福祉局長、教育委員会事務局教育次長は、

「横浜市の子どもの貧困対策に関する計画」（以下、「計画」という。）に関し、

次に掲げる事項について計画推進会議の委員に助言を求める。 

(１) 計画の推進に関すること。

(２) 支援に係る事業・取組の実施に関すること。

（委員） 

第３条 計画推進会議の委員は、子どもや若者への支援や取組について関わり

の深い団体・組織等から適当と認める者へ就任を依頼する。 

２ 委員の任期は、就任した日から当該年度末までとする。ただし、その委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

３ 委員は、再任することができる。 

（会議） 

第４条 計画推進会議の会議は、こども青少年局長が招集する。 

２ 計画推進会議の進行は、こども青少年局企画調整課が行う。 

（分科会） 

第５条 困難を抱える家庭の子どもやその保護者、重い困難を抱える子どもへ

の支援についての専門的な事項に関し、意見交換を行う必要があると、こど

も青少年局長および健康福祉局長、教育委員会事務局教育次長が認めるとき

は、分科会を設置し、分科会の委員に助言を求める。 

２ 分科会の進行は、こども青少年局企画調整課が行う。 

（謝金） 

第６条 委員には、予算の範囲内で謝金を支払う。ただし、行政機関、関連団

体の職員等にはこの限りではない。 

 （意見の聴取等） 

第７条 会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に計画推進会

議への出席を求め、その説明または意見を聞くほか、資料の提出その他必要

な協力を求めることができる。 
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（会議の公開） 

第８条 計画推進会議（分科会を含む）については、一般に公開するものとす

る。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすること

ができる。 

 

 （会議の傍聴手続等） 
第９条 計画推進会議の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴人名簿

に記入し、係員の指示により、傍聴席に入らなければならない。 
２ 傍聴定員は、先着順で 10人とする。 
３ 危険物所持等、会議場における秩序を乱すおそれがある者は、傍聴を認め

ないものとする。 
４ 傍聴人は、静粛を旨とし、計画推進会議の進行の指示に従わなければなら

ない。また、会議場において許可なく撮影、録音等を行ってはならない。 
 
 （事務局） 

第10条 計画推進会議の事務局は、こども青少年局企画調整課、健康福祉局企

画課及び教育委員会事務局教育政策推進課におき、庶務は、こども青少年局

企画調整課が務める。 

 

 

  附 則 

この要綱は、平成28年８月22日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成29年７月５日から施行する。 
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「第２期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」令和５年度の振り返り

１　計画の進ちょく状況把握のための目標値に関する振り返り

対象 目標
計画

策定時
Ｒ4年度
実績

Ｒ5年度
実績

目標値
(R８年度)

これまでの取組（令和５年度まで） 今後の取組・方向性

妊娠期
妊娠届出のうち、妊娠
11週以下での届出の割
合

96％
（令和2年度）

96.3% 96.3% 96％以上

  母子保健コーディネーターを全区に配置し、妊娠から産後４か月までの切れ目のない支援を行いました。
「妊娠の届出」をした妊婦に対しては、看護職による面接を実施し、妊娠に伴う心身の変化や出産前後の支援
の有無等を伺うとともに、母子健康手帳や子育てガイドブックをお渡しして、妊婦健診等の受診勧奨や、子育
て支援に関する情報をお伝えしました。

　妊娠期からの相談体制を強化し、「妊娠届出者に対する面接」や、伴走型相談支援として妊娠後期や出産後
に支援が必要な妊産婦に継続的な支援を行うことで、引き続き、子育て世代包括支援センターの機能を充実さ
せていきます。

未就学期 保育所等待機児童数 16人
（令和3年4月）

10人
（令和5年4

月）

５人
（令和６年

４月）

０人
(毎年4月)

　増加する保育ニーズに対応するため、既存の保育・教育資源を最大限活用したうえで、必要な保育所等を整
備するなど、新たに1,063人分の受入枠を拡大しました。また、保育士宿舎借り上げ支援事業、就職面接会、見
学会の開催や修学資金貸付、保育士・保育所支援センターの共同運営、潜在保育士等への就労奨励金など保育
士確保策に取り組みました。
　保育所等利用申請者数が過去最大の74,705人となる中、令和６年４月１日時点の保育所等利用待機児童数は
５人（対前年比で５人減）となりました。

　待機児童解消に向け、既存施設においては保育ニーズの高い１・２歳児の受入枠を拡大します。特に１歳児
については、定員の付け替えを伴わずとも定員増のみで補助が受けられるよう要件を緩和するなど、既存施設
の活用を進めます。受入枠が不足する地域に着実に保育所等の整備が進むよう、補助基準額の増額などのほ
か、小規模保育事業に対する開所後賃借料補助の新設等を行い、地域の保育ニーズに合わせて1,290人の受入枠
を確保します。さらに、保育・教育コンシェルジュが一人ひとりのニーズを丁寧に聞き取り、その方に合った
サービスを案内することで、一人でも多くの方が適切な保育サービスを利用できるよう取り組みます。
　また、依然として困難な保育者の確保に向け、引き続き各事業を実施するとともに、新たに、人材確保を一
層進めるため、保育士養成施設の在学生への修学資金貸付事業について、貸付期間の拡充や入学準備金及び就
職準備金を新設するなど、保育者確保に向けた採用・定着に係る取組の充実を図ります。

未就学期
・小学生

幼児期の保育・教育と
小学校教育との円滑な
接続のためのカリキュ
ラムの実施率

81.7%
（令和2年度）

42.1% 54.3% 93.60%

　令和４年度から３年間、文部科学省の「幼保小の架け橋プログラム」調査研究モデル地区の指定を受け、子
ども同士の交流活動と大人同士の連携活動の充実を目指し、全区で実施している幼保小教育交流事業に力を入
れました。
　令和５年度末には、各地区や施設における優れた実践をまとめた「実践事例集第9集」を発行し、全施設に配
布しました。
　また、子どもの主体的な遊びを実現し、これからの時代に求められる探究心などの力を育成する「探究心を
育む遊び研究会」を立ち上げ、研究成果を広く市民に向けて発信しました。

　令和４年度末に全ての園校に配布した「Let's talk about our架け橋プログラム＠ヨコハマ」のリーフレッ
トを活用し、幼保小の保育士・教諭が対話を通してカリキュラムの作成・充実を図っていくとともに、小学校
１年生の学習指導案に就学前の体験等の実態を記載する取組を推進します。
　また、令和６年度末には「横浜版接続期カリキュラム　架け橋プログラム編」を作成し、各施設での取組を
見える化し、カリキュラムに位置付けるための支援を進めます。

寄り添い型生活支援事
業の実施か所数

17か所
（令和2年度） 21か所 21か所 24か所

保護者の疾病や生活困窮状態にあるなど、養育環境に課題があり、支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等
を対象とした寄り添い型生活支援事業を、18区21か所で実施しました。また、支援者を対象とした研修を実施
し、支援者のスキル向上と支援内容の標準化に取り組みました。

寄り添い型生活支援事業については、支援を必要とする家庭に育つ、より多くの小・中学生等が生活習慣の習
得等ができるよう、支援の充実に向けた調査・検討を実施します。また、狭小や老朽化等のため、一部の事業
所（３か所）を移転します。

放課後学び場事業実施
校数

小学校29校
中学校59校

（令和2年度）

小学校34校
中学校71校

小学校37校
中学校69校

小学校35校
中学校147校

　事業開始した平成28年当時は、地域住民や大学生などのボランティアが中心となった委託実施型及び学校配
当型で、中学校のみでの実施でしたが、平成31年度からは小学校にも対象を拡大しました。
　また、R４年度からは学習支援について一定のノウハウを持つ企業やNPO法人等に業務を委託する企業・NPO法
人等運営型を開始しました。

　学習支援を行うボランティアの人材不足などの理由から、委託実施型又は学校配当型での実施ができない学
校があるため、企業・NPO法人等運営型を拡大し、中学校全校での実施を目指します。

スクールソーシャル
ワーカーが行った支援
により児童生徒の状況
が改善した割合

82.3％
（令和2年度）

77.2% 81.6% 80％以上

　スクールソーシャルワーカーが各校を巡回し、児童・生徒のニーズを把握した支援、保護者への支援や学校
への働きかけ等、適切に対応をしています。適宜、区役所や児童相談所、社会福祉協議会や地域ケアプラザ等
の関係機関とのネットワークをいかし、困難を抱える家庭への支援を行い、子どもの健やかな成長を支えまし
た。

　子どもたちが抱える問題は、多様化、複雑化しています。引き続き区や児童相談所を始め、民間事業所等の
関係機関とのネットワークも構築しながら、子どもたちが置かれている環境への働きかけや困難を抱える家庭
への支援を通じ、子どもの健やかな成長を支えます。

中学生

生活保護受給世帯の子
どもの高等学校等進学
率（高等学校等進学者
数／卒業者数）

97％
（令和2年度）

95.3% 96.7% 99%
区生活支援課のケースワーカーや教育支援専門員は、生活保護受給世帯の中学生とその養育者に対して必要な
情報提供や進学意欲喚起、各種相談機関の利用支援、寄り添い型学習支援事業等を通して、進学・就学に向け
た支援を行い、中学３年生の高校進学率向上を進めています。（更新なし）

引き続き、区生活支援課のケースワーカーや教育支援専門員は、生活保護受給世帯の中学生とその養育者に対
して必要な情報提供や進学意欲喚起、各種相談機関の利用支援、寄り添い型学習支援事業等を通して、進学・
就学に向けた支援を行い、中学３年生の高校進学率向上を推進します。（更新なし）

市立高等学校における
就学継続率（卒業者数
／入学者数)

94％
（令和2年度）

91.9% 90.2% 96％以上
　平成27年度にすべての市立高等学校にスクールカウンセラーを配置しました。また、定時制高校である横浜
総合高校では相談ニーズの増に対応するため、令和４年度から配置人数及び配置時間を拡充しました。

生徒が安定した学校生活を行えるよう、相談体制の充実に向けて引き続き学校と連携していきます。また、
「通級による指導」やユーススクールソーシャルワーカー等を有効に活用し、生徒の学校生活上での困難さの
解消に取り組みます。

市立高等学校における
卒業時の進路決定率
(進路決定者数／卒業
者数)

99.7％
（令和2年度）

98.5% 99.4% 99％以上
　すべての市立高等学校でキャリア教育を推進するとともに、定時制高校では「学び直し」講座による基礎学
力の向上や、産業カウンセラーの派遣による進路指導の充実を図りました。

生徒一人ひとりに合わせたきめ細やかな支援が行えるよう、引き続き学校と連携していきます。

社会的養護
を必要とす
る子ども

退所後児童に対する継
続支援計画の作成割合

54％
（令和2年度）

59.0% 54.0% 70%

支援コーディネーターを配置し、施設等入所中から退所後まで継続した支援体制を構築することにより、児童
が施設等退所後も「安心・安定した生活」を継続することができるよう継続支援計画を作成し、計画に基づく
支援を行っています。継続支援計画の作成を望まない児童等もおり、支援者側からの児童へのアプローチの工
夫も必要ですが、施設等や関係機関と連携して継続支援計画の作成を進めていきます。

児童に必要な支援を把握するために入所中からアセスメントを行い、退所に向けて支援計画書を作成し児童と
共有しながら必要な支援を継続的に行っていきます。

困難を
抱える
若者

若者自立支援機関等の
支援により、状態の安
定・改善がみられた割
合

88％
（令和2年度）

80% 80% 90％以上

　若者自立支援機関等における若者の自立に向けた相談支援や居場所の提供、社会体験･就労訓練の実施等によ
り、本人の状態に応じた支援に取り組みました。
　また、来所や電話でつながりにくい若者からの相談を受け付けるため、LINE相談窓口を令和５年９月に開設
し、39歳までの方とそのご家族などを対象に、毎日14時から21時の間、専門の相談員がLINEチャットによる相
談を実施しました。
　支援が必要な若者を支援につなぐために、地域ユースプラザが、区役所でのひきこもり等の困難を抱える若
者の専門相談や各区でのひきこもり等の若者支援セミナー・相談会を実施するなど、より身近な地域に出向い
た支援等に取り組みました。

　引き続き、若者自立支援機関等における本人の状態に応じた支援を行います。また、新たに不登校・ひきこ
もり経験等のある当事者をピアサポーターとして委任し、相談支援への協力、各種研修会での体験談発表等を
行うピアサポーター事業を実施します。
支援が必要な若者を支援につなぐために、広報に積極的に取り組むとともに、セミナーや相談会など、より身
近な地域に出向いた取組を充実させます。

ひとり親

就労支援計画を策定し
た者のうち、就職した
又は就職に向けて取り
組んでいる者の割合

86％
（令和2年度）

88% 84% 90％以上
　横浜市母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親サポートよこはま)において、就労支援員による一人ひ
とりの状況に応じたマンツーマンでの就労支援を実施したほか、身近な場所で就労相談を行うジョブスポット
を通じて、就労につなげました。

　引き続き伴走型の自立支援を推進し、ひとり親家庭の個々の状況に合わせ、寄り添いながら就労支援や能力
開発のための支援を行います。

高校生

小・中学生
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２　施策の柱ごとの振り返り（令和５年度）

【子どもの貧困対策の基盤－子どもの豊かな成長を支える教育・保育の推進】

基盤（１）乳幼児期の教育・保育の保障

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

保育・幼児
教育の場の
確保

多様な保育・教育ニーズへの対応を図るため、既存の保育・教育資
源を最大限活用します。その上で必要な認可保育所等を整備するな
ど、待機児童解消に向けて、保育・幼児教育の場の確保に取り組ん
でいきます。

【令和５年度実績】
・既存の保育・教育資源の活用　　　269人
・保育所等の新規整備　　　　　　　568人
・幼稚園等での預かり保育の拡充等　226人

　待機児童解消に向け、既存施設においては保育ニーズの高い１・
２歳児の受入枠を拡大します。特に１歳児については、定員の付け
替えを伴わずとも定員増のみで補助が受けられるよう要件を緩和す
るなど、既存施設の活用を進めます。受入枠が不足する地域に着実
に保育所等の整備が進むよう、補助基準額の増額などのほか、小規
模保育事業に対する開所後賃借料補助の新設等を行い、地域の保育
ニーズに合わせて1,290人の受入枠を確保します。さらに、保育・
教育コンシェルジュが一人ひとりのニーズを丁寧に聞き取り、その
方に合ったサービスを案内することで、一人でも多くの方が適切な
保育サービスを利用できるよう取り組みます。

保育・幼児
教育を担う
人材の確保

保育所、幼稚園、認定こども園等における人材の確保を進めるた
め、「採用」と「定着」の両面から支援します。「採用」では、保
育士就職面接会や見学会の開催、幼稚園就職フェアへの補助等を実
施します。「定着」においては、住居に対する補助、処遇改善、コ
ンサルタントの派遣等による保育者が働きやすい職場環境の構築、
などを行います。

【令和５年度実績】
・就職面接・相談会：４回開催　参加者計96名
・かながわ保育士・保育所支援センター就職相談会：県内の各自治
体で計６回実施、参加者計172名
・見学会：３回実施、参加者計３名
・保育士宿舎借上げ支援事業：391事業者、4,324戸
・保育士確保コンサルタント派遣事業：23園に派遣

　依然として困難な保育者の確保に向け、引き続き各事業を実施す
るとともに、新たに、人材確保を一層進めるため、保育士養成施設
の在学生への修学資金貸付事業について、貸付期間の拡充や入学準
備金及び就職準備金を新設するなど、保育者確保に向けた採用・定
着に係る取組の充実を図ります。

保育・幼児
教育の質の
向上

市内全ての保育・教育施設を対象とした職種や経験年数別等の研修
の実施による専門性の向上や、全ての保育者が保育・教育の中で大
切にしたい方向性を共有するための「よこはま☆保育・教育宣言～
乳幼児の心もちを大切に～」を活用した取組の推進等により、保
育・幼児教育の質の確保・向上を図ります。

　市内すべての保育・教育施設に勤務する職員等に向けて局主催研
修、区連携研修を実施し、合わせて32,259名が受講しました。
　「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大切に～」を活
用した取組として、実践事例17例を公開し、保育・教育の質の確
保・向上を図りました。

　子どもの豊かな育ちを支えるためには、すべての保育・教育施設
の保育者が、髙い専門性と意欲を持つことが大切です。研修内容や
運営方法を精査し、より多くの保育者が受講できるようにしていき
ます。「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大切に～」
を活用した実践事例を広く周知する仕組みを作り、保育・教育の質
の確保・向上を図ります。

幼児教育・
保育の無償
化の推進

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや
教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点等から、令和
元年10月より、０～２歳児の市民税非課税世帯及び３～５歳児（幼
稚園、認定こども園は満３歳から）の保育所等利用料の無償化を実
施しました。

令和元年10月より、０～２歳児の市民税非課税世帯及び３～５歳児
（幼稚園、認定こども園は満３歳から）の保育所等利用料の無償化
を実施しています。また、幼児教育・保育の無償化のために認可外
保育施設等利用料の償還払いを行いました。
【令和５年度認可外保育施設等利用料助成事業】
給付児童数(月平均) 2,192人
支給額（総額）674,858,036円

　引き続き、保育所等利用料の無償化を実施します。また、認可外
保育施設等利用料の償還払いを行っていきます。

●教育・保育は、経済的な困窮状態にあるなど、困難を抱えやすい状況にある子どもを含めた全ての子どもに対する営みであり、その中で子どもたちに必要な力を育むことが、子どもの貧困対策の基盤となるものと考えます。

●家庭の状況に関わらず、全ての子どもが質の高い教育・保育を受けることにより、子どもが健やかに育ち、自立した個人として成長できるよう、たくましく生き抜く力を育みます。
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基盤（２）つながりを重視した教育・保育の推進

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

幼稚園、保
育所、認定
こども園と
小学校との
円滑な接続

幼保小教育交流事業において、子ども同士の交流や職員の交流を通
じて相互理解を進めるとともに、幼保小連携推進地区を中心に、園
と小学校とで「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を理解・共
有する研修や、園の要録についての理解や扱いに関する研修を行う
などして、保育・幼児教育と小学校との円滑な接続を目指します。

　子ども同士の交流活動を実施した園は82％、小学校は93％でし
た。また、職員同士の交流活動を実施した園は69％、小学校は79％
でした。
　また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を理解・共有す
る研修を行った園は38％、小学校は34％です。これは、令和４年度
の実施率（園22％　小学校22％）より増加しています。

　子ども同士の交流活動については多くの園校で取組が定着してき
ています。今後は交流の質を高めることを大切に、令和４年度末に
作成したリーフレット「Let's talk about our架け橋プログラム＠
ヨコハマ」を活用し、大人同士が子どもの姿を通して対話し合う機
会の充実を図ります。また、すべての小学校が「幼児期の終わりま
でに育ってほしい姿」を理解・共有する研修を園と協働で行えるよ
うに支援します

小中一貫教
育の推進

全市立小中学校（小中一貫教育推進ブロック、併設型小中学校、義
務教育学校）において、「９年間で育てる子ども像」やその実現に
向けた計画を全ての教職員、家庭、地域が共有し、９年間を通した
児童生徒の資質・能力の育成を目指します。

小中一貫教育推進の視点として、「小中一貫した経年での学力の伸
びを捉える」、「資質・能力の育成に資する効果的なICTの活用」
という二つの視点を４月に各ブロック、各校に周知しました。各ブ
ロック、各校では、上記二つの視点を意識した教育活動について年
度当初に計画し、小中一貫教育を推進しました。

引き続き、「小中一貫した経年での学力の伸びを捉える」、「資
質・能力の育成に資する効果的なICTの活用」という二つの小中一
貫教育推進の視点について周知するとともに、各ブロックや各校が
計画的に取り組むことができるようにしていきます。また、校種や
教科等を超えた授業改善に関する資料として作成・配付したリーフ
レット等を活用し、小中一貫教育推進ブロックで「主体的・対話的
で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進していきます。

基盤（３）社会を生き抜く力を育む教育の推進

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

一人ひとり
の自立に向
けた基礎学
力の向上

１人１台端末や指導者用デジタル教科書等の ICT を活用した学
習、小学校低学年における「読みのスキル」の向上、小学校高学年
における一部教科分担制などの取組を推進します。

・読みのスキルについて、小学校６校が「読みのスキル」向上に取
り組みました。年３回の研修と指導パッケージ提供の支援を行いま
した。毎月のアセスメントと適切な指導を繰り返すことで、つまず
きの早期発見や支援につなげ、「読みのスキル」が向上しました。
・教科分担制について、横浜市で進めている一部教科分担制を伴う
チーム学年経営の取組は、授業改善や児童の心の安定等について成
果が表れています。そのことを踏まえ、当初の計画を上回る学校数
（令和４年度は188校）で導入を進めています。
・全児童生徒1人１アカウントを配付し、企業等と連携した研修を
実施するなど、教育用クラウドサービス（Google、ロイロ）を学校
で効果的に活用できるよう支援しました。
・指導者用デジタル教科書については、小学校では全教科を、中学
校では過年度に国語・数学・社会・理科・英語を市教育委員会事務
局で一括購入し導入しています。

・読みのスキルについて、小学校低学年を対象にチャレンジ校を募
集し、その取組を10校へ拡充していきます。児童のみとりと具体的
な指導法、校内体制の整え方を年間３回の研修で深め、チャンレン
ジ校で、早期に児童のつまづきを発見、支援することで、「読みの
スキル」の向上を図ります。
・教科分担制について、一部教科分担制を伴うチーム学年経営の取
組は令和７年度に全市立小学校での導入を目指し、推進します。
・引き続き、Google等のアカウント運用を行うとともに、企業等と
連携した研修等を行い、Googleやロイロといったクラウドサービス
の利用を促進していきます。
・指導者用デジタル教科書については、導入の効果を検証しつつ、
継続を前提に今後の方向性を検討します。

人権教育の
推進

「だれもが」「安心して」「豊かに」生活できる学校をめざし、人
とのつながりから学び、自分も他の人も大切にできる子どもの育成
に向けて、人権教育を推進します。教職員が自らの意識を絶えず振
り返りながら人権感覚を磨き、人権意識を高めます。日々の授業や
教育活動の改善を通して、子どもが安心して参加でき、「できた」
「わかった」「楽しい」と感じられる体験を通して、自尊感情や人
権意識を高めていきます。

人権教育実践推進校を中心とした、人権尊重の精神を基盤とした学
校づくり、授業づくりを行い、その取組を発信しました。
また、全校に対して「子どもの社会的スキル横浜プログラム」のア
セスメントを年２回以上実施することとし、プログラムやその考え
方を授業や学校行事等の場面で効果的に活用ができるよう、校内研
修の推進に力を入れました。

これまでの取組同様、人権教育実践推進校を中心とした、人権尊重
の精神を基盤とする学校づくり、授業づくりを推進し、その取組を
各区・校種別人権教育推進協議会、人権啓発研修Ⅱ、人権教育だよ
り等で区、市に広く発信していきます。
また、自己肯定感や自己効力感、仲間と共感的な人間関係を築くた
めの社会的スキル等を育むことができる「子どもの社会的スキル横
浜プログラム」を、授業や学校行事等の場面で効果的に活用してい
きます。また、効果的な活用ができるよう、校内研修や研修指導者
の養成に力を入れていきます。

特別支援教
育の推進

国のインクルーシブ教育システム構築の考え方を踏まえ、全ての子
どもにあらゆる教育の場で、一貫した適切な指導・支援や必要な合
理的配慮を提供するとともに、全ての教職員の特別支援教育に対す
る専門性を向上し、校内支援体制の充実を図ります。

本市の特別支援教育の目指す姿について、教職員や保護者、関係機
関・団体等と共有し、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じ
た「豊かな学び」を提供できるよう、「横浜市特別支援教育推進指
針」を、令和６年３月に策定しました。
また、学級経営や校内支援体制の充実のため、全ての教職員が障害
特性や合理的配慮について理解を深めるための校内研修を全校で行
いました。更に、学校全体での特別支援教育の推進、指導力の向上
をめざし、一般学級における特別支援教育をテーマに、全ての小中
学校が参加する研究協議会を開催しました。

小学生、中学生など全ての段階で、児童生徒一人ひとりの能力を十
分に伸ばして成長できる教育環境を保障することが重要です。「横
浜市特別支援教育推進指針」に基づき、特別な配慮や支援を必要と
する児童生徒についても、本人の意見を尊重したうえで、学校と保
護者が話し合い、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた
「豊かな学び」を提供できるよう、取り組んでいきます。
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社会と連携
した自分づ
くり教育
（キャリア
教育）の推
進

実社会の中で活躍するための資質・能力を育成するために、体験を
通して地域貢献・社会参画する意義や自分の役割を考える自分づく
り教育を学校と教育委員会事務局が地域、企業、関係機関等と連
携・協働して推進します。

・「自分づくり教育」を学校全体で進めることを研究主題とする
「自分づくり教育実践推進校」を6校指定し、子どもたちの「自己
肯定感」、「コミュニケーション」、「地域貢献・社会参画」にか
かわる資質・能力を育む実践を推進しました。
・市立小・中・義務教育学校・高等学校・特別支援学校を対象とし
た「はまっ子未来カンパニープロジェクト」において73校171取組
を指定し、産業界・地域・行政における諸課題の解決に向け関係機
関等と連携した取組を実施しました。

・自分づくり教育実践推進校については、引き続き推進校における
活動を進めていきます。
・はまっ子未来カンパニープロジェクトについては、これまでの成
果を検証し、事業拡大に向けた検討を行います。

基盤（４）学校と地域の連携・協働の推進

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

学校運営協
議会の設置
推進

地域のニーズを学校運営に反映させ、学校・家庭・地域・社会が一
体となったより良い教育の実現に向けて、保護者や地域住民が一定
の権限と責任を持って学校運営に参画する「学校運営協議会」の設
置をより一層推進していきます。

学校に向けた研修等を実施し、学校運営協議会に対する理解を深め
てもらうことにより、令和５年度に25校で学校運営協議会が新規設
置され、合計499校で学校運営協議会が設置されることとなりまし
た。

令和５年度末までに９割以上の学校に学校運営協議会が設置された
ことを受け、今後は学校運営協議会の設置に向けた支援から、質の
向上、持続可能な会の運営に向けた支援にシフトし、研修等の充実
を図ります。

地域学校協
働活動の推
進

学校と地域の橋渡しを担う学校・地域コーディネーター（地域学校
協働活動推進員）の養成を進めるとともに、保護者や地域住民等の
参画による地域学校協働活動（放課後等の学習支援、体験活動等）
を支援します。

学校・地域コーディネーター（地域学校協働活動推進員）を169人
養成しました。
また、地域学校協働活動について、373校に対して経費の支援を行
いました。

学校・地域コーディネーター（地域学校協働活動推進員）の養成、
地域学校協働活動の支援を継続し、養成人数、支援校数の拡大を図
ります。

基盤（５）ＩＣＴを活用した教育政策の推進

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

GIGAスクー
ル構想の推
進

ICT を活用しながら、児童生徒の多様性を尊重し、誰一人取り残さ
ない「個別最適な学び」と、児童生徒間の学びにはじまり地域の
方々との関わりを大切にした「社会とつながる協働的な学び」を実
現します。
GIGA スクール構想により児童生徒一人ひとりに端末が整備され、
臨時休業等で端末を持ち帰る際に家庭の経済状況で学習機会に差が
生じることのないよう、就学援助世帯でインターネット環境がない
ご家庭にモバイルルータの貸与を行っています。

全児童生徒1人１アカウントを配付し、企業等と連携した研修を実
施するなど、教育用クラウドサービス（Google、ロイロ）を学校で
効果的に活用できるよう支援しました。
臨時休業等で端末を持ち帰る際に家庭の経済状況で学習機会に差が
生じることのないよう、就学援助世帯でインターネット環境がない
ご家庭にモバイルルータの貸与を行っています。

引き続き、Google等のアカウント運用を行うとともに、企業等と連
携した研修等を行い、Googleやロイロといったクラウドサービスの
利用を促進していきます。
臨時休業等で端末を持ち帰る際に家庭の経済状況で学習機会に差が
生じることのないよう、就学援助世帯でインターネット環境がない
ご家庭にモバイルルータの貸与を行っていきます。
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【主要施策Ⅰ　気づく・つなぐ・見守る】

【主要施策Ⅰ　気づく・つなぐ・見守る】（１）妊娠期からの切れ目のない支援の充実

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

横浜版子育
て世代包括
支援セン
ターによる
支援

区福祉保健センターと地域子育て支援拠点が、それぞれの強み・
ネットワークを生かして、より一層、連携・協働することにより、
「横浜市版子育て世代包括支援センター」として、妊娠期から子育
て期にわたる切れ目のない支援を行います。
また、センターの機能として、区福祉保健センターに母子保健コー
ディネーターを配置し、特に母子健康手帳交付時から産後４か月を
中心に、継続した相談体制を充実させるとともに、母子保健サービ
スの利用紹介等を行うことで、妊婦や養育者の不安・負担の軽減を
図ります。

18区に母子保健コーディネーターを配置し、妊娠届出時に妊産婦等
と面接を実施し、妊婦健康診査の受診勧奨や必要な保健指導、相談
支援を行い、妊娠期からおおむね出生後４か月まで切れ目ない支援
を行いました。また、妊娠・出産・子育てマイカレンダーを活用す
ることで、各妊婦が自分に合った母子保健サービスを利用しやすく
なるようにしました。

引き続き、母子健康手帳交付時面接で、きめ細く妊婦と家族の状況
を確認するとともに、妊娠・出産・子育てマイカレンダーを活用
し、一人ひとりに寄り添った支援を行います。また、妊娠時から出
産・子育てまで一貫した伴走型相談支援として、妊娠後期や出産後
に支援が必要な妊産婦に対して電話や対面での相談に応じる体制を
充実します。

妊娠・出産
相談支援事
業

予期せぬ妊娠など妊娠・出産の不安や悩みを抱えた方が、電話や
メールで気軽に相談できる「にんしんＳＯＳヨコハマ」を運営し、
妊娠早期からの相談支援を充実させるとともに、安全な妊娠・出産
等への支援につなげます。

予期せぬ妊娠等について、不安や悩みを抱える方に対して、相談窓
口「にんしんSOSヨコハマ」において、電話及びメールで相談支援
を行いました。また、相談者の中心層である10～20代がより気軽に
相談できるよう、SNS(LINE)による相談を開始しました。

予期しない妊娠や出産・育児にまつわる不安や悩みを抱えた方が、
誰にも相談できずに孤立してしまうことがないよう、適切な支援に
繋げるとともに、引き続き周知にも取り組んでまいります。

妊婦健康診
査事業

妊婦健康診査を定期的に受診することにより、出産前の不安や悩み
を解消し、母子ともに安全・安心な出産を迎えられるよう、費用の
一部助成や受診勧奨を行います。

妊婦を対象に14回分の妊婦健康診査費用補助券（補助券：4,700円
×11回、7,000円×1回、12,000円×2回　合計82,700円）を交付
し、費用を一部補助しました。また、多胎妊娠をした妊婦を対象に
追加で５回分の妊婦健康診査費用補助券を交付し、費用を一部補助
しました。未契約の市外医療機関で受診した場合や１回の健診が補
助券額面金額未満で医療機関で利用できなかった場合に補助券の額
面金額を上限に自己負担分を助成しました。

出産前の不安や悩みを解消し、母子ともに安全で安心な出産を迎え
られるよう、引き続き、妊婦健康診査の費用助成や受診勧奨を行
い、母体の健康の保持増進に取り組んでまいります。

母子訪問指
導事業

母性の保護及び乳幼児の健康の保持・増進を図るため、妊娠届出者
に対する母子健康手帳の交付や妊産婦、新生児、未熟児、乳幼児等
への妊娠・出産・育児に関する保健指導・訪問指導を行います。

妊娠届出者に対し、母子健康手帳の交付の際には面談を行い、健康
状態の確認や妊娠・出産・子育てに関する情報提供を行いました。
また、助産師又は保健師が乳幼児のいる家庭に訪問し、児の成長発
達の確認や育児不安の軽減を目的とした保健指導を実施しました。

引き続き、母子健康手帳の交付の際の面談や乳幼児のいる家庭を対
象とした訪問指導を実施することで、妊娠期からの切れ目のない支
援を行ってまいります。

こんにちは
赤ちゃん訪
問事業

地域の訪問員が生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、
育児情報の提供や養育者の話を聴くことにより育児不安の軽減を図
るとともに、必要な場合は保健師等の支援につなげます。また、地
域の訪問員と親子が顔見知りになることで、日常的な交流のきっか
けをつくり、子どもを地域で見守るまちづくりを推進し、児童虐待
の予防にもつなげます。

地域の主任児童委員、民生委員・児童委員、子育て支援者などの子
育ての経験のある訪問員が、生後４か月までの乳児がいる全ての家
庭を訪問することで、養育者が安心して育児が出来るよう支援を行
いました。

引き続き、訪問員が生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問
し、訪問員と親子が顔見知りになることで、養育者の育児不安を軽
減し、子育てしやすい環境づくりにつなげます。

乳幼児健康
診査事業等

先天性の異常や障害の早期発見・早期治療等を図るため、新生児を
対象に、先天性代謝異常等検査や新生児聴覚検査を実施します。ま
た、生後１か月・7 か月・12 か月に市内小児科医療機関で、４か
月児・1歳６か月児・３歳児を対象に区福祉保健センターで乳幼児
健康診査を実施し、心身の発育状況の確認及び適切な指導等を行
い、乳幼児の健康の保持及び増進を図ります。さらに、３歳児を対
象に、視覚・聴覚の異常を早期に発見し適切な支援を行うため視聴
覚検診を実施します。

生後、間もない時期の乳幼児を対象に検査費用の補助券を交付し、
先天性の異常や聴覚の障害を検査し、早期発見・早期治療に取組み
ました。
生後13ヵ月未満の乳幼児に対し、医療機関で受診が可能な補助券を
お渡しし、乳幼児の健康の増進を図りました。
また、区福祉保健センターで、４カ月児、１歳６カ月児、３歳児を
対象に健康診査を実施し、心身の発育状況の確認及び適切な指導を
行いました。

引き続き、生後の時期から乳幼児に至るまでに、様々な検査や健診
を通じて、対象児の先天性の異常や障害、視覚・聴覚の異常を早期
に発見し、適切な支援を行ってまいります。

【主要施策Ⅰ　気づく・つなぐ・見守る】（２）地域における子育て支援

●妊娠期から学齢期、青少年期に至るまで、困難を抱える子ども・若者、家庭に保育所、幼稚園、学校、地域、区役所等日常の様々な接点や関わりの中でいち早く気づき、関係機関のネットワークを充実させることで、早期

に支援につなげていきます。
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主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

地域子育て
支援拠点事
業

各区に１か所（サテライト設置区は２か所）ある、妊娠期から利用
可能な地域の子育て支援の核となる施設です。親子が遊び・交流で
きる居場所の提供、子育て相談、子育てに関する情報の提供、子育
て支援に関わる方のネットワークの構築、子育て支援に関わる方の
人材育成、地域の中での子どもの預かり合いの促進等を行います。
また、拠点外での支援の実施など、拠点を利用していない親子への
積極的なアプローチ、子育てサークルの活動支援、地域における子
育て支援の啓発等も行います。

全26か所で実施しました。妊娠中の方にも来所してもらえる取組
（プレママ・プレパパ講座）を展開し、出産後のスムーズな利用等
につなげたり、パパ向けイベントの実施など父親が利用しやすい工
夫も行いました。
また、オンラインを活用した支援も定着し始め、SNSやHPでの情報
発信をはじめ、外出しづらい利用者に向けて、オンラインによるイ
ベントや相談、講座を実施するとともに、地域の子育て支援団体等
とのネットワーク構築も進めることができました。

地域の子育て支援の核となる施設として、令和６年度末までに、10
か所目のサテライトを整備するとともに、妊娠中の方へ向けた取組
や、外出しづらい利用者に向けたオンラインを活用した支援等に引
き続き取り組みます。
また、拠点に足を運ばなくてもサービスを受けられるよう、オンラ
インを活用した支援やアウトリーチ型の支援について、充実した支
援となるよう対応していきます。

親と子のつ
どいの広場
事業

主にＮＰＯ法人などの市民活動団体の運営により、マンションの一
室や商店街の空き店舗などを活用し、親子が気軽に集い交流する場
の提供、子育てに関する相談、子育て情報の提供等を行います。ま
た、一部の親と子のつどいの広場においては、普段から利用されて
いる方の子どもを対象に、広場のスペースを活用した一時預かりを
行います。

令和５年12月に４か所開設し、市内74か所において実施し、地域の
親子の居場所の充実を図りました。
また、両親等がともに育児に参加しやすくなるよう、休日に育児参
加促進に資する講座を44か所の広場で実施しました。

親子が気軽に集い交流する場として、令和６年度末までに、市内77
か所の実施を目指すとともに、引き続き、一時預かりのニーズにも
対応していきます。

子育て支援
者事業

保護者が子育ての不安を軽減・解消し、安心して子育てができる環
境をつくることを目指し、地区センターや地域ケアプラザ等の身近
な施設で、地域の身近な子育ての先輩である「子育て支援者」が親
子の交流を勧めたり、相談に応じたりします。

子育て支援者事業は、地区センターなどの身近な市民利用施設など
で養育者の交流や子育て相談を市内177会場で実施しました。

子育て支援者会場の更なる整備を行い、引き続き養育者の交流や子
育て相談を行っていきます。

保育所子育
てひろば、
幼稚園は
まっ子広場

子育ての不安感・負担感の解消や、家庭の養育力の向上を図るた
め、保育所や幼稚園の資源を活用して、施設の地域開放、育児相
談、育児講座、園児との交流保育、情報提供を行うなど、地域子育
て支援の場を提供します。

保育所子育てひろば・幼稚園はまっ子広場を市内75か所で実施し、
親子の交流の場などを提供するとともに、育児に関する講座等を行
いました。

保育所子育てひろば・幼稚園はまっこ広場の拡充に向けて、各園に
事業の目的や実施内容等の周知を行い、新規開設や非常設から常設
への転換を促進していきます。
また、安定的な事業継続のため、週３日以上開設する常設園に対
し、運営補助の拡充及び有資格者加算を新設します。

地域子育て
支援スタッ
フの育成

地域子育て支援の場（地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広
場、保育所子育てひろば等）のスタッフを対象に研修を実施しま
す。経験年数や、施設内で果たす役割等に応じた体系的な研修プロ
グラムを組み、子育て支援に必要な知識や技術の向上を図ります。

全４回の研修を実施し、地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広
場、保育所子育てひろば等から延べ130名が参加しました。

引き続き、常設の親子の居場所（地域子育て支援拠点事業、親と子
のつどいの広場事業、保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば
事業）従事者向けに経験年数や施設内での役割に応じた体系的な研
修を実施し支援の質の向上を図ります。
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【主要施策Ⅰ　気づく・つなぐ・見守る】（３）様々な課題に対応する学校の取組

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

児童生徒支
援体制の充
実

いじめ等の様々な課題に対して早期発見、早期対応、早期解決でき
るよう、児童支援専任教諭や生徒指導専任教諭の体制を強化すると
ともに、組織的な判断・対応を行うため、校内のいじめ防止対策委
員会において、定期的にケースカンファレンスを実施します。

小学校において、専任教諭が校内で組織的ないじめ対応の中心的役
割を担うことができる条件を整えるため、授業時間数軽減のための
非常勤職員の常勤化に取り組み、いじめの早期発見・早期対応へ向
けた校内児童生徒支援体制の充実を図ってきました。５年度をもっ
て小学校等全校に児童支援専任教諭を定数配置しました。また、小
学校に続き、５年度より中学校の生徒指導専任教諭が特別支援教育
コーディネーターを兼務するよう体制づくりを進めました。

いじめ、暴力行為、不登校、発達障害など、指導・支援が必
要な児童生徒が増加傾向にあります。これらの諸問題に対
し、学級担任が一人で対応したり、抱え込みによって事態を
より深刻化させるケースなどがあったりするため、専任教諭
を中心とした組織力の強化を推進していきます。また、研修
等を通して、専任教諭の専門性や、区役所、警察、児童相談
所、療育センターなど関係機関との連携力を向上させていき
ます 児童支援・生徒指導専任教諭の養成に力を入れ 児童

スクール
ソーシャル
ワーカーの
活用推進・
育成体制強
化、関係機
関との連携
強化

多様化する子どもの課題に対応するため、校内体制の強化や学校と
関係機関との連携を福祉的な側面から支援するスクールソーシャル
ワーカーの活用を強化・推進します。また、各校を巡回し、学校の
ニーズへの適切な対応がより求められるスクールソーシャルワー
カーの育成体制を強化し、支援の質の向上・平準化に取り組みま
す。さらに、区役所や児童相談所、社会福祉協議会や地域ケアプラ
ザ等の関係機関とのネットワークを構築し、困難を抱える家庭への
支援を通じ、子どもの健やかな成長を支えます。

スクールソーシャルワーカーが各校を巡回し、子ども達が抱
える多様化する課題に対応するため、校内体制の強化や学校
と関係機関との連携を福祉的な側面から支援しました。ま
た、統括スクールソーシャルワーカー及びトレーナースクー
ルソーシャルワーカーが、OJTを通じてスクールソーシャル
ワーカーの育成を行いました。適宜、区役所や児童相談所、
社会福祉協議会や地域ケアプラザ等の関係機関とのネット
ワークをいかし、困難を抱える家庭への支援を行い、子ども
の健やかな成長を支えました。

引き続き、スクールソーシャルワーカーが各校を巡回し、子
ども達が抱える課題に対応するため、校内体制の強化や学校
と関係機関との連携を福祉的な側面から支援します。また、
統括スクールソーシャルワーカー及びトレーナースクール
ソーシャルワーカーが、OJTを通じてスクールソーシャル
ワーカーの育成を行い、支援の質の向上・平準化に取り組み
ます。子どもたちが抱える問題は、多様化、複雑化してお
り、区や児童相談所を始め、民間事業所等の関係機関との
ネットワークの構築を強化し、子どもたちが置かれている環
境への働きかけや困難を抱える家庭への支援を通じ、子ども

スクールカ
ウンセラー
の活用

児童生徒、教職員、保護者が身近な場所で容易に相談できるよう、
全中学校ブロック及び義務教育学校等に小中一貫型カウンセラーを
配置し、いじめ等、様々な課題を抱える児童生徒に寄り添い、専門
性を生かした支援を実施します。また、高等学校においても、全校
にスクールカウンセラーを配置し、生徒や家庭の複雑・多様化する
課題解決のための相談支援を行います。

児童生徒、教職員、保護者が身近な場所で容易に相談できるよう、
全中学校ブロック及び義務教育学校等に小中一貫型カウンセラーを
配置し、いじめ等、様々な課題を抱える児童生徒に寄り添い、専門
性を生かした支援を実施しました。
高等学校においても、スクールカウンセラーを全校に配置し、生徒
それぞれが抱える課題を解決するためのきめ細やかな相談支援を行
いました。

児童生徒、教職員、保護者が身近な場所で容易に相談できるよう、
全中学校ブロック及び義務教育学校等に小中一貫型カウンセラーを
配置し、いじめ等、様々な課題を抱える児童生徒に寄り添い、専門
性を生かした支援を引き続き、実施します。
高等学校においても、生徒や家庭の複雑・多様化する課題を解決す
るための相談支援ができるよう、引き続きスクールカウンセラーを
全校に配置するとともに、各校の実状やニーズに合わせた配置が行
えるよう取り組んでいきます。

【主要施策Ⅰ　気づく・つなぐ・見守る】（４）子どもを見守る地域の取組・放課後の居場所

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

放課後児童
育成事業

全ての子どもたちに無償で遊びの場を提供し、留守家庭児童を対象
に「生活の場」を提供することを目的に、小学校施設を活用して実
施する放課後キッズクラブや、地域の理解と協力のもとに民間施設
等において留守家庭児童に「生活の場」を提供する放課後児童クラ
ブなど、放課後の居場所づくりを通じて、子どもたちの自主性や社
会性を育むとともに、その健全な育成を図ります。

放課後キッズクラブ事業を338校全ての小学校において実施すると
ともに、放課後児童クラブ事業では、221か所のクラブの運営を支
援しました。また、両事業において、医療的ケア児を受け入れるた
めの看護師を配置した場合の支援等を拡充し、医療的ケアを必要と
する児童の受け入れを推進しました。

安全安心な放課後の居場所づくり及びクラブの安定的な運営を図る
ため、常勤の放課後児童支援員を２名以上配置した場合の補助額を
引き上げます。
事業者への支援として、人材確保及び人材育成の支援を引き続き行
い、事業の質の向上に取り組みます。また、引き続きデジタル化を
推進し、クラブと区局等との連携及び将来的な事務負担軽減を図り
ます。
放課後児童健全育成事業の充実に向けた調査結果から、特にニーズ
の高かった長期休業期間中における昼食提供のモデル実施や小学生
の朝の居場所づくりモデル事業を実施することで保護者の時間的ゆ
とりを創出します。

地域におけ
る子どもの
居場所づく
り

子ども食堂等の地域の自主的な取組が、子どもにとって安心できる
居場所となり、困難を抱える子どもへの気付きや見守り等ができる
よう、身近な地域における居場所づくりを支援します。

子どもの居場所づくり活動支援補助金の交付、アドバイザーの派遣
による相談支援・研修会の開催、フードバンク等と連携した食材等
の配布に取り組みました。
また、光熱費・食材費などの物価高騰対策として、支援金を交付し
ました。

引き続き、支援を継続するとともに、運営団体の課題や支援ニーズ
の把握を進め、今後の支援方策の検討に生かしていきます。
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プレイパー
ク支援事業

木登りや泥んこ遊びなど、日常なかなかできなくなった遊びを通じ
て、子どもたちの自主性や冒険心を育み、生き生きと活動するため
の遊び場・居場所であるプレイパークの活動を支援します。

地域主体で公園等の一部を「子どもの自由な遊び場」として活用す
る、プレイパークの活動について市内27か所において、延べ1,182
回の活動支援を行いました。

引き続き、地域主体で運営するプレイパークの開催を支援するとと
もに、子どもが身近な地域で利用できるよう、人材確保等の開設準
備を担うコーディネーターを派遣するなど、プレイパークの新設に
取り組みます。自然の中での木登りや水遊びなど、豊かな遊びの環
境づくりを推進し、地域や活動団体との協働による子ども・青少年
の健全育成を図っていきます。

青少年の地
域活動拠点
づくり事業

思春期という大きな変化を迎える時期にある中高生世代の青少年を
対象に、安心して気軽に集える場を提供し、同世代・多世代との交
流や様々な体験活動を通して、社会参画に向かう力を育成します。
また、スタッフが個々の状況に応じた対応をすることで、青少年が
抱える悩みや課題が深刻にならないように予防的支援や早期支援を
行います。さらに、地域で青少年を見守る環境づくりを進めるため
のネットワークを構築し、地域人材・団体とより一層の連携を図る
ことで、「青少年の地域活動拠点」機能の充実を図ります。

７箇所での拠点運営を実施しました。各拠点では、中高校生世代の
青少年を対象に、安心して気軽に集える場を提供したり、様々な
人々と交流できる場を提供するとともに、地域と連携したボラン
ティア活動などの社会参加プログラムを実施することで、青少年の
社会性や協調性、主体性等を育み、社会の一員として成長できるよ
う支援しました。

今後も、居場所や多様な体験機会の提供により、青少年の社会性や
協調性、主体性等を育み、社会参画に向かう力を養います。
また、子どもの声を聴く取組を実施するとともに、利用者の増に向
け、広報を強化していきます。

民生委員・
児童委員に
よる見守り
や相談活動
等

養育支援が必要な児童・家庭に対し、見守りや相談活動等を通じ
て、利用できる福祉サービスの情報提供や行政・専門機関へのつな
ぎ役として、地域における要援護者支援を行います。

日ごろの見守りや相談活動等を通じて、利用できる福祉サービスの
情報提供や行政・専門機関へのつなぎ役として、地域における支援
を行っていただきました。

引き続き、民生委員活動をサポートするため、情報提供等を行って
いきます。

【主要施策Ⅰ　気づく・つなぐ・見守る】（５）児童虐待防止対策

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

区の要保護
児童対策地
域協議会の
機能強化

地域における支援体制の維持・向上を図るため、関係機関向けの研
修実施などのネットワークの充実を図ります。また、児童虐待の重
篤化防止や早期対応のために、区役所や児童相談所が継続支援中の
要保護児童について、「個別ケース検討会議」を開催し、関係機関
と共に支援方針を検討します。

・各区こども家庭支援課において要保護児童等への支援や、子ども
や家庭からの相談への対応の充実を図りました。
・要保護児童対策地域協議会の関係機関向け研修や各種会議を開催
し、ネットワークを強化しました。
令和５年度実績：要保護児童対策地域協議会構成機関支援者研修
「こどものトラウマ～傷ついた心と向き合うということ～」参加者
317名、代表者会議２回、実務者会議25回、エリア別会議68回、学
校訪問675回、個別ケース検討会議1942回

引き続き、区・児童相談所と保育所・学校・警察・医療機関等の関
係機関で連携強化を図り、児童虐待の未然防止から早期発見、重篤
化の防止、更には再発予防に至るまで、児童虐待対策を総合的に進
めます。

「こども家
庭総合支援
拠点」機能
の整備

区こども家庭支援課に、児童福祉法に基づく拠点機能を整備し、区
役所において、要保護児童等の支援が必要な子ども・家庭への支援
を強化します。

区こども家庭支援課に、児童福祉法に基づく「こども家庭総合支援
拠点」機能を令和４年度より全区に整備し、要保護児童等への支援
の強化や、子どもや家庭からの様々な相談に専門職が対応する「こ
ども家庭相談」を実施しました。

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの包括的な相談支援を強化
し、子どもや子育て当事者のニーズに合った支援計画（サポートプ
ラン）の作成や、地域における子育て支援の基盤づくりを行う、改
正児童福祉法に基づく「こども家庭センター」機能の全区設置に向
け、区こども家庭支援課において、さらなる相談支援機能の強化を
図るための検討を進めます。
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児童相談所
の機能強化

児童虐待の早期発見・早期対応とともに、在宅支援による再発防止
など、児童の安全を守り、福祉の向上を図るための専門的な支援に
取り組みます。また、児童虐待対応件数の増加への対応や、一時保
護所における支援環境の向上を図るため、児童相談所等の再整備を
進めます。

　増加が続く児童虐待通告に適切に対応できるよう、職員体制の強
化及び人材育成の推進に取り組みました。また、一時保護所の学習
環境の改善のため、デジタル教材を活用した学習を推進しました。
・タブレット端末の導入　１所３台×４所　計12台
・デジタル教材　２種類導入、40ライセンス導入（１所10ライセン
ス）

　令和６年４月に改正児童福祉法が施行され、令和６年度中に一時
保護施設の整備及び運営に関する基準を定める条例の制定を検討
し、一時保護所の体制強化を図る予定です。また、条例の制定に伴
い、虐待や家庭での様々な事情で一時保護が実施となった児童の学
習環境を向上させるために、引き続きデジタル教材の導入や学習用
タブレット端末の増、一時保護所から原籍校への通学支援などの
様々な具体的な取り組みを行っていきます。
　また、（仮称）東部児童相談所の新規整備を進めます。

かながわ子
ども家庭
110番相談
LINE

子ども本人や保護者の方が、親子関係や家族の悩み、子育ての不安
などを気軽に相談できるようにするため、横浜市と神奈川県、川崎
市、相模原市及び横須賀市で「かながわ子ども家庭 110番 LINE」
を共同運用し、神奈川県全域で児童虐待の未然防止、早期発見・早
期対応に取り組みます。

・体罰等によらない子育てと子どもの権利に関する啓発動画を配信
し、LINE相談等の相談先の周知を行いました。
・令和５年度の横浜市民からの相談件数2,266件（児童虐待にかか
る相談677件（29.8%）、「子ども本人」からの相談763件
（34％））

こどもからの相談を促す動画の作成と配信、SNS広告等を利用した
広報経啓発を行うとともに、引き続き児童虐待の未然防止、早期発
見・早期対応に取り組みます。

保育所等で
の見守り強
化

児童虐待の再発防止や深刻化防止のため、児童相談所や区役所など
関係機関と連携を取りつつ、一時保護には至らない程度の状況にあ
る被虐待児童について、親子を日中に分離すること等により、虐待
の悪化防止や改善が期待される場合に、当該児童を保育所で受け入
れ、見守りを行います。 児童へのケアや保護者への対応のために
より手厚い対応が必要な場合には、保育士を加配し、円滑な児童の
受入れ体制を整えます。

（私立）
児童へのケアや保護者への対応のために、より手厚い対応が必要な
場合に、保育所等へ保育士加配経費を助成することで、児童の受入
れが円滑にできるよう支援しました。
（市立）
児童へのケアや保護者への対応のために、より手厚い対応が必要な
場合に、保育士を加配することで、円滑な児童の受け入れ体制を整
えました。

関係機関との連携を深めながら、引き続き見守りを行っていきま
す。

【主要施策Ⅱ　将来の自立に向けた子どもに対する支援】

【主要施策Ⅱ　将来の自立に向けた子どもに対する支援】（１）生活や学びの支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

寄り添い型
生活支援事
業

保護者の疾病や生活困窮状態にあるなど養育環境に課題があり、支
援を必要とする家庭に育つ小・中学生等に対し、食事、歯磨きなど
の生活習慣や、宿題等の学習習慣の習得のための支援を実施しま
す。

保護者の疾病や生活困窮状態にあるなど、養育環境に課題があり、
支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等を対象とした寄り添い型
生活支援事業を、18区21か所で実施しました。また、支援者を対象
とした研修を実施し、支援者のスキル向上と支援内容の標準化に取
り組みました。

寄り添い型生活支援事業については、支援を必要とする家庭に育
つ、より多くの小・中学生等が生活習慣の習得等ができるよう、支
援の充実に向けた調査・検討を実施します。また、狭小や老朽化等
のため、一部の事業所（３か所）を移転します。

放課後学び
場事業

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分身についていない
小学生・中学生を対象に、大学生や地域住民等が中心となり、放課
後等に学習支援を実施し、学習習慣の定着や基礎学力の向上を図り
ます。

小学校37校、中学校69校で実施をしました。
また、令和４年度からは学習支援について一定のノウハウを持つ企
業やNPO法人等に業務を委託する企業・NPO法人等運営型を開始しま
した。

学習支援を行うボランティアの人材不足などの理由から、委託実施
型又は学校配当型での実施ができない学校があるため、企業・NPO
法人等運営型を拡大し、中学校全校での実施を目指します。

寄り添い型
学習支援事
業

貧困の連鎖の防止に向け、将来の自立に重要な高校等への進学を希
望する中学生に対し、学習支援を実施します。また、高校等に行っ
ていない子どもも含めた高校生世代に対し、将来の自立に向けて選
択肢の幅を広げることを目的とし、講座の開催や、居場所等の支援
を実施します。

貧困の連鎖の防止に向け、将来の自立に重要な高校等への進学を希
望する中学生に対し、学習支援を実施しています。また、高校等に
行っていない子どもも含めた高校生世代に対し、将来の自立に向け
て選択肢の幅を広げることを目的とし、講座の開催や、居場所等の
支援を実施しています。

引き続き、貧困の連鎖の防止に向け、将来の自立に重要な高校等へ
の進学を希望する中学生に対し、学習支援を実施します。また、高
校等に行っていない子どもも含めた高校生世代に対し、将来の自立
に向けて選択肢の幅を広げることを目的とし、講座の開催や、居場
所等の支援を実施します。

●養育環境等に課題がある子どもに対する生活支援や高校進学のための学習支援、地域における多様な体験活動等を通じて、将来の社会的、経済的自立に必要な知識・能力及び社会性等を身に付けます。

● 学校や区役所における相談支援や、奨学金等の経済的な支援により、就学継続や希望する進路の実現につなげます。
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地域におけ
る体験や学
習機会の充
実

子ども食堂等の地域の居場所における食育体験・学習機会の提供や
プレイパーク、青少年関連施設等における自然・科学・社会体験な
ど、子どもたちが多様な体験や、様々な世代との交流を通じて、自
己肯定感や将来の自立に向けた力を育むことのできる環境の充実を
図ります。

子ども食堂等の地域の居場所やプレイパークに対し、補助金交付、
相談支援等を通じ、活動を支援しました。また、青少年関連施設に
おいて、自然・科学体験等のプログラムを実施しました。

今後も、子ども食堂等の地域の居場所やプレイパークへの支援、及
び青少年関連施設の活動を通じ、子どもたちが多様な経験や交流が
できる環境を充実させていきます。

就学援助等
対象者への
中学校給食
による昼食
支援

就学援助等対象者への中学校給食による支援について、必要とする
生徒に支援が行き届くよう、年間を通じて実施します。

　令和３年度からの中学校給食において、就学援助・生活保護受給
世帯や家庭環境等により昼食の用意が困難である生徒を対象に中学
校給食の現物給付による支援を行っています。

　引き続き就学援助制度による援助のほか、生活保護受給世帯や家
庭環境等により昼食の用意が困難である生徒への支援も継続してい
きます。
　また、より多くの生徒が無償提供を受けられるよう、就学援助認
定の案内等に合わせて周知を図ってまいります。

困難を抱え
る生徒への
支援事業
（ようこそ
カフェ）

横浜総合高校において、民間団体と連携して校内に生徒の身近な居
場所を設け、悩みや課題を抱える生徒への相談支援や、キャリア形
成支援を行う「ようこそカフェ」を実施します。

横浜総合高校において、民間団体と連携し、「ようこそカフェ」を
実施、食育プログラム、農業体験などの就業体験プログラムを開催
しました。また、戸塚高校定時制の生徒に向けた食育プログラムや
就業体験プログラムも実施を開始しました。
【実施実績】
横浜総合
・ようこそカフェ　開催回数：24回　参加人数：7,565人（延べ）
・食育プログラム（ようこそカフェの開催に合わせて実施）　提供
食数：7,383食
・就業体験プログラム　開催回数：４回　参加人数：45人
・異年齢交流事業　開催回数：５回　参加人数：23人
・地域貢献事業　開催回数：１回　参加人数：15人
戸塚定時
・就業体験　開催回数：１回　参加人数：18人
・子ども食堂　開催回数：３回
・校内カフェ　開催回数：４回

引き続き、民間団体との連携の下、交流相談の場を提供していきま
す。また、職業体験や学びの実践を通して、地域との関わりや社会
的自立に繋げていきます。

市立定時制
高校におけ
る「学び直
し」による
学習支援

市立高校定時制（横浜総合高校・戸塚高校）において、ボランティ
アの協力を得て、生徒の到達度に応じ、国語・数学・英語の基礎を
改めて学ぶとともに、基本的な学習習慣を身に付ける「学び直し」
の授業を実施します。

市立高校定時制の生徒基礎学力定着のため、ボランティアによる学
習支援員の協力のもと、「学び直し」事業を実施しました。
【派遣実績】
　横浜総合高校：派遣日数年95日（支援員５人）
　戸塚高校：派遣日数年間28日（支援員６人）

引き続き学習支援員の派遣を行い、生徒の学力向上のためのサポー
トを行っていきます。

ヤングケア
ラーに対す
る支援

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に
行っている子ども、いわゆる「ヤングケアラー」について、本市に
おける実態を把握するための調査を実施し、関係機関の連携のも
と、適切な支援につなげていくための取組を進めてまいります。ま
た、リーフレットの作成や、理解促進のためのフォーラムの開催
等、市民や学校、関係機関向けに広報・啓発を行うことで、社会的
認知度の向上を図り、潜在化しがちなヤングケアラーの早期発見に
つなげていきます。

令和４年度に実施した実態把握調査の結果等を踏まえ、ヤングケア
ラーを見守り、支える環境づくりとして、広く市民に向けた広報・
啓発や関係機関向け研修、ピアサポートやオンラインサロンを実施
する支援団体への補助等を行いました。
・広報・啓発：ヤングケアラー特設サイトの開設、市内小中高校へ
のポスター配布（638校）、小学４年生以上の生徒への相談カード
の配付（約27万枚）
・関係機関向け研修：42回　延べ998人参加
・支援団体への補助：２団体

令和６年度から新たにＳＮＳ相談を、よこはま子ども・若者相談室
の相談メニューとして実施します。また、ヤングケアラーを見守
り、支える環境づくりを進めるため、新たに庁内及び関係機関との
支援体制を構築します。

「生理の貧
困」問題へ
の対応

市立学校において、保健指導の一環として生理用品の無償提供等を
保健室で行うとともに、養護教諭を中心に、児童支援・生徒指導専
任教諭やスクールソーシャルワーカーなど組織的な連携を強化し、
児童生徒からの相談に適切に対応します。
また、防災備蓄品の活用を含め、子どもの貧困問題に取り組む団体
等と連携して、必要な支援を行います。

市立学校の保健室において、生理用品がなくて困っているとの相談
があれば、各校で用意している生理用品を、教育的配慮により、貸
与や無償で配付しています。生理用品を用意できない児童生徒の背
景の把握に努め、児童生徒の気持ちに寄り添った相談支援を行って
います。

今後とも、養護教諭を中心に、児童支援や生徒指導の専任教諭、ス
クールソーシャルワーカーなどが連携し、児童生徒からの相談に適
切に対応していきます。

【主要施策Ⅱ　将来の自立に向けた子どもに対する支援】（２）進学支援・就学継続支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性
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教育支援事
業

区の生活支援課に教育支援専門員を配置し、生活保護を受給する世
帯の中学生とその養育者に対し、家庭訪問等による就学に関する各
種制度や生活保護制度に関する情報提供、進学意欲喚起、各種相談
機関の利用支援等を行い、進学・就学に向けた支援を行います。あ
わせて高等学校等進学後の通学継続や高校生世代への支援を行い、
将来の自立に向けて選択肢の幅を広げ、貧困の連鎖を防止します。

区の生活支援課に教育支援専門員を配置し、生活保護を受給する世
帯の中学生とその養育者に対し、就学に関する各種制度や生活保護
制度に関する情報提供、進学意欲喚起、各種相談機関の利用支援等
を行い、進学・就学に向けた支援を行いました。あわせて高等学校
等進学後の通学継続や高校生世代への支援を行い、将来の自立に向
けて選択肢の幅を広げ、貧困の連鎖防止につながる取組を実施しま
した。

引き続き、区の生活支援課に教育支援専門員を配置し、生活保護を
受給する世帯の中学生とその養育者に対し、就学に関する各種制度
や生活保護制度に関する情報提供、進学意欲喚起、各種相談機関の
利用支援等を行い、進学・就学に向けた支援を行います。あわせて
高等学校等進学後の通学継続や高校生世代への支援を行い、将来の
自立に向けて選択肢の幅を広げ、貧困の連鎖を防止します。

高等学校奨
学金事業

経済的理由により高校の修学が困難で、学業優秀な生徒に奨学金を
支給します。また、市立高校の定時制課程に在学する有職生徒等に
対し、教科書購入費を支給します。

経済的な支援を必要としている学業優秀な高校生を対象とした給付
型奨学金の支給、及び市立高校定時制２校の有職生徒等への教科書
購入費用の支給により、高校生の教育費の負担を軽減しました。

令和６年度から、横浜市電子申請・届出システムによるオンライン
申請を開始します。

就学支援
金・学び直
し支援金

所得等要件を満たす世帯については、就学支援金が認定され、高等
学校等に在学する生徒の授業料（の一部）に充てられます。また、
高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、
就学支援金の支給期間経過後も卒業までの間（最長２年）、学び直
し支援金の認定を受ければ、同様の支援が受けられます。

保護者等が一定の所得以下の場合に支給され、授業料に充当される
高等学校等就学支援金・学び直し支援金の支給事務を行い、授業料
に係る経済的負担を軽減しました。

令和５年度から、高等学校等就学支援金について、手続きの利便性
を高めるため、本格的にオンライン申請の導入を進めています。

高等教育の
修学支援新
制度

学ぶ意欲がある学生が経済的な理由によって大学等への進学・進級
をあきらめることがないよう、令和２年４月から授業料等の減免措
置と給付型奨学金の拡充を併せて行う高等教育の修学支援新制度
が、国公私立大学等の制度対象校にて実施されています。本市は、
制度対象校である横浜市立大学の設立団体として、授業料等の減免
に係る経費を負担しています。
なお、国立大学及び私立大学については、制度対象校であれば当該
校の授業料等の減免に係る経費を国が負担しています。制度対象校
かどうかは、文部科学省のホームページ又は当該校のホームページ
等で公表されています。

・法定減免対象者数：実人数 283人（前期・後期での重複者あり）
・ＹＣＵ給付型奨学金対象者数：２人（法定減免の新制度の対象外
となる学生のための横浜市立大学独自の経過措置制度）

毎年度、一定数の制度利用があることから、引き続き確実な制度の
実施に努め、学ぶ意欲がある学生が経済的な理由によって大学進学
等をあきらめることがないよう、支援していきます。

【主要施策Ⅲ　生活基盤を整えるための家庭に対する支援】

【主要施策Ⅲ　生活基盤を整えるための家庭に対する支援】（１）安心して子育てをするための生活の支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

多様な「保
育・教育」
ニーズへの
対応

保育所等での一時保育や乳幼児一時預かりなど、多様な保育・教育
の場の確保を通じて、保護者の様々な働き方への対応を図り、子育
てに対する不安感・負担感を軽減することで、子どもの健やかな育
ちを支え、子どもを養育する保護者を支援します。

一時保育（民間）については479施設で、乳幼児一時預かりについ
ては36施設で事業を実施し、利用者は前年度より計17,247人増加し
ました。また、横浜市一時預かりWEB予約システムの改修を重ね、
利用者や施設の利便性向上に努めました。

各家庭のニーズに応じた保育を提供するために、新設保育所の整備
に合わせて事業者に一時保育の実施を働きかけたり、乳幼児一時預
かり事業の新規実施施設を公募する等、事業の拡大に努めます。

横浜子育て
サポートシ
ステム事業

人と人のつながりを広げ、安心して子育てができるよう、地域ぐる
みの子育て支援や、仕事と育児を両立できる環境をつくることを目
的とした会員制の有償の支え合い活動です。会員相互の信頼関係の
もとに子どもの預け、預かりを行います。

市内各区において区支部事務局の運営を行い、市民同士で子どもを
預け、預かることで地域ぐるみの子育て支援を目指す横浜子育てサ
ポートシステム事業の一層の推進を図りました。
また、ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）・生活保護受給世
帯・住民税非課税世帯の方に対して利用料の助成を実施しました。
さらに、一層の利用促進を図るために、利用料の改定等を行いまし
た。

横浜子育てサポートシステム事業の利用促進のため、新たに提供会
員への補助を行うことで、提供会員の確保を図り、利用会員の需要
に応えていきます。

●子育て家庭の様々なニーズに対応した一時保育事業等や、育児に不安や課題等を抱える家庭に対する支援等により、保護者の心身の負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えます。

● 生活基盤の弱い世帯等に対する経済的支援や就労支援等により、家庭の自立を促進します。
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産後母子ケ
ア事業

心身ともに不安定になりやすい産後４か月までの時期に、市内の助
産所や病院・診療所を活用しデイケア・ショートステイ・訪問型
サービスを提供します。

家族等からの産後の支援を受けることが困難で、育児支援を特に必
要とする母子及びその家庭を対象に、心身の安定と育児不安を解消
するために、ショートステイやデイケアを実施しました。また、授
乳トラブルや母乳育児への不安の解消に向け、助産師が産婦の家庭
を訪問し、相談対応を行う訪問型母子ケアを実施しました。

引き続き、育児不安の早期解消に取り組むため、事業の周知及び医
療機関との連携強化を図っていきます。

産前産後ヘ
ルパー派遣
事業

家事・育児のサポートを必要とする妊婦及び５か月（双子以上の場
合は１年）未満の乳児がいる家庭を対象にホームヘルパーを派遣
し、子育て負担の軽減を図り、安定した生活を送れるよう支援しま
す。

妊娠・出産による体調不良等で家事や育児の負担 の軽減を図る必要
がある世帯に関して、ヘルパーを派遣し、安定した生活が送れるよ
う、支援しました。

引き続き、ヘルパーの派遣を継続することで、母体の回復を促進
し、安定した養育ができる環境を整えます。

育児支援家
庭訪問事業

養育者の育児を支援することが特に必要と認められる家庭や出産後
の養育について、出産前から支援を行うことが必要と認められる妊
婦に対し、継続的に訪問することで、適切な養育が行われ、児童の
健やかな育ちを支援します。

子育てに関する不安や孤立感を抱える家庭に対して、育児支援家庭
訪問員による継続的な支援を行いました。

引き続き、訪問員の継続的な支援により、不安や孤立感の軽減や、
保護者との信頼関係の構築に繋げていきます。

養育支援家
庭訪問事業

児童虐待等の問題を抱え、児童相談所が継続支援を行っている養育
者に対し、不安の傾聴、育児相談・支援、家事援助、養育状況の確
認等のため、養育支援家庭訪問員及び養育支援ヘルパーを派遣し、
虐待の再発防止等を図ります。

　児童虐待等の問題を抱える家庭に対して、養育支援家庭訪問員お
よび養育支援へルパーを派遣し、児童、保護者の相談・支援を通し
て、安定した生活状況の確保、児童の安全確認、児童虐待の発生・
再発の防止を図っています。
　具体的には、家庭訪問による生活状況の把握、養育面、生活面で
の助言指導、ヘルパー派遣による家事援助、児の保育園送迎等の業
務を担っており、家庭の負担を軽減するとともに、虐待等のリスク
をいち早く察知し、対処するモニタリングの効果も上げています。
　なお、家庭訪問延べ回数（R5:3,725回、R4：3,860回）は、会計
年度任用職員の退職等による欠員時期もあり令和４年度を下回りま
したが、ヘルパー派遣延べ回数（R5：8,575回、R4：7,759回）は令
和4年度を上回りました。

養育支援ヘルパー派遣事業については、事業者の確保が課題となっ
ています。現在契約中の事業者から単価の低さを指摘されていたた
め、令和５年度より増額改定を行い、事業の拡充に取り組んでいま
す。
・単価　5,080円→6,080円/回

横浜型児童
家庭支援セ
ンター

子育てにおいて支援が必要な家庭に対し、地域で安定した生活がで
きるよう、区福祉保健センターや児童相談所と連携し、各区で相談
支援や短期預かり等を一体的に行います。

養育支援が必要な家庭・児童等が地域で安定した生活ができるよ
う、養育相談や一時預かりなどを区役所や児童相談所と連携して行
いました。
相談実績：63,515件

令和４年度に全区設置が整いましたが、児童養護施設併設型や独立
型など異なる運営形態がある中で、一定のサービス水準を維持して
いくことが必要です。施設や各区及び児童相談所とも意見交換しな
がら、地域の身近な相談支援機関として、安定した事業推進を図っ
ていきます。
また、児童養護施設等に併設していない独立型施設の施設長の常勤
化を進めています。

子育て短期
支援事業
（ショート
ステイ・ト
ワイライト
ステイ）

児童を養育する家庭において、保護者の疾病や子育ての疲れなどの
理由により、児童の養育が一時的に困難になった場合に、横浜型児
童家庭支援センター等で、宿泊を伴う「ショートステイ」や夕方か
ら夜間にかけて預かりを行う「トワイライトステイ」などの短期的
な預かりを行うことで、子どもや家庭への在宅支援の充実を図りま
す。

令和５年度はショートステイ利用延べ646回の宿泊、トワイライト
ステイの利用延べ4,832回の預かりを実施し、在宅支援の充実を図
りました。

短期的な預かりを行うことで、保護者のレスパイトケアとしても有
効性が高いため、児童が住み慣れた地域で心身ともに健やかに養育
されるよう支援を実施し、引き続き児童及び家庭の福祉の向上を図
ります。
また、２歳未満児の乳児院での本格実施を進めています。

母子生活支
援施設

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭が、様々な事情から支
援を必要としている場合に、安心して自立に向けた生活を営めるよ
う、子どもと一緒に入所できる母子生活支援施設を運営するととも
に、環境の改善に取り組みます。また、母子生活支援施設利用者が
退所後においても安定した生活を送ることができるよう、自立支援
担当職員を配置し、退所後も世帯訪問及び電話相談等のフォロー支
援を行います。

・母子生活支援施設を運営することで、DVなどから逃れている母子
世帯や様々な理由で住居を確保できない母子世帯に対し、生活の場
を保証するとともに、生活相談や家庭生活の支援、子育ての支援等
を行いました。（８施設）
・自立支援担当職員を配置することで、施設退所者に対する相談支
援や継続的な状況把握等を実施し、退所後の支援の充実を図りまし
た。（１施設）

引き続き、支援を必要とする母子家庭が、安全・安心な場所で自立
した生活が送れるよう、生活環境の改善に向けた支援を行っていき
ます。
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【主要施策Ⅲ　生活基盤を整えるための家庭に対する支援】（２）経済的支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

児童手当 児童を養育している家庭等における生活の安定と、児童の健やかな
成長に資することを目的に、当該児童の養育者に手当を支給しま
す。

支給児童数：4,337,779人
支給金額：44,897,995,000円

国による制度改正（支給額・対象等）やシステム標準化の動きに伴
い、費用対効果を考えながら適切に制度運用し、手当を着実に支給
します。

就学奨励事
業

経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者
に対し、学用品、通学用品費、学校給食費等を援助します。また、
小学校及び中学校への入学準備金について、入学前の時期に支給を
実施します。小学校・中学校の個別支援学級に通学する方の経済的
負担を軽減することを目的として、就学奨励費を支給します。

経済的理由により就学困難な学齢児童生徒の保護者に対し、学用品
費、通学用品費、学校給食費等を援助しました。また、市立小中学
校の個別支援学級に通学する児童生徒の保護者に対し就学奨励費を
支給し、通級通学者の保護者には通学費を支給しました。また、令
和５年度から、上記に加えて、夜間学級に在籍する経済的にお困り
の生徒を対象に学用品費等の援助も開始しました。

引き続き、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し
て、学用品費等の援助を適正に行っていきます。

小児医療費
助成

子どもが病気やけがで医療機関に受診したときに、保険診療の自己
負担分を助成します（年齢により、所得制限や一部負担金あり）

健康保険に加入している中学３年生までのお子さんが医療機関を受
診した場合、保険診療の自己負担額を助成しました。（令和５年７
月までは所得制限及び一部負担金あり）
令和５年８月から中学３年生までの所得制限及び一部負担金を撤廃
しました。

引き続き助成を行うことで、生活の安定を支援します。

一時保育事
業や放課後
児童育成事
業等の利用
料の減免

一時保育事業や病児・病後児保育事業、放課後児童育成事業（放課
後キッズクラブ、放課後児童クラブ）等において、低所得世帯等に
対する利用料の減免を行うことにより、経済的負担なく事業を利用
できる環境を整えます。

【運営課】特別保育事業（一時保育、乳幼児一時預かり、病児保
育・病後児保育等）について、生活保護世帯、非課税世帯、ひとり
親世帯、年収360万円未満相当世帯、多胎児に対する減免制度を実
施しました。　※事業により、対象となる減免は異なります。

放課後児童育成事業では、就学援助世帯、生活保護世帯及び市民税
所得割非課税世帯に対し、利用料の減免を行いました。

【運営課】引き続き、利用料の減免を実施します。

引き続き放課後児童育成事業では、就学援助世帯、生活保護世帯及
び市民税所得割非課税世帯に対し、利用料の減免を行います。

助産制度 出産費用を負担できない方（所得制限あり）が、衛生で安全に出産
できるよう分娩費用の助成を行います。

92人/年について分娩費用の助成を行いました。 引き続き、出産費用を負担できない方が、安全で衛生的な出産がで
きるよう分娩費用の助成を行っていくとともに、各種支援制度の案
内等を行い、必要な支援に繋げていきます。

【主要施策Ⅲ　生活基盤を整えるための家庭に対する支援】（３）就労や自立に関する支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

生活保護 生活困窮者に対し、国の定める基準でその困窮の程度に応じ、生
活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の８種類の扶助費
を支給し、最低限度の生活を保障し、自立の援助を行います。

生活保護の申請があった世帯に対して、国の定める基準によりその
困窮の程度に応じて、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生
業・葬祭のうち必要な扶助費を支給することで、最低限度の生活を
保障するとともに、自立に向けた相談援助を行いました。

引き続き、必要な扶助費を支給することで、最低限度の生活を保障
するとともに、自立に向けた相談援助を行います。

被保護者自
立支援プロ
グラム事業

区生活支援課に就労支援専門員を配置し、就労可能な生活保護受給
者に対して、ジョブスポットや無料職業紹介を活用し、求人情報の
提供や求職活動の支援を行います。すぐに就労に結びつかない方に
対しては、職業体験等を通し、就労への意欲を高める取組を行いま
す。
また、家計の見直しや収支バランスの改善に向けた家計改善支援を
行います。

区生活支援課に就労支援専門員を配置し、就労可能な生活保護受給
者に対して、ジョブスポットや無料職業紹介を活用し、求人情報の
提供や求職活動の支援を行いました。すぐに就労に結びつかない方
に対しては、職業体験等を通し、就労への意欲を高める取組を行っ
ています。
また、家計の見直しや収支バランスの改善に向けた家計改善支援を
提供しています。

引き続き、区生活支援課に就労支援専門員を配置し、就労可能な生
活保護受給者に対して、ジョブスポットや無料職業紹介を活用し、
求人情報の提供や求職活動の支援を行います。すぐに就労に結びつ
かない方に対しては、職業体験等を通し、就労への意欲を高める取
組を行います。
また、家計の見直しや収支バランスの改善に向けた家計改善支援を
行います。

19



生活困窮者
自立支援事
業

区の生活支援課に自立相談支援員を配置し、自立に向けた支援計画
の作成や、ジョブスポット、無料職業紹介事業、就労訓練事業等を
活用した就労支援、また、家計の見直しや収支バランスの改善に向
けた支援等、生活保護に至る前の段階からの包括的な支援を実施し
ます。

区生活支援課に自立相談支援員を配置し、ジョブスポットや無料職
業紹介を活用し、求人情報の提供や求職活動の支援を行いました。
すぐに就労に結びつかない方に対しては、職業体験等を通し、就労
への意欲を高める取組を行っています。
また、家計の見直しや収支バランスの改善に向けた家計改善支援を
提供しています。
他部署とも連携し、包括的な支援を行いました。

引き続き、ジョブスポットや無料職業紹介を活用し、求人情報の提
供や求職活動の支援を行います。すぐに就労に結びつかない方に対
しては、職業体験等を通し、就労への意欲を高める取組を行いま
す。
また、家計の見直しや収支バランスの改善に向けた家計改善支援を
行います。
関係機関との連携を強化し、包括的な支援を実施していきます。

【主要施策Ⅲ　生活基盤を整えるための家庭に対する支援】（４）住宅確保に関する支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

市営住宅申
込時の優遇

中学校卒業程度までの子がいる世帯（子育て世帯）について、当選
倍率を一般組より優遇します。また子育て世帯に限定した募集区分
を設けています。

・入居者募集にあたり、子育て世帯299件に対して、当選率を一般
組の3倍又は20倍とする倍率優遇を実施しました。
・子育て世帯に限定した募集区分を設け、314世帯の申込みがあり
ました。

引き続き、中学校卒業程度までの子がいる世帯（子育て世帯）につ
いて、当選倍率の優遇や子育て世帯に限定した募集区分の設定を実
施していきます。

子育て世帯
向け地域優
良賃貸住宅
事業（子育
てりぶい
ん）

子育て世帯の居住の安定を図るため、民間事業者が所有する子育て
環境に適した良質な既存賃貸住宅として横浜市が認定した住宅に対
し､家賃の一部を助成します｡

平成29年度までに認定した子育て世帯向け地域優良賃貸住宅342戸
に対して、家賃の一部を助成しました。

現在新規供給（認定）は行っていないため、既に認定済の住宅に対
し、引き続き家賃の一部を助成します。

住宅セーフ
ティネット
事業

民間賃貸住宅の空き室等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅
（セーフティネット住宅）の登録制度、セーフティネット住宅への
経済的支援及び居住支援等により、住宅確保要配慮者の民間賃貸住
宅への入居の円滑化に取り組みます。

セーフティネット住宅として登録された住宅のうち、要件を満たす
住宅に対し家賃及び家賃債務保証料の補助を実施しました。また、
「よこはま住まいサポート相談窓口」において、住まい探しにお困
りの方への情報提供・相談対応を実施しました。

子育て世代を含む住宅確保要配慮者の住まいの確保のため、引き続
き、家賃補助付きセーフティネット住宅の供給を進めます。また、
「よこはま住まいサポート相談窓口」を中心とした支援（各種住宅
制度の紹介、福祉相談窓口の紹介等）を、福祉関係機関等と連携し
ながら取り組みます。

住居確保給
付金（生活
困窮者自立
支援事業）

離職や廃業等に伴い収入が減少し、生活にお困りの方に対して、家
賃相当分を支給するとともに、就労に向けた支援を行います。

離職や廃業等に伴い収入が減少し、生活にお困りの方に、住居確保
給付金を支給し、家賃相当額の支給と就労支援を行いました。

引き続き、収入が減少して生活にお困りの方に対して、住居確保給
付金の制度が行き届くよう周知をしていきます。
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【主要施策Ⅳ　子どもの貧困の背景に留意した多面的な支援】

【主要施策Ⅳ　子どもの貧困の背景に留意した多面的な支援】（１）ひとり親家庭に対する支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

母子家庭等
就業・自立
支援セン
ター（ひと
り親家庭等
自立支援事
業）

ひとり親サポートよこはま（母子家庭等就業・自立支援センター）
に就労支援員を配置し、児童扶養手当を受給されているひとり親に
対し、就労支援員が区役所相談窓口に出向き、マンツーマンで相談
を受け、一人ひとりに合わせた就労支援計画や書類の作成の支援を
するほか、電話相談を行う等きめ細かに求職活動を支援します。
また、就職後も定着支援や、より経済力を向上させるような職に転
職するための支援等も行うとともに、離婚前からの相談や、ひとり
親であることの悩みなど就労以外の相談についても、区役所と連携
しながら対応します。

就労相談件数　延べ 1,866件
就労支援計画策定数　396件
センターの支援による就職者数　225人

　ひとり親家庭からの相談を受付ける総合的な窓口として、就労相
談や情報提供、「ひとり親サロン」等の実施によるひとり親家庭同
士の交流、弁護士等による専門的な相談などを、関係機関と連携し
ながら実施しました。
　今後も伴走型の自立支援を推進し、ひとり親家庭の個々の状況に
合わせて寄り添いながら、就労や能力開発のための支援を行ってい
きます。

自立支援教
育訓練給付
金事業（ひ
とり親家庭
等自立支援
事業）

職業能力開発のため、介護ヘルパー等の一般教育訓練や、看護師等
の専門実践教育訓練の対象講座を受講した場合、受講料の一部を支
給します。

講座指定申請者数：108人
支給申請者数：70人
　　　支給額：10,919,528円

　令和４年度から、専門実践講座の受講にかかる給付金の上限額が
引き上げられ、申請者の負担が軽減されました。今後も、適正な制
度案内、審査と支給を行っていきます。
　令和６年度には、国による制度改正を踏まえて所得制限を撤廃し
ます。

高等学校卒
業程度認定
試験合格支
援事業（ひ
とり親家庭
等自立支援
事業）

高等学校を卒業していない（中退を含む）ひとり親家庭の親又は児
童が、より良い条件での就業や転職へつなげるために高等学校卒業
程度認定試験（高卒認定試験）の合格を目指す場合に、その学び直
しのための受講費用の一部を支給します。

講座指定申請者数：２人
受講開始時給付金額：159,600円
修了時支給申請者数：３人
　　　　　　支給額：79,252円
合格時支給申請者数：３人
　　　　　　支給額：113,954円

　令和４年度の制度改正による受講開始時給付金の給付開始及び支
給上限額の引き上げにより、申請者の負担が軽減されました。令和
５年度からは、通学及び通学又は通信の併用を利用する申請者はさ
らに支給額の引き上げ対象になり、制度の適切な案内及び周知を進
め、利用につなげていきます。
　令和６年度には、国による制度改正を踏まえて所得制限を撤廃し
ます。

高等職業訓
練促進給付
金事業（ひ
とり親家庭
等自立支援
事業）

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために、養成機関
で修業する場合に、４年を上限に修業期間中の生活の負担を軽減す
るため、生活費を支給します。

支給人数：262人
支給額：212,021,000円

　令和３年度の制度改正に伴い、短期間で取得可能な民間資格な
ど、対象資格を拡充したことにより、申請者数が年々増加していま
す。

日常生活支
援事業（ひ
とり親家庭
等自立支援
事業）

ひとり親になった直後の急激な生活環境の変化や病気、就職活動な
どにより一時的に家事・育児等に困っている方に対し、日常生活支
援事業としてヘルパーを派遣します。

利用世帯：延べ242世帯
派遣回数：1,314回

　令和５年度から利用者負担額を無償化したことにより、利用希望
が高まっています。申請に対して迅速に対応するとともに、受託事
業者を増やし、利用可能区域を広げることで、より利用者のニーズ
に応えられるよう、事業体制の強化を図ります。

ひとり親家
庭思春期・
接続期支援
事業（ひと
り親家庭等
自立支援事
業）

親子ともに大きな生活の変化を迎える、中学生に進学した子を養育
するひとり親家庭に対し、進学への不安や教育費の確保などの悩み
へ対応するため、子への学習支援と親への相談支援を実施します。

子への学習支援：96世帯
親への相談支援：73世帯
「進学先や就職について目標がある」と回答した子の割合：支援前
後で10ポイント増
「教育費に関する知識を持っている」と回答した親の割合：支援前
後で９ポイント増

　令和５年度は定員を80世帯から100世帯に、令和６年度には子の
学習支援期間を半年に拡充し、ニーズの増加に対応します。また、
「証拠に基づく政策立案(ＥＢＰＭ)」の一環として、業務委託先と
成果連動型契約を結んでおり、有効性について検証したうえで今後
の事業のあり方を検討していきます。

●子どもの貧困の背景には経済的困窮に加え、両親の離婚や親との死別、外国籍であることによる言語の不自由さ、不登校やひきこもり、子どもや親の障害、家庭の養育力不足、DV などの様々な要因が影響しています。
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養育費確保
支援事業
（ひとり親
家庭等自立
支援事業）

養育費の確保が困難なひとり親家庭に対し、調停申立や公正証書の
作成等にかかる費用（収入印紙代や手数料等）の補助や養育費の立
て替え払いの補助など、養育費の安定的な確保に向けた支援を実施
します。

養育費取決め支援補助金　支給人数：90人
　　　　　　　　　　　　支給額：1,918,824円
養育費保証支援補助金　　支給人数：３人
　　　　　　　　　　　　支給額：150,000円

　申請数は増加傾向にあります。令和６年度にはＡＤＲへの費用補
助や弁護士報酬委任への補助を行うなど、養育費の取決め支援・保
証支援の促進強化を図ります。
　また、母子家庭等就業・自立支援センター事業において実施して
いる「ひとり親の親講座」や「養育費セミナー」などで養育費確保
の重要性についての啓発と制度のさらなる周知をはかり、利用につ
なげていきます。

保育所等や
一時預かり
事業等の利
用料減免

保育所等や一時預かり事業等を経済的負担なく利用できる環境を整
えるため、ひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯等）に対する利用
料の減免を行います。

保育所等の利用料について、ひとり親世帯等に該当し市民税所得割
額が77,100円以下の場合、他の同収入の世帯よりも軽減した保育料
としています。一時預かり事業（一時保育（民間）、乳幼児一時預
かり）においては、令和３年度より、ひとり親世帯に対する減免を
実施しており、令和５年度実績は1,807人です。

引き続き、ひとり親世帯に対する減免を実施します。

児童扶養手
当

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の
福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給します。

支給児童数：291,789人
支給金額：8,166,997,720円

今後、システム標準化や行政手続のオンライン化等の動きがあるこ
とから、費用対効果を考えながら適切に制度運用し、手当を着実に
支給します。引き続き、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進
に寄与していきます。

ひとり親家
庭等医療費
助成

ひとり親家庭等の子ども及び親等が医療機関に受診したときに、保
険診療の自己負担分を助成します（所得制限あり）。

健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等
の方が、医療機関を受診した場合、保険診療の自己負担額を助成し
ました。

引き続き助成を行うことで、生活の安定を支援します。

母子父子寡
婦福祉資金
貸付

母子・父子・寡婦世帯を対象に、技能習得資金や修学資金等の各種
資金を無利子又は低利子で貸し付けます。

母子父子貸付件数・金額：242件・134,881,250円
寡婦貸付件数・金額：５件・3,492,000円

　日本学生支援機構の奨学金等の利用により、申請者数は漸減傾向
にあります。償還時に滞納が発生しないよう、貸付の必要性や返済
の見通しを聞き取りにより十分確認し、引き続き事務を適正に実施
します。

【主要施策Ⅳ　子どもの貧困の背景に留意した多面的な支援】（２）外国籍・外国につながる子どもへの支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

保育所等に
おける外国
につながる
子ども・家
庭への支援

保育所や幼稚園等における外国人の子どもの処遇向上のため、市基
準の保育士や幼稚園教諭配置数に加え、職員を雇用するための経費
を助成します。
また、外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のた
めの機器を新たに購入等するための初期費用の一部を補助します。

外国人の子どもの処遇向上のため、市基準の保育士や幼稚園教諭配
置数に加え、職員を雇用するための経費として22か所（月平均）に
外国人児童保育事業助成を実施しました。
また、外国籍の子ども・保護者に対する個別の対応が円滑にできる
ように、翻訳機等の導入に要する費用を32施設に補助をしました。

引き続き、外国人の子どもの処遇向上のため、市基準の保育士や幼
稚園教諭配置数に加え、職員を雇用するための経費及び翻訳機等に
ついて助成します。

ニーズに応
じた外国籍
等児童生徒
への学校へ
の適応支
援、日本語
指導

児童生徒、保護者のニーズに応じて、日本語支援拠点施設「ひまわ
り」、「鶴見ひまわり」、「都筑ひまわり（仮称）※」における来
日初期の集中的な支援や、学校に設置される国際教室、資格を持つ
日本語講師、母語のできるボランティアなどにより学校への適応支
援や児童生徒への日本語指導を行います。

令和４年９月に３か所目の日本語支援拠点施設となる「都筑ひまわ
り」を開設し、令和５年度には「都筑ひまわり」を含む3か所の日
本語支援拠点施設に374名の児童生徒が入級しました。また、外国
語補助指導員配置校を13校から14校に拡充しました。
国際教室担当教員向けの研修だけでなく、一般教職員に対する研修
の充実にも取り組み、令和５年度の受講教員数は延べ1800人を超え
ました。

市内全域の日本語指導が必要な児童生徒の在籍状況や各日本語拠点
施設の入級状況等を踏まえて、４か所目以降の拠点施設の設置につ
いて検討していきます。また、外国語補助指導員配置校を拡充しま
す。今後も、日本語指導が必要な児童生徒や教職員への更なる支援
に取り組みます。

多文化共生
総合相談セ
ンター

市内在住外国人等への一般生活に関する相談対応や、国際交流・ボ
ランティア活動・外国人支援などの市民活動についての情報提供等
を行います。また、専門的な情報提供が必要であると判断した場合
は、適切な専門機関を紹介するなどの対応を行っています。

在住外国人等への情報提供・相談対応
令和5年度相談件数：8,624件

横浜市国際交流協会が持つ知見・経験を活かし、関係機関とも連携
を促進します。また、ラウンジの対応力の更なる向上に寄与しま
す。

国際交流ラ
ウンジ

市内在住の外国人のための生活情報提供、相談を多言語で実施する
とともに、日本語教室の開催、通訳ボランティアの派遣、日本人と
の交流活動などを行っています。市民活動団体、NPO法人、公益財
団法人などにより運営され、多くの市民ボランティアが協力してい
ます。

在住外国人等への情報提供・相談対応
令和5年度相談件数：15,349件

各国際交流ラウンジが持つ知見・経験の共有や、互いの役割を分
担・補完し合えるよう一層の連携強化を進めるとともに、関係機関
とも連携を促進します。

【主要施策Ⅳ　子どもの貧困の背景に留意した多面的な支援】（３）不登校児童生徒等への支援
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主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性

ハートフル
フレンド家
庭訪問

家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒に対して、心理を専門的に
学ぶ大学生・大学院生が定期的に家庭訪問を行い、会話や遊び等、
児童生徒にあった諸活動を通じて、社会的自立に向けた支援を行い
ます。

　外出することが困難な不登校児童生徒に対して、心理を専門的に
学ぶ大学生・大学院生等が定期的に家庭訪問を行い、話し相手や遊
び相手として過ごしました。年齢の近い大学生と好きなことをして
過ごすことで、自己肯定感の向上や人との信頼関係づくりのきっか
けになるよう支援を行いました。

　引き続き、本事業を通じて、外出することが困難な不登校児童生
徒に対して、自己肯定感の向上や人との信頼関係づくり、社会的自
立に向けた支援を行います。

ハートフル
スペース

週１～２回通室し、支援員との創作活動や軽スポーツ活動等を通じ
て、不登校状態にある児童生徒の自己肯定感と相互の信頼関係を育
むとともに、社会的自立に向けた相談・指導を実施します。また、
児童生徒の保護者同士の情報交換会を行います。

　登校はできないものの外出することができる児童生徒に対して、
支援員等との創作活動や軽スポーツ活動等を通じて、自己肯定感と
相互の信頼関係を育むとともに、基本的生活習慣を確立できるよう
支援を行いました。また、カウンセラーによる教育相談や保護者同
士の情報交換会を行いました。

　引き続き、本事業を通じて、登校はできないものの外出すること
ができる児童生徒に対して、自己肯定感の向上や人との信頼関係づ
くり、社会的自立に向けた支援を行います。

ハートフル
ルーム

不登校児童生徒の基本的な生活習慣の確立、基礎学力の獲得、学校
生活への適応等を図り、社会的自立に向けた支援・相談を行います
（原則として、ハートフルスペースへの通室を経てからの入室とな
ります）。また、児童生徒の保護者同士の情報交換会を行います。

　登校はできないものの外出することができる児童生徒に対して、
学習を中心とした集団・スポーツ体験活動等を通して、基本的な生
活習慣の確立、基礎学力の補充及び自己決定力の育成を支援しまし
た。また、カウンセラーによる教育相談も実施しました。

　引き続き、本事業を通じて、登校はできないものの外出すること
ができる児童生徒に対して、自己肯定感の向上や人との信頼関係づ
くり、社会的自立に向けた支援を行います。

アットホー
ムスタディ
事業

ひきこもり傾向にある不登校児童生徒を対象に、オンライン学習教
材のアカウントを発行し、家庭での学習機会の確保及び学習の定着
を目指します。

不登校又は不登校傾向にある不登校児童生徒を対象に、オンライン
学習教材のアカウントを発行し、家庭での学習機会の確保を支援し
ました。

引き続き、本事業を通じて、不登校又は不登校傾向にある不登校児
童生徒に対して家庭での学習機会の確保を支援します。

特別支援教
室等を活用
した不登校
傾向にある
生徒への支
援

在籍級には登校できないものの、別室であれば登校できる生徒を対
象として、特別支援教室等に不登校生徒への対応の経験が豊富な教
員経験者等を配置し、校内の教科担当による指導やＩＣＴ教材の活
用等により、一人ひとりの状況にあった支援を実施します。

在籍級には登校できないものの、別室であれば登校できる生徒を対
象として、特別支援教室等に不登校生徒への対応の経験が豊富な教
員経験者等を配置し、校内の教科担当による指導やＩＣＴ教材の活
用等により、一人ひとりの状況にあった支援を行う「校内ハートフ
ル事業」を令和４年度から20校増やし、55校で実施しました。

引き続き、本事業を通じて、学校内での生徒一人ひとりにあった安
心できる居場所と個に応じた学びの機会の確保を支援していきま
す。

フリース
クール等の
民間教育施
設との連携

民間教育施設への委託により、訪問員が不登校児童生徒の家庭を訪
問してオンライン学習教材を活用した学習支援等を実施するととも
に、浦舟複合福祉施設を活用した不登校児童生徒への支援を実施し
ます。また、民間教育施設と連携し、協働事業等を実施します。

　訪問員が不登校児童生徒の家庭を訪問して学習支援等を実施する
「家庭訪問による学習等支援事業」、浦舟複合福祉施設を活用した
不登校児童生徒の通室施設「ハートフルみなみ」に加え、令和５年
度は新たに「ハートフル西部」事業を民間教育機関への委託により
実施し、民間との連携による不登校児童生徒支援を進めました。ま
た、民間教育機関等で組織する「横浜子ども支援協議会」と連携し
た協働事業等も実施しました。

　引き続き、民間のノウハウも活用しながら、不登校児童生徒支援
一人ひとりにあった安心できる居場所と個に応じた学びの機会の確
保を支援していきます。
　また、協働事業の実施等を通じて、民間フリースクール等とも連
携しながら不登校児童生徒の社会的自立を支援していきます。

不登校児童
生徒支援
コーディ
ネーター

不登校児童生徒支援コーディネーターの配置により、児童の多様な
学びの場の確保や社会的自立に向けて、学校や教育委員会、フリー
スクール、保護者等との情報交換や連携を促進します。また、保護
者の会への訪問や保護者へのヒヤリングを通じて、ニーズを把握
し、一人ひとりの状況にあった支援の充実を図ります。

不登校児童生徒支援コーディネーターの配置により、児童の多様な
学びの場の確保や社会的自立に向けた、学校や教育委員会、フリー
スクール、保護者等との情報交換や連携を行いました。また、保護
者の会への訪問や保護者へのヒアリングを通じて、ニーズを把握
し、一人ひとりの状況にあった支援の充実を図りました。

　引き続き、不登校児童生徒支援コーディネーターを通じた学校や
教育委員会、フリースクール、保護者等との情報交換や連携を促進
し、不登校児童生徒の社会的自立を支援していきます。

【主要施策Ⅳ　子どもの貧困の背景に留意した多面的な支援】（４）社会的養護を必要とする子どもへの支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性
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里親・ファ
ミリーホー
ム委託の推
進

様々な理由により家庭で暮らすことのできない児童が、家庭と同様
の環境である里親やファミリーホームで養育されるよう、里親等の
担い手の確保及び育成を行い、委託を進めます。また、里親や養子
縁組等の家庭養育をより一層推進するため、制度が広く市民に認知
されるための広報・啓発を実施します。

令和４年度は新たに38組の方々が児童福祉審議会里親部会の審議を
経て横浜市認定里親になったほか、里親・ファミリーホームへの委
託を進めた結果、里親委託率も17.8％に上昇しました。また、里親
広報啓発動画をYouTube広告への掲載等を実施し、里親制度の広報
を行いました。
令和５年度は新たに42組の方々が児童福祉審議会里親部会の審議を
経て横浜市認定里親になったほか、里親・ファミリーホームへの委
託を進めた結果、里親委託率も20.7％に上昇しました。また、新た
にファミリーホームを２箇所開設しました。9月には、里親フォス
タリング事業を民間団体に委託したため、里親の広報啓発や里親リ
クルート活動の拡充が図れました。

令和５年度後半からは新たに里親フォスタリング事業を民間団体に
委託し、特に、里親の広報啓発や里親リクルートを重点的に実施す
ることで新規の里親登録者の増加が期待できます。また、里親研修
の実施や里親希望者の相談対応及び面接を民間団体に委託すること
で、児相職員が里親委託後の支援に重点を置けるため、里親子への
より手厚い支援を実施できます。これらの効果により、里親委託率
の引き続きの増加を目指します。

施設等退所
後児童に対
するアフ
ターケア事
業

施設等を退所した児童の孤立を防ぎ、自立につなげていくため、訪
問等により個々の状況を継続的に把握し、生活全般や住まい等の相
談支援を実施するとともに、資格等取得、大学等初年度納入金及び
家賃の支給等、進学・就職後のフォローアップを行います。
また、施設退所者等が気軽に立ち寄り、相談したり、情報提供を受
けたりできる居場所である「B4S PORT よこはま」※を運営し、必
要に応じて個別支援につなげていきます。

※令和６年８月１日に「よこはまPort For」から名称変更

支援拠点として、退所者等が気軽に集える居場所「B4S PORT よこ
はま」を運営し、そこに支援コーディネーターを配置することで就
労や進学、生活全般の様々な相談やメールマガジン等での情報発信
及び支援を実施しました。具体的には、以下のような取組を実施し
ました。

・入所中及び退所後の生活相談や情報提供、仕事や学業継続のため
の支援、イベントを通した交流等の実施
・携帯メール等の活用による情報提供・広報活動の実施
・施設退所後児童当事者によるサークル活動、情報発信などの支援
・アパート探しの情報提供、不動産業者への同行等の居住場所確保
のための支援

また、令和５年度からは施設退所児童の精神面のサポートを充実さ
せるため「B4S PORT よこはま」で公認心理師等による心理的ケア
を実施しました。

児童福祉法の改正により令和６年度からは退所後児童に加え、虐待
経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等も支
援が必要と認める場合は対象となります。
必要な支援に適切につなぐため、情報の提供、相談及び助言や生活
支援を行うこと等により、将来の自立に結びつけます。

資格等取得
支援事業

施設等退所後、経済的事情で支援を必要とする児童に対し、運転免
許やヘルパーなど就職に必要な資格取得のための費用や、専門学
校・大学等に進学する際の初年度納入金及び家賃を支給します。

確実な就労に向けた支援として、資格取得を機に転職または勤務先
でのステップアップを希望する人に対し資格取得資金を支給しまし
た。また、進学にあたって必要となる経済的支援を実施していま
す。
・資格等取得支援費
　普通自動車免許取得費用として30万円を上限に実費相当額の支給
を実施しました。
・大学進学等自立生活資金（家賃補助）
　大学・短大・専門学校等に就学中の２年間、毎月の家賃の半額
（上限３万円）の支給を実施しました。
・専門学校・大学等への初年度納入金
令和５年度からは専門学校・大学等への初年度納入金の支給額の上
限をこれまでの60 万円から120万円に増額し、進学にあたっての経
済的な支援を拡充することで、より多くの児童に大学・専門学校へ
の進学の機会を提供しました。

令和５年度まで大学進学等自立生活資金（家賃補助）の支給対象者
への補助期間は進学後２年間としていましたが、令和６年度から就
活中、公務員試験勉強、大学院への進学準備など将来のための活動
を支援するため、進学後２年を経過した者でも、当該活動によりア
ルバイト等ができず経済的に不安定となる期間のみ支給対象（補助
期間）に加え支援します。

自立援助
ホーム事業

義務教育終了後に児童養護施設等を退所し、自立生活を目指す児童
に対して、共同生活の中で就労・就学支援等を行い、自立と生活の
安定に向けた援助を行う自立援助ホームを運営するとともに、心理
担当職員を配置し、心理面からの自立支援を行います。

８か所の自立援助ホームを運営し、延べ308人の児童の支援を実施
しました。
心理担当職員については、４か所の自立援助ホームに配置しまし
た。

自立生活を目指す児童や高年齢児の受入れ先として、必要不可欠な
施設です。引き続き既存施設の支援及び必要に応じて新規設置を進
めていきます。
また、児童福祉法の改正により令和６年度からは児童養護施設等も
児童自立生活援助事業（自立援助ホーム事業）が実施できることに
なり、これまでの８か所の自立援助ホームに加え１か所の児童養護
施設にて児童自立生活援助事業を行います。

【主要施策Ⅳ　子どもの貧困の背景に留意した多面的な支援】（５）困難を抱える子ども・若者への支援

主な
取組名

内容 令和５年度の取組実績 実績を踏まえた取組の方向性
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青少年相談
センター事
業

ひきこもりや不登校など、若者が抱えている様々な問題について、
電話相談や来所相談、家庭訪問、グループ活動などを通じ、社会参
加に向けた本人及び家族への継続的な支援等を行います。また、若
者支援に携わる関係機関及び団体を対象に研修を実施し、支援者の
スキルアップを図ります。

青少年に関する総合的な相談（電話相談、来所による個別相談及び
家庭訪問）や青少年の自立及び社会参加の支援（不登校・ひきこも
り等の青少年を対象に、対人関係の調整や社会参加を支援するため
のグループ活動や宿泊体験、家族セミナーなどによる家族支援
等）、青少年の問題に関する情報の提供及び普及啓発、子ども・若
者への支援者を対象としてスキルアップ研修の実施に取り組みまし
た。

今後も青少年及びその保護者を対象に総合相談や社会参加に向けた
継続支援を実施していきます。令和６年度から、新たに不登校・ひ
きこもり経験等のある当事者をピアサポーターとして委任し、相談
支援への協力や研修で体験談発表を行う「ピアサポーター事業」を
実施し、当事者の力が発揮できるような取組を進めます。また、関
係機関等への専門的な助言、研修等による人材育成、関係機関や地
域との連携など若者支援機関としての取組を強化します。

地域ユース
プラザ事業

地域ユースプラザ（市内４か所）は、青少年相談センター及び若者
サポートステーションと連携し、ひきこもり等の様々な困難を抱え
ている若者に対し、総合相談、居場所の提供、社会体験・就労体験
プログラムなどを通じて自立支援を行います。
また、支援につながっていないひきこもり等の若者を支援につなげ
るため、地域ユースプラザの相談員が各区に出向いて、専門相談及
びセミナー・相談会を実施します。

地域における青少年に関する総合相談（電話相談、来所相談等）や
区役所における若者のための専門相談の実施（全区において月２
回）、ひきこもり状態からの回復期にある青少年の居場所の運営、
社会体験・就労体験プログラムの実施等を行いました。
また、地域ユースプラザが各区に出向いて、ひきこもり等の若者支
援セミナー・相談会を実施しました（全区において年１回）。

困難を抱える若者に対する地域の方の理解を促進するとともに、関
係機関等への研修や連絡会などを通じて、支援方法の共有や連携を
強化することによる支援の質の向上を進めていきます。
また、支援につながっていない方を支援につなげるために、今後も
区役所における専門相談やひきこもり等の若者支援セミナー・相談
会を実施し、区や関係機関と連携して広く周知していきます。

若者サポー
トステー
ション事業

働くことに自信が持てない、仕事の選び方が分からないなどの不安
や悩みを抱えている若者とその保護者を対象とした個別相談、就労
セミナー、職場体験プログラム等の支援を提供します。
また、若者サポートステーション利用者のうち、経済的支援が必要
な若者に対し、就労に向けた資格取得に係る支援を行います。

困難を抱える15歳から49歳の者及びその保護者を対象に、就労に向
けた総合相談や就労セミナー、就労訓練等を実施し、職業的自立に
向けて支援しました。また、若者サポートステーションの支援を受
けて就職した若者に、就労後の職場定着のためのフォロー等を実施
するほか、より安定した就労形態にステップアップできるよう支援
しました。

働くことに自信が持てないなど職業的自立に向けた支援を必要とし
ている若者等に対し、引き続き、適切な支援を実施していきます。
支援機関につながったことがない若者への広報も含めて取り組みを
強化していきます。

生活困窮状
態の若者に
対する相談
支援事業

若者サポートステーションを利用する若者のうち、生活困窮状態に
あり、複合的な課題を抱える若者に対する相談支援を行います。
また、就労が困難な生徒を多く抱える高校に対し、職業意識の醸成
やキャリア形成を図る支援を行うため、学校との連携のもと、定期
的に出張相談等を実施します。

生活困窮状態にある若者の自立に向け、医療機関や区役所等への同
行支援等の手厚い支援を実施しました。
また、自らＳＯＳを発することができない若者に対する早期支援と
して高校等へ出張相談等を行い、積極的な働きかけによる早期解決
のため支援を行いました。
さらに、来所や電話での相談につながりにくい若者からの相談を受
け付けるため、SNS相談窓口を令和５年９月に開設し、39歳までの
方とそのご家族などを対象に、毎日14時から21時の間、専門の相談
員がチャット機能による相談を実施しました。

生活困窮状態にあり複合的な課題を抱える若者の自立に向けた意欲
の向上が図れるよう、適切な支援を実施するとともに、支援を必要
としている若者が本事業につながるよう、広報・啓発をより進めて
いきます。
また、引き続き、来所や電話での相談につながりにくい子ども・若
者が気軽に相談できるよう、身近なツールであるSNSを活用した相
談を年末年始を含め毎日実施します。

よこはま型
若者自立塾

長期にわたって不登校、ひきこもり状態にあった若者などを対象と
して、それぞれの状況に応じて通所や宿泊等によるプログラムを提
供し、低下した体力を回復するための体力づくりとともに、生活リ
ズムの立て直しや他人との関わり方など、生活改善に向けた支援を
実施します。

長期にわたって不登校やひきこもり状態にあった15歳から39歳以下
の若者を対象に、低下した体力の回復や生活リズムの立て直し及び
他人との関わり方の習得等に係る支援を、最長６か月間の利用期間
内で定期的に行いました。
支援にあたっては、本人が自分の状態に合わせて事業に参加できる
よう、毎日決まった時間に通う「スタンダードコース」と週１日か
ら参加できる「フレキシブルコース」を用意し、それぞれのコース
において農作業やコミュニケーション講座などを実施しました。

長期にわたって不登校やひきこもり状態にあった15歳から39歳以下
の若者を対象に、低下した体力の回復や生活リズムの立て直し及び
他人との関わり方の習得等に係る支援を、最長６か月間の利用期間
内で定期的に行います。
支援を行うにあたっては、本人が希望する次の進路を目指せるよう
に、座学での学び、体力づくりや体験などの活動（プログラムの受
講）を通して、自分のありたい姿を一緒に設計していきます。

若年無業女
性への支援

若年無業の女性の中でも、特に就労や人間関係の構築に困難を抱え
る方に対し、就労支援を実施します。

困難を抱える15～39歳の若年女性を対象とした「ガールズ編しごと
準備講座」を開催しました。11人参加。めぐカフェでの就労体験・
市民グループが主催するボランティア活動等の社会体験 22人参
加。

若年無業女性に対する支援は、ニーズをふまえて、就労支援講座の
実施や就労体験・社会体験のサポートを継続して実施します。
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令和６年度の重点取組の進捗状況（令和６年７月末時点）

１　将来の自立に向けた基盤づくりのための「生活支援・学習支援」

事業名 取組及び新規・拡充内容等
令和６年度の状況

（７月末時点）
第１期計画当初（平成28年度）
または事業・取組開始時の状況

寄り添い型生活支援事
業

養育環境に課題がある家庭に育つ小・中学生等に対し、生
活・学習習慣（簡単な調理、歯磨き、宿題など）の習得のため
の支援を実施します。また、支援の充実に向けた調査・検討
を実施します。

（登録者数等）
令和６年３月末　21か所・364人

（登録者数等）
平成29年３月末　８か所・157人

寄り添い型学習支援事
業

将来の自立に重要な高校進学を希望する中学生に対する
学習支援を全区で実施します。また、高校生世代に対し、将
来の自立に向けた講座の開催や、居場所等の支援を実施し
ます。

貧困の連鎖の防止に向け、将来の自立に重要な
高校進学を希望する中学生に対する学習支援を
全区で実施しています。また、高校に行っていな
い子どもも含めた高校生世代に対し、将来の自立
に向けた講座の開催や、居場所等の支援を実施し
ています。
○実施か所数
　18区・40か所（5年度：18区・40か所）

（登録者数等）
平成29年３月　26か所・1000人

放課後学び場事業

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身につ
いていない小・中学生に対する学習支援を学校等において
実施します。

（実施校数）
令和6年7月末時点　小学校38校、中学校64校
※8月に実施校追加募集の予定有

（実施校数）
平成28年度　21校（中学校）

就学奨励事業

経済的な理由でお困りの児童生徒の保護者に対し、学用品
費、学校給食費等を援助し、就学を奨励します。また、小・中
学校への入学前に学用品等を購入するための入学準備費
を支給します。
小・中学校の個別支援学級に通学する方の経済的負担を軽
減するため、就学奨励費を支給します。

就学援助は第１期受付分の認定結果を返送しまし
た。また、追加申請分の書類受付も行っています。
私立学校等就学奨励費や夜間学級就学奨励費に
ついては、令和６年度のお知らせを学校に配布し
ました。
個別支援学級就学奨励費については、個別支援
学級に通う児童生徒にかかる前期支給分や通級
指導教室通学費の書類審査を行っています。

(認定者数)
【就学援助】36,417人(H28年度)
【個別奨励費】5,422人(H28年度)
【緊急避難児童生徒就学援助費】71人(H28年
度)
【私立学校就学奨励費】453人(H28年度)
【夜間学級就学奨励費】6人(R5年度)
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２　困難を抱える子ども・若者、家庭を支援につなぐ「仕組みづくり」

事業名 取組及び新規・拡充内容
令和６年度の状況

（７月末時点）
第１期計画当初（平成28年度）
または事業・取組開始時の状況

こども食堂等支援事業

こども食堂等の地域の取組が推進されるよう支援に取り組
みます。フードバンク等と連携した食材等の配付のほか、こ
ども食堂等の取組に対する補助の上限額を引き上げます。
また、こども食堂等ネットワークを区ごとに構築し、関係団
体同士の連携を強化します。
（補助上限額：10万円→24万円（開催１回につき1万円））

（市が把握しているこども食堂数）
R5年8月　193か所

フードバンク等と連携した食材等の配付につい
て、延べ35団体へ支援を実施しました。（６月末
時点）
また、こども食堂等活動支援補助金について、令
和６年５月から申請を開始しています。
さらに関係団体同士の連携を強化するため、区ご
とのこども食堂等ネットワーク構築に取り組んで
います。（７月末時点）

（市が把握しているこども食堂数）
平成28年７月　39か所

ひきこもり等困難を抱え
る若者への支援の推進

青少年相談センター、地域ユースプラザ及び若者サポート
ステーションを中心に、ひきこもり等困難を抱える若者の自
立及び社会参加に向けた支援を進めていきます。不登校や
ひきこもり経験等のある当事者をピアサポーターとして委
任し、相談支援への協力や研修で体験談発表等を行う「ピ
アサポーター事業」を実施します。

令和６年４月からピアサポーターの募集を開始
し、３名の方に登録をいただいています。うち１名
が６月から面接同席等の活動に従事しています。

令和29年５月から、全ての区役所において、ひき
こもり等困難を抱える若者の専門相談を新規実
施（地域ユースプラザ職員を定期的に派遣し、区
役所に専門相談の窓口を設置）

ヤングケアラーの支援に
向けた取組

ヤングケアラーの負担の軽減や本人やその家族を見守り・
支える環境づくりを進めます。
〇庁内及び関係機関との支援体制の構築
〇ピアサポートやオンラインサロンを実施する支援団体へ
の補助
〇ＳＮＳを活用した相談の実施
〇広く市民に向けた広報・啓発や関係機関向けの研修の推
進

〇支援団体への補助
・２団体
〇SNS相談
・令和６年４月から「よこはま子ども・若者相談室」
の相談メニューの一つとして、新たにSNS相談を
開始
〇広報・啓発
・特設ウェブサイトデザインのリニューアル
・SNS広告の実施
〇関係機関向け研修
・１回　59人参加

令和４年度：実態調査を実施
令和５年度：次の取組を開始
〇支援団体への補助
・２団体
〇広報・啓発
・特設ウェブサイトの開設
・市内小中高校へのポスター配布（638校）
・小学４年生以上の生徒への相談カードの配付
（約27万枚）
〇関係機関向け研修
・42回　延べ998人参加

困難を抱える高校生支
援事業（市立横浜総合高
校「ようこそカフェ」運営
支援）

様々な困難を抱える生徒の社会的孤立の予防やコミュニ
ケーション能力の向上、キャリア形成の支援等のための取
組を実施します。
○横浜総合高校内のフリースペースでの軽食の提供等によ
る、友人・大学生等との交流・相談の場づくり、相談スタッフ
による個別相談　等
○就業体験プログラム（他の定時制高校への展開）、社会貢
献活動・ボランティア活動の実施

＜ようこそカフェ＞※７月末時点
・実施回数：10回　　・参加人数：延べ 3,692人
＜食育プログラム（ようこそカフェの開催に合わ
せて実施）＞
・実施回数：10回　・提供食数：3,617 食
＜就業体験＞
・実施回数：1回（戸塚高校定時制）
・参加人数：16人
＜異年齢交流事業（南区内のこども食堂２か所）
＞
・実施回数：8回　・参加人数：29人(延べ）
＜地域貢献事業(横総大感謝祭)＞
・実施なし

定時制高校は、困難な課題を抱えた生徒の割合が
高く、その内容も複雑化、多重化する傾向にあり
ました。
その中でも、横浜総合高校の生徒は、ひとり親家
庭や生活保護を受けている家庭の割合が高く、経
済的な面での課題や、基本的な学習習慣が身に付
いていない生徒も多く、基礎的な学力の課題があ
る生徒も多く在籍しています。こうした状況への
対応の課題がありました。
（平成28年10月開始）
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３　生活の安定と自立に向けた「ひとり親家庭への支援」

事業名 取組及び新規・拡充内容等
令和６年度の状況

（７月末時点）
第１期計画当初（平成28年度）
または事業・取組開始時の状況

児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するた
め、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支
給します（年６回）。
制度改正により令和６年11月分から拡充します。（拡充後
の初回支給は令和７年１月）
○所得制限限度額の引上げ
○第３子以降の支給額を第２子と同額に引上げ

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄
与するため、適正な審査及び円滑な手当の支給を
行いました。
11月からの所得制限限度額の引上げ及び第３子
以降の支給額を第２子と同額に引上げに向け準
備を行っています。

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄
与するため、適正な審査及び円滑な手当の支給を
行いました。

ひとり親家庭等自立支
援事業

ひとり親家庭等に対する総合的な自立支援を進めます。
○自立支援教育訓練給付金事業：所得要件を撤廃、一部訓
練の給付額を増額
○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業：所得要件を撤
廃
○高等職業訓練促進給付金等事業：所得要件を緩和
○母子家庭等就業・自立支援センター事業：就労支援員を
増員
○思春期・接続期支援事業：子への学習支援実施期間を３
か月から６か月に延長
○養育費確保支援事業：ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続き）や
弁護士費用を助成
○ひとり親家庭受験料補助事業：大学等を受験した際の受
験料を助成

ひとり親家庭等に対する就業支援や生活支援等
の総合的な自立支援を進めています。
○自立支援教育訓練給付金事業、高等学校卒業
程度認定試験合格支援事業、高等職業訓練促進
給付金、母子家庭等就業・自立支援センター事業
及び養育費確保支援事業については、国通知等
に基づき、要綱改正を行う予定です。
○思春期・接続期支援事業では学習支援機関を６
か月に延長し、実施しています。
○ひとり親家庭大学等受験料補助（令和５年度
分）を実施しました。

ひとり親家庭等に対する就業支援や生活支援等
の総合的な自立支援に取り組みました。

ひとり親世帯フー ドサ
ポート事業

物価高騰等により困窮しているひとり親世帯のために、母
子福祉団体が実施する食品配付会の運営費用を助成しま
す。

母子福祉団体では、フードバンク団体等から提供
された食品を活用し、毎月配布会を実施していま
す。

令和2年度から令和５年度まで、新型コロナウイル
ス感染症の影響により困窮しやすいひとり親世帯
に対し、フードバンクを活用した食品提供を行い
ました。（令和５年５月に新型コロナウイルスが５
類感染症に移行したため、コロナ禍対応としての
事業は終了）

ひとり親世帯等に対する
減免制度

多様な保育ニーズに対応した一時預かりなどを経済的負担
なく利用できる環境を整備します。

【ひとり親世帯に対する利用料減免】
(令和５年度実績)
延べ利用人数実績
乳幼児一時預かり事業　　991人
一時保育事業　　816人
【横浜子育てサポートシステム事業】
・助成件数　296件
・助成金の支払　1,403,450円

【ひとり親世帯に対する利用料減免】
（令和３年度実績）
延べ利用人数実績
乳幼児一時預かり事業　　631人
一時保育事業　　254人

【横浜子育てサポートシステム事業（令和４年度開
始：令和5年1月～3月）】
・助成件数　　　　44件
・助成金の支払　262，450円
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４　孤立を防ぎ、自立につなぐ「施設等を退所する子どもへの支援」

事業名 取組及び新規・拡充内容等
令和６年度の状況

（７月末時点）
第１期計画当初（平成28年度）
または事業・取組開始時の状況

施設等退所後児童に対
するアフターケア事業

支援拠点（よこはまPortFor）の運営や、相談支援を実施す
るほか、資格等取得、大学等初年度納入金及び家賃の支給
等、進学・就職後のフォローアップや、公認心理師等による
心理的ケアを実施します。
〇家賃の支給対象をアルバイトが制限される就職活動の期
間まで拡大
〇社会的養護経験者の支援ニーズ等を把握するための実
態調査を実施

退所者等が気軽に集える居場所となる支援拠点
を運営し、就労や進学、生活全般の様々な相談や
メールマガジン等での情報発信及び支援を実施し
ています。
家賃補助については、支給対象を拡大する旨、各
施設の自立支援担当職員等へ周知し、対象者への
案内を実施しています。申請があり次第、補助を
開始します。
社会的養護経験者の支援ニーズ等を把握するた
めの実態調査については、委託事業者を選定し契
約締結しました。調査を実施するための協議会を
設置し９月に第１回目の協議会を開催予定です。

施設等は退所後の児童に対して自立のための援
助を行うことが児童福祉法に定められています
が、必ずしも十分とは言えない状況のため、市と
して退所後児童の自立に向け必要な支援内容の
検討等を進めてきたところ、国において事業化が
図られたこともあり、平成24年度から事業を開
始し、児童養護施設等を退所した児童等が就労や
通学を継続し、安定して生活することを目的とし
て施設等入所中及び退所後児童に対し、生活全般
にわたる相談や支援、情報提供、居場所事業等を
行っていました。
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１．業務概要と⽬的 

１−１ 委託業務名称 
寄り添い型⽣活⽀援事業に係る課題調査・検討業務 
 

１−２ 背景 
横浜市では、虐待、保護者の疾病や⽣活困窮状態にあるなど、養育環境に課題があり、

⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣等に対して⽣活・学習⽀援等を⾏い、将来の進路
選択の幅を広げ、⽣まれ育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひとりが基本的な
⽣活・学習習慣を⾝に付け、⾃⽴した⽣活を送れるようにすることを⽬的とした寄り添い
⽅⽣活⽀援事業を実施している。 

事業所は、18 区 21 カ所(令和 5 年度末時点)設置し、送迎を実施するなど⽀援は充実し
つつある。 

対象者は、当事業実施要綱４条１項１号〜５号において定められている通り、 
①⽣活保護受給世帯の⼩・中学⽣及びその保護者 
②現に経済的に困窮し、最低限度の⽣活を維持することのできなくなるおそれのある家

庭に育つ⼩・中学⽣及びその保護者 
③⽇常⽣活習慣の形成、社会性育成のための⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣及

びその保護者 
④外国語を⺟語としているなど⽇本語での学習に⽀援が必要な⼩・中学⽣や、ひとり親

家庭の⼩・中学⽣のうち、⽣活困窮や養育に課題がある者及びその保護者 
⑤その他、過去に本事業を利⽤して⾼等学校等へ進学した者など、福祉保健センター⻑

が本事業による⽀援を必要と認める者 
としており、養育環境に課題のある家庭の児童を網羅的に⽀援できるようにしている。 

なお、当事業実施にあたり、以下のような課題が出てきている。 
(1) 事業実施要綱上の対象者の家庭として列挙されている家庭の全てが対象になるわけで
はなく、その中において特にどういう状態像の家庭に⽀援が必要なのか整理できていな
い。なお、新たに対象者像を設定するうえでは、現在の利⽤者に影響なく、事業を運営し
ていく必要がある。 
(2) (1)を整理できていないため、市内にどれだけの対象者がいるのか把握できていない。 
(3) 実施場所は、⼀軒家や共同住宅等で⾏っており、間取りや広さは様々である。当事業
の⽀援を実施するにあたり、児童 1 ⼈にどれだけのスペースが適当なのか把握できていな
い。 
(4) (3)のスペースにおいて、1 ⽇何⼈の利⽤が適当であり、1 事業所当たりの登録定員は何
⼈に設定すべきか整理できていない。 
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(5) 当事業は NPO 法⼈等に委託して実施している。成果連動型⺠間委託契約⽅式(PFS)の
導⼊が可能であるのか把握できていない。 
(6) 体験機会充実のため、事業所の外に出ての⽀援も必要だと考えているが、事業所内で
の⽀援効果との違いを表すための実施内容・実施時間・経費等の検証ができていない。 
(7) 送迎について、事業者から次のような意⾒が多く寄せられている。スタッフ 2名体制
が難しいこと、運転⼿の確保が難しいこと、タクシー利⽤ができないことについて、解決
案を提⽰できていない。 
(8) 事業の効果について、対象者が⽣活・学習習慣を⾝に付けることが⽬標であるが、効
果検証として使っているアンケートでは、スキル定着に向けたスモールステップを評価で
きていない。事業者が感じている効果と違いが⽣じてしまっている。 
(9) 事業利⽤者の⽀援終了の状態像を定めていないことにより、⽣活習慣の定着状況等に
関係なく、特定のタイミングで⼀律に⽀援を終了している状況が発⽣している。 
(10) 事業実態に合わせた最終アウトカムの⾒直しを検討している。 
 

１―３ ⽬的 
「背景」を踏まえ、対象者が⽣まれ育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひと

りが基本的な⽣活・学習習慣を⾝に付け、⾃⽴した⽣活を送れるように必要なときに必要
な⽀援を受けられるよう、⽀援の充実を図るための課題整理を⾏う。 

また、⽀援を効果的に実施するための⼿法や⽅向性等の調査・検討を⾏うことで、事業
所の新規設置基準の設定や事業運営の⾒直し等を実施し、本市関係部署及び事業実施者と
の共通認識とすることを⽬的とする。 
 

１−４ 業務概要 
（１）調査項⽬の設計 

「背景」において課題と考えている事項を整理できるようにアンケート項⽬案を委
託者が⽤意した。受託者は、項⽬案を確認し、修正提案を⾏った。 

（２）アンケート調査の実施 
項⽬の確定後、横浜市電⼦申請システムに質問の設計を委託者が⾏った。アンケー

ト調査を実施し、アンケート期間終了後にデータを委託者から受託者に提供した。受託
者は、データを基に集計・分析を実施した。 

対象者（※）へのアンケートの回答依頼の連絡については、委託者から⾏った。 
（※）対象者は、区役所・こども⻘少年局の職員及び当事業受託事業者とし、回答

数は 100 ⼈分と想定した。 
（３）個別ヒアリング調査の実施 
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当事業の受託事業者(14 団体)に対して、⽀援に関する実態や意識等について、1回
2 時間の対⾯によるヒアリング調査を⾏った。ヒアリングにあたっては、特に、対象者
のニーズ及び⽀援の観点から、現状分析と実態・意識の把握を⾏うことを意識して調査
を⾏った。意識調査の具体的な⽅法及び対象事業者については、委託者と受託者の協議
により定めた。また、受託者が、説明資料の作成及び議事録（ヒアリングシート）を作
成した。 

（４）書⾯調査の実施 
区役所の担当部署に対して、⽀援に関する実態や意識等について、書⾯（電⼦デー

タ）による調査を⾏った。書⾯調査にあたっては、特に、対象者のニーズ及び⽀援の観
点から、現状分析と実態・意識の把握を⾏うことを意識して調査を⾏った。意⾒調査の
具体的な⽅法については、委託者と受託者の協議により定めた。また、委託者が説明資
料の作成を⾏い、区役所の担当部署に対して書⾯を配信した。返信された結果を踏まえ
て、受託者が結果を集計した。 

（５）（２）〜（４）を踏まえた課題の整理 
各種統計調査・国等における制度改正やサービスのあり⽅検討等の動向も踏まえな

がら、（２）〜（４）で実施した分析結果を基に対象者への⽀援に係る各種課題を整理
した。 

（６）課題解決に向けた⽅向性検討 
（５）で整理した課題に対応する有効な⽀援のあり⽅、内容を検討した。アンケー

ト調査やヒアリング、書⾯調査から⾒えた課題やニーズを整理し、⽀援を効果的に実施
するための⼿法や⽅向性等を分析した上で、⽀援の⽅向性を検討した。⽀援の⽅向性の
検討及び提案にあたっては、政策的及び事業的な視点について考慮した。 
【政策的視点】 
政策・施策・事業の⽬的や効果の設定及び、その効果を評価するための指標や効果

検証⽅法等に関する検討・提案 
【事業的視点】 
個別的な視点として、適切な⽀援を実現していくために必要となる調査の⼿法・内

容・項⽬、ケースデータの整理・蓄積⽅法、仮説の検証⽅法等に関する検討・提案。ま
た、トータルの視点として、当事業の⽀援体制を確保していくための⼿法等に関する検
討・提案。 

（７）会議の実施 
業務を進めるにあたり、委託者と受託者で会議等を⾏った。 

（８）報告書及び報告書概要版の作成 
調査の結果と分析をまとめ、調査全体の考察を含めた報告書を作成した。委託者と

調整の上、報告書には以下の項⽬を掲載した。 
ア 調査の概要 
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イ 調査結果を踏まえた考察 
ウ 集計の結果（視覚的にわかりやすい形とするためにグラフを⽤いた。また、

グラフは⽩⿊印刷した場合も内容がわかるようにした） 
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２．アンケート調査・分析 

２−１．アンケート調査の実施 
２−１−１．調査の概要 

①調査対象の事業者、区役所及びこども⻘少年局（児童相談所） 
調査対象の事業者は、市内で寄り添い型⽣活⽀援事業を受託し、運営する以下の事

業者及び、各区の担当部署、そして市役所のこども⻘少年局（児童相談所）として、
想定回答数は合わせて 100 名を⾒込んだ。以下に運営事業者名、区の担当部署を掲載
する。 

区 運営事業者 区担当部署 

鶴⾒ NPO法⼈サードプレイス こども家庭⽀援課 

神奈川 公益財団法⼈ よこはまユース こども家庭⽀援課 

⻄ 公益財団法⼈ よこはまユース ⽣活⽀援課 

中① ⼀般社団法⼈ ことぶき⻘少年広場 こども家庭⽀援課 

中② 公益財団法⼈ よこはまユース こども家庭⽀援課 

南 社会福祉法⼈ たすけあいゆい こども家庭⽀援課 

港南 株式会社キズキ こども家庭⽀援課 

保⼟ケ⾕ NPO法⼈ ちゃっと こども家庭⽀援課 

旭 株式会社キズキ こども家庭⽀援課 

磯⼦ 株式会社キズキ こども家庭⽀援課 

⾦沢 株式会社 理究キッズ こども家庭⽀援課 

港北 株式会社キズキ こども家庭⽀援課 

緑 株式会社 理究キッズ こども家庭⽀援課 

⻘葉 NPO法⼈ パノラマ こども家庭⽀援課 

都筑 
NPO法⼈ アーモンドコミュニティ
ネットワーク 

こども家庭⽀援課 
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⼾塚① 株式会社スマイルワン こども家庭⽀援課 

⼾塚② 株式会社スマイルワン こども家庭⽀援課 

栄 株式会社スマイルクルー こども家庭⽀援課 

泉 社会福祉法⼈ ル・プリ ⽣活⽀援課 

瀬⾕① NPO法⼈ ワーカーズわくわく こども家庭⽀援課 

瀬⾕② NPO法⼈ でっかいそら こども家庭⽀援課 

 
②調査⽅法 

調査に当たっては、運営事業者においては統括責任者、⽣活⽀援スタッフ、⽣活⽀
援アシスタント、送迎スタッフからアンケートを取得した。区及び局（児童相談所）
においては社会福祉職、事務職、保健師からアンケートを取得した。 
取得にあたっては、横浜市電⼦申請・届出システムより回答を取得した。 

 
③調査期間 
  調査期間は、令和６年５⽉７⽇〜２０⽇までとした。 
 
④調査内容 
  調査に当たっては、回答者の属性、対象者数の把握、施設の基準、定員、利⽤頻度、
開所時間、施設外の⽀援、送迎の⽅法、事業効果の判断、⽀援終了の判断、最終アウトカ
ムに関する内容について回答を取得した。なお、運営事業者と区・局（児童相談所）にお
いて、⼀部設問の内容に相違がある。 

以下に、設問の⼤項⽬と設問の⼀覧を掲載する。（相違点はアンダーラインを付す。） 
 
【運営事業者向け項⽬】 
１．受託施設・回答者（⼊⼒者）情報 
（１）受託施設 
（２）回答者の職種 
（３）回答者の従事期間 
 
２．施設の基準について 
（１）施設に必要な設備 
（２）（１）で選んだ設備の理由 
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（３）（１）で選んだ設備のうち、優先順位の低いもの 
（４）（３）で選んだ設備の理由 
 
３．定員について 
（１）施設として適切な間取り 
（２）（１）を選んだ理由 
（３）⽀援の⼈員体制 
（４）（３）を選んだ理由 
（５）適切な⽀援ができる１⽇の利⽤定員 
（６）（５）を選んだ理由 
 
４．利⽤頻度について 
（１）児童が施設を利⽤する頻度として適切なもの 
（２）（１）を選んだ理由 
 
５．開所時間について 
（１）施設の開所時間として望ましいもの 
（２）（１）を選んだ理由 
 
６．施設外の⽀援について 
（１）体験活動等の実施状況 
（２）（１）で体験活動を実施していないと選択した場合の理由 
（３）施設外の体験活動の実施の必要性について 
（４）（３）で必要と選択した場合の理由 
（５）（３）で必要と選択した場合の具体的な活動の内容 
 
７．送迎の⽅法について 
（１）送迎の際のスタッフ体制について 
（２）（１）で１名体制でも良いと選択した場合の理由 
（３）タクシー送迎について 
（４）（３）で導⼊すべきであると選択した場合の理由 
（５）（３）で導⼊すべきでないと選択した場合の理由 
 
８．事業効果の判断について 
（１）当事業の事業効果を表すものとして適切なもの 
（２）事業者アンケートの是⾮について 
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（３）（２）で⾒直しを⾏うべきであると選択した場合の理由 
 
９．⽀援終了の判断について 
（１）利⽤者の⽀援終了の判断として当てはまるもの 
 
１０．最終アウトカムの検討について 
（１）最終アウトカムとして当てはまるもの 

 
【区・局向け項⽬】 
１．区・所属課・回答者（⼊⼒者）情報 
（１）所属区・局 
（２）回答者の所属課 
（３）回答者の職種 
（４）寄り添い型⽣活⽀援事業の認識 
 
２．対象者数の把握について 
（１）区内における、要保護児童等進⾏管理台帳に占める対象者の割合 
 
３．施設の基準について 
（１）施設に必要な設備 
（２）（１）で選んだ設備の理由 
（３）（１）で選んだ設備のうち、優先順位の低いもの 
（４）（３）で選んだ設備の理由 
 
４．定員について 
（１）施設として適切な間取り 
（２）（１）を選んだ理由 
（３）⽀援の⼈員体制 
（４）（３）を選んだ理由 
（５）適切な⽀援ができる１⽇の利⽤定員 
（６）（５）を選んだ理由 
 
５．利⽤頻度について 
（１）児童が施設を利⽤する頻度として適切なもの 
（２）（１）を選んだ理由 
 

41



 13 

６．開所時間について 
（１）施設の開所時間として望ましいもの 
（２）（１）を選んだ理由 
 
７．施設外の⽀援について 
（１）施設外の体験活動の実施の必要性について 
（２）（１）で必要と選択した場合の理由 
（３）（１）で必要と選択した場合の具体的な活動の内容 
 
８．送迎の⽅法について 
（１）送迎の際のスタッフ体制について 
（２）（１）で１名体制でも良いと選択した場合の理由 
（３）タクシー送迎について 
（４）（３）で導⼊すべきであると選択した場合の理由 
（５）（３）で導⼊すべきでないと選択した場合の理由 
 
９．事業効果の判断について 
（１）当事業の事業効果を表すものとして適切なもの 
（２）事業者アンケートの是⾮について 
（３）（２）で⾒直しを⾏うべきであると選択した場合の理由 
 
１０．⽀援終了の判断について 
（１）利⽤者の⽀援終了の判断として当てはまるもの 
 
１１．最終アウトカムの検討について 
（１）最終アウトカムとして当てはまるもの 

 
⑤アンケートの項⽬ 
 以下に、事業者及び、区役所及びこども⻘少年局（児童相談所）向けのアンケート項⽬
及び選択肢を添付する。 
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【運営事業者向けアンケート】 
１ 受託施設・回答者（⼊⼒者）情報） 

項
⽬   

受託している施設を選択してください。 
□ 鶴⾒区 
□ 神奈川区 
□ ⻄区 
□ 中区（寿地区寄り添い型⽣活⽀援事業） 
□ 中区（かもめ未来塾） 
□ 南区 
□ 港南区 
□ 保⼟ヶ⾕区 
□ 旭区 
□ 磯⼦区 
□ 港北区 
□ 緑区 
□ ⻘葉区 
□ 都筑区 
□ ⼾塚区（秋葉塾） 
□ ⼾塚区（深⾕塾） 
□ 栄区 
□ 泉区 
□ 瀬⾕区（⽵村の丘） 
□ 瀬⾕区（KURUMI） 

項
⽬   

職種を選択してください。 
□ 統括責任者 
□ ⽣活⽀援スタッフ 
□ ⽣活⽀援アシスタント 
□ 送迎スタッフ 

項
⽬   

この事業に従事している期間として、あてはまるものを１つ選んでくださ
い。 
□ ６ヶ⽉未満 
□ ６ヶ⽉以上 
□ １年以上 
□ ３年以上 

２ 施設の基準（全ての⽅がご回答ください。） 
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項
⽬ 2 

※項⽬ No.1 は、区役所及びこども⻘少年局のみ回答する項⽬のため、割愛 
施設に必要な設備として、あてはまるものをすべて選んでください。 
□ 居間（利⽤者が集まることができる⼗分なスペース） 
□ 学習室 
□ 事務室 
□ 相談室、静養室 
□ キッチン 
□ 浴室・シャワー室 
□ 便所 
□ 洗⾯所 
□ 脱⾐所 
□ 洗濯機置場 

項
⽬ 3 

項⽬ 2 で選んだ設備について、選んだ理由としてあてはまるものをすべて選
んでください。 

□ 基本的な⽣活習慣等の習得に係る⽀援のため 
□ 居場所機能のある施設として必要なため 
□ その他 

項
⽬ 4 

項⽬ 2 で選んだ中で、施設として優先順位が低いものを３つ選んでくださ
い。 

□ 居間（利⽤者が集まることができる⼗分なスペース） 
□ 学習室 
□ 事務室 
□ 相談室、静養室 
□ キッチン 
□ 浴室・シャワー室 
□ 便所 
□ 洗⾯所 
□ 脱⾐所 
□ 洗濯機置場 

項
⽬ 5 

項⽬ 4で選んだ設備について、選んだ理由としてあてはまるものを全て選ん
でください。 

□ 他の設備に⽐べて⽀援への影響度は低い 
□ ⼈員体制の確保が困難である 
□ その他 
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３ 定員の考え⽅（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 6 

（前提） 
・１畳を 1.65㎡とします。 
・児童・スタッフが集まるスペースにはテーブルや棚などを設置しており、
２畳程度必要とします。 
施設として適切な間取りだと思うものを１つ選んでください。 
□ 部屋【１つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【８畳未満】 
□ 部屋【１つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【８畳以上】 
□ 部屋【２つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳未満】 
□ 部屋【２つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳以上】 
□ 部屋【３つ以上】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳以
上】 

項
⽬ 7 

項⽬ 6の間取りを選んだ理由として、あてはまるものを全て選んでくださ
い。 
□ 適切な⽀援のためには、こどもたちが⼀緒の空間で⽬の届くところにい
ることが必要だと考えるため、個室は事務室があれば良い 
□ 適切な⽀援のためには、児童が集まれるスペース以外に学習室や静養室
など⽬的をもった部屋も必要であるため、ある程度区切られる部屋が事務室
含め２つ以上必要である 
□ 前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈の
パーソナルスペースとスタッフが関りをもつスペースとしては【１畳分】の
⾯積が適切である 
□ 前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈の
パーソナルスペースとスタッフが関りをもつスペースとしては【1.５畳分】
の⾯積が適切である 
□ 前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈の
パーソナルスペースとスタッフが関りをもつスペースとしては【２畳分】の
⾯積が適切である。 

項
⽬ 8 

（前提） 
・平⽇の通常の開所⽇とします。 
・定期的に来ている利⽤者が通常通りに利⽤する予定とします。 
・送迎が必要な児童がいるものとします。 
⽀援を実施する際の⼈員体制としてあてはまるものを１つ選んでください。 
□ ２名を配置する 
□ ３名を配置する 
□ ４名を配置する 
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□ ５名以上を配置する 

項
⽬ 9 

項⽬ 8 を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選んでください。 

□ 適切な⽀援を実施するため 
□ ⼈員体制の確保が困難であるため 
□ その他 

項
⽬ 10 

（前提） 
・養育環境に課題があり、⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣等に対し
て、⽣まれ育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひとりが基本的な
⽣活・学習習慣を⾝につけるための⽀援等を実施することを⽬的とします。 
・登録定員は 20-25名とし、全ての児童が定期的に⽀援を受けられるものと
します。 
・現在の⼈員体制を維持することとします。 
・施設は⼀軒家⼜は共同住宅の１室とします。 
・開所⽇数は週５⽇間、開所時間は１⽇あたり５時間以上とし、児童の⼊替
はないものとします。 
適切な⽀援ができる１⽇の利⽤定員（イベント時は除く）として、あてはま
るものを１つ選んでください。 
□ ２⼈ 
□ ３⼈ 
□ ４⼈ 
□ ５⼈ 
□ ６⼈ 
□ ７⼈ 
□ ８⼈ 
□ ９⼈ 
□ 10⼈以上 

項
⽬ 11 

項⽬ 10の選択肢を選んだ理由としてあてはまるものをすべて選んでくださ
い。 
□ 事業⽬的達成に寄与するため 
□ 現在の⼈員体制において適切な⽀援ができる定員である 
□ 建物の構造上、受け⼊れられる定員である 
□ その他 

４ 利⽤頻度について（全ての⽅がご回答ください。） 
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項
⽬ 12 

（前提） 
・養育環境に課題があり、⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣等に対し
て、⽣まれ育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひとりが基本的な
⽣活・学習習慣を⾝につけるための⽀援等を実施することを⽬的とします。 
・登録定員は 20-25名とし、全ての児童が定期的に⽀援を受けられるものと
します。 
・現在の⼈員体制を維持することとします。 
・施設は⼀軒家⼜は共同住宅の１室とします。 
・開所⽇数は週５⽇間、開所時間は１⽇あたり５時間以上とし、児童の⼊替
はないものとします。 
児童が施設を利⽤する頻度として、望ましいものを１つ選んでください。
（参考：現在の要綱では、原則週２⽇の利⽤としています。１⽇の利⽤定員
にもよりますが、頻度が⾼くなると実利⽤者は少なくなります） 
□ 週１⽇ 
□ 週２⽇ 
□ 週３⽇ 
□ 週４⽇ 
□ 週５⽇ 

項
⽬ 13 

項⽬ 12 において、該当の頻度を選んだ理由として、あてはまるものをすべ
て選んでください。 
□ 期間を開けても定期的な⽀援で効果は表れるため 
□ 定期的に児童や保護者の状況が確認できるため 
□ 施設以外で実践の機会を持ってもらうため 
□ ⽣活リズムが作りやすくなるため 
□ 期間を開けずに関わることで、短期間で効果を得られるため 
□ 登録定員全員に⽀援するには該当の頻度でないと難しいため 
□ その他 

５ 開所時間について（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 14 

施設の開所時間として、望ましいものを１つ選んでください。（送迎の時間
は含めません） 
□ １⽇あたり５時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
□ １⽇あたり６時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
□ １⽇あたり７時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
□ １⽇あたり５時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時
間とする 
□ １⽇あたり６時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時
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間とする 
□ １⽇あたり７時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時
間とする 

項
⽬ 15 

項⽬ 14において、該当の開所時間を選んだ理由として、あてはまるものを
すべて選んでください。 
□ 計画的に必要な⽀援を実施するため 
□ 児童の状態・状況に合わせた⽀援を実施するため 
□ ⼩学⽣と中学⽣が来られる時間にするため 
□ 事務処理の時間が必要なため 
□ 送迎の時間を確保するため 
□ 選択したもの以上の開所時間は⼈員確保・配置が困難であるため 
□ その他 

６ 施設外の⽀援（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 16 

寄り添い型⽣活⽀援事業において体験活動等の実施状況として、あてはまる
ものを全て選んでください。 
□ 季節ごとの⾏事など施設内でできるものを実施している 
□ 外出を含めた体験活動等を実施している 
□ 体験活動にあたるものは実施していない 

項
⽬ 17 

項⽬ 16について、「体験活動にあたるものは実施していない」を選んだ理
由としてあてはまるものをすべて選んでください。 
□ ⽀援としては必須ではないため 
□ ⽇常的な⽣活・学習習慣の習得のための⽀援で⼗分であるため 
□ ⼈員体制の確保が困難であるため 
□ 実施のための予算がないため 
□ その他 

項
⽬ 18 

通常の⽀援の中で季節ごとのイベント等を実施してもらっていますが、体験
活動等（施設の外で活動するもの）の実施について、あてはまるものを１つ
選んでください。 
□ 施設内ではできない体験活動等を施設外で実施することは必要である。 
□ 施設内での活動で⼗分であり、体験活動等を施設外で実施することは必
要ない 

項
⽬ 19 

項⽬ 18 で「体験活動など施設内ではできない活動を施設外で実施すること
は必要である。」を選んだ⽅に伺います。施設外での⽀援が必要な理由とし
て、あてはまるものをすべて選んでください。 
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□ 施設内だけでは実践できない⽀援があるため 
□ 児童の家庭において体験の機会が少なく当事業の中でないと実施が難し
いため 
□ 多様な体験をすることが⼤事であるため 
□ 多様な⼈との交流が必要であるため 
□ その他 

項
⽬ 20 

項⽬ 18 で「体験活動など施設内ではできない活動を施設外で実施すること
は必要である。」を選んだ⽅に伺います。実際に⾏うことを想定のうえ、ご
回答ください。当事業の利⽤者に対して実施する体験や機会の内容につい
て、望ましいものをすべて選んでください。 
□ ⽇帰りで体験できるもの 
□ 宿泊で体験できるもの 
□ 施設内では難しい⽀援ができるもの（銭湯に⾏く（⼊浴）、商店街での
買い物（お⾦の使い⽅）など 
□ 遊園地など遊びの要素があるところ 
□ 博物館など学習の要素があるところ 
□ ⾝近な観光地の⾒学 
□ 社会資源を知る 
□ 学校（中学・⾼校・専⾨学校など）訪問 
□ 地域住⺠と接する機会や地域のイベント、ボランティアなど 
□ その他 

７ 送迎の⽅法（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 21 

要綱において、送迎は常にスタッフ２名以上で実施することとしています。
児童の安全確保のために必要と考えていますが、実施体制の維持などに関し
て課題があります。そこで、スタッフ２名体制での送迎について、あてはま
るものを１つ選んでください。 
□ ２名体制で実施すべきである。 
□ 原則は２名体制で実施するが、条件によっては、１名でも可能なように
した⽅が良い。 

項
⽬ 22 

項⽬ 21 で「原則は２名体制で実施するが、条件によっては、１名でも可能
なようにした⽅が良い」を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選ん
でください。 
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□ 施設に児童が残っている場合 
□ 児童が性被害防⽌や虐待防⽌などの教育を受けており、危機対処⽅法を
理解したうえで「スタッフ１名でも良い」と表明した場合 
□ 複数児童を同時に送迎することになり、⽅向が異なる場合 
□ その他 

項
⽬ 23 

タクシー送迎を導⼊することについて、あてはまるものを１つ選んでくださ
い。 
□ 導⼊すべき 
□ 導⼊すべきでない 

項
⽬ 24 

項⽬ 23 で「導⼊すべき」を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選
んでください。 
□ 効率的な送迎ができるため、施設での⽀援の時間を確保することができ
る 
□ リース⾞両等を運転できるスタッフを確保することが困難である 
□ その他 

項
⽬ 25 

項⽬ 23 で「導⼊すべきでない」を選んだ理由として、あてはまるものをす
べて選んでください。 
□ 事業の趣旨に合っていない 
□ 確実に送迎できるとは限らない 
□ 送迎費に予算をかけるのであれば⽀援に予算をかけた⽅が良い 
□ その他 

８ 事業効果の判断（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 26 

当事業の事業効果を表すものとして、適切なものをすべて選んでください。 

□ 事業利⽤児童が将来⾃⽴した⽣活を営む上で必要となる資質・能⼒の向
上等の測定を⾏う事業者アンケートが適切である 
□ 定期的に⽀援計画の振り返りを⾏い、委託者である区の職員が児童の様
⼦を確認しに⾏き、⽀援を受け変化が表れているか判断することが適切であ
る 
□ 事業者アンケートと区の職員の確認の両⽅を組み合わせて判断すること
が適切である 
□ 保護者への聴き取り等を⾏い、事業の利⽤により変化が現れたか確認
し、判断することが適切である 
□ その他 

項
⽬ 27 

現在使⽤している事業者アンケートについて、あてはまるものを１つ選んで
ください。 
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□ これまでと同様に実施した⽅が良い 
□ 事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い 
□ 事業者アンケートは実施する必要がない 
□ その他 

項
⽬ 28 

項⽬ 27で「事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い」
を選んだ⽅に伺います。⾒直しの内容について、あてはまるものをすべて選
んでください。 
□ 施設に調査し、チェック項⽬として適したものを追加する 
□ 点数制ではなく、変化の段階に該当する記号等（例：変化が少しずつ現
れている場合は「！」など）で表⽰する 
□ ⽀援によって⾝についた項⽬は固定の記号等（例：声掛けをしなくても
⾷事後に⾃ら⻭磨きをするようになった場合は「○」など）で表⽰する 
□ ⾃由記載欄を設ける 
□ その他 

９ ⽀援終了の判断（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 29 

（前提） 
・適切な⽀援の実施ができている 
・利⽤者に改善の傾向が⾒られている 
・利⽤者や保護者との間に問題が起きていない 
・⽀援が終了しても必要があれば再度登録することは可能である 
利⽤者の⽀援終了の判断として、あてはまるものをすべて選んでください。 
□ ⽀援計画に記載の⽬標を達成したことを委託者と受託者が協議・決定し
た場合 
□ 対象児童は状態が良くなったり悪くなったりを繰り返すため、⻑期間の
⾒守りは必要であり、⼩学校・中学校の卒業などの区切りの良いタイミング
に合わせる 
□ 委託者と受託者の協議により、他の事業や⽀援が適切と判断し、該当す
る事業や⽀援に繋げた場合 
□ その他 

10 最終アウトカムの検討（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 30 

（前提） 
・基本的な⽣活習慣等を⾝につけることを中間アウトカムとする。 
当事業の最終アウトカム（事業により最終的に達成したい状況）として、あ
てはまるものを１つ選んでください。 

51



 23 

□ ⽣きていく⽅法を理解していること（⽣きようと思ってくれていること
だけで⼗分であること＝⾃死児童が０⼈であること。）。 
□ 当事業の利⽤により、将来への意識を持つことができるようになると考
えられるため、「将来について明るい希望を持っている」「将来のイメージ
ができている」と答えられる児童が⾼い割合になっている。 
□ その他 

 
【区・局（児童相談所）向けアンケート】 
１ 区・所属課・回答者（⼊⼒者）情報） 

項
⽬   

区を選択してください。 

□ 鶴⾒区 
□ 神奈川区 
□ ⻄区 
□ 中区 
□ 南区 
□ 港南区 
□ 保⼟ヶ⾕区 
□ 旭区 
□ 磯⼦区 
□ 港北区 
□ 緑区 
□ ⻘葉区 
□ 都筑区 
□ ⼾塚区 
□ 栄区 
□ 泉区 
□ 瀬⾕区 
□ こども⻘少年局 

項
⽬   

所属課を選択してください。 
□ こども家庭⽀援課 
□ ⽣活⽀援課 
□ 中央児童相談所 
□ 北部児童相談所 

項⽬   職種を選択してください。 
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□ 事務 
□ 社会福祉職 
□ 保健師 

項
⽬   

寄り添い型⽣活⽀援事業の認識 
あてはまるものをすべて選択してください。 

□ 事業を知っている 
□ 施設に⾏ったことがある 

２ 対象者の割合の把握（区職員の皆様がご回答ください。） 

項
⽬ 1 

寄り添い型⽣活⽀援事業の登録家庭について、「⾷事、⾐服、⽣活環境等に
ついて、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境に関して課題のあ
る主に学齢期以降（６〜15歳）の児童及びその保護者」の家庭が増えてきて
います。そこで、⾏政職員の皆様にお伺いします。要保護児童等進⾏管理台
帳において、前述の括弧内に該当する家庭が何割程度いますか。以下の選択
肢から選んでください。（例：100 ケースあるうちの 10 ケース程度該当する
と思われる場合は 10%を選択） 
□ 5%未満 
□ ５％ 
□ 10％ 
□ 15％ 
□ 20％ 
□ 25％ 
□ 30％以上 
□ わからない 

２ 施設の基準（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 2 

施設に必要な設備として、あてはまるものをすべて選んでください。 

□ 居間（利⽤者が集まることができる⼗分なスペース） 
□ 学習室 
□ 事務室 
□ 相談室、静養室 
□ キッチン 
□ 浴室・シャワー室 
□ 便所 
□ 洗⾯所 
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□ 脱⾐所 
□ 洗濯機置場 

項
⽬ 3 

項⽬ 2 で選んだ設備について、選んだ理由としてあてはまるものをすべて選
んでください。 

□ 基本的な⽣活習慣等の習得に係る⽀援のため 
□ 居場所機能のある施設として必要なため 
□ その他 

項
⽬ 4 

項⽬ 2 で選んだ中で、施設として優先順位が低いものを３つ選んでくださ
い。 

□ 居間（利⽤者が集まることができる⼗分なスペース） 
□ 学習室 
□ 事務室 
□ 相談室、静養室 
□ キッチン 
□ 浴室・シャワー室 
□ 便所 
□ 洗⾯所 
□ 脱⾐所 
□ 洗濯機置場 

項
⽬ 5 

項⽬ 4で選んだ設備について、選んだ理由としてあてはまるものを全て選ん
でください。 

□ 他の設備に⽐べて⽀援への影響度は低い 
□ ⼈員体制の確保が困難である 
□ その他 

３ 定員の考え⽅（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 6 

（前提） 
・１畳を 1.65㎡とします。 
・児童・スタッフが集まるスペースにはテーブルや棚などを設置しており、
２畳程度必要とします。 
施設として適切な間取りだと思うものを１つ選んでください。 
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□ 部屋【１つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【８畳未満】 
□ 部屋【１つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【８畳以上】 
□ 部屋【２つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳未満】 
□ 部屋【２つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳以上】 
□ 部屋【３つ以上】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳以
上】 

項
⽬ 7 

項⽬ 6の間取りを選んだ理由として、あてはまるものを全て選んでくださ
い。 
□ 適切な⽀援のためには、こどもたちが⼀緒の空間で⽬の届くところにい
ることが必要だと考えるため、個室は事務室があれば良い 
□ 適切な⽀援のためには、児童が集まれるスペース以外に学習室や静養室
など⽬的をもった部屋も必要であるため、ある程度区切られる部屋が事務室
含め２つ以上必要である 
□ 前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈の
パーソナルスペースとスタッフが関りをもつスペースとしては【１畳分】の
⾯積が適切である 
□ 前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈の
パーソナルスペースとスタッフが関りをもつスペースとしては【1.５畳分】の
⾯積が適切である 
□ 前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈の
パーソナルスペースとスタッフが関りをもつスペースとしては【２畳分】の
⾯積が適切である。 

項
⽬ 8 

（前提） 
・平⽇の通常の開所⽇とします。 
・定期的に来ている利⽤者が通常通りに利⽤する予定とします。 
・送迎が必要な児童がいるものとします。 
⽀援を実施する際の⼈員体制としてあてはまるものを１つ選んでください。 
□ ２名を配置する 
□ ３名を配置する 
□ ４名を配置する 
□ ５名以上を配置する 

項
⽬ 9 

項⽬ 8 を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選んでください。 

□ 適切な⽀援を実施するため 
□ ⼈員体制の確保が困難であるため 
□ その他 
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項
⽬ 10 

（前提） 
・養育環境に課題があり、⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣等に対し
て、⽣まれ育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひとりが基本的な
⽣活・学習習慣を⾝につけるための⽀援等を実施することを⽬的とします。 
・登録定員は 20-25名とし、全ての児童が定期的に⽀援を受けられるものと
します。 
・現在の⼈員体制を維持することとします。 
・施設は⼀軒家⼜は共同住宅の１室とします。 
・開所⽇数は週５⽇間、開所時間は１⽇あたり５時間以上とし、児童の⼊替
はないものとします。 
適切な⽀援ができる１⽇の利⽤定員（イベント時は除く）として、あてはま
るものを１つ選んでください。 
□ ２⼈ 
□ ３⼈ 
□ ４⼈ 
□ ５⼈ 
□ ６⼈ 
□ ７⼈ 
□ ８⼈ 
□ ９⼈ 
□ 10⼈以上 

項
⽬ 11 

項⽬ 10の選択肢を選んだ理由としてあてはまるものをすべて選んでくださ
い。 
□ 事業⽬的達成に寄与するため 
□ 現在の⼈員体制において適切な⽀援ができる定員である 
□ 建物の構造上、受け⼊れられる定員である 
□ その他 

４ 利⽤頻度について（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 12 

（前提） 
・養育環境に課題があり、⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣等に対し
て、⽣まれ育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひとりが基本的な
⽣活・学習習慣を⾝につけるための⽀援等を実施することを⽬的とします。 
・登録定員は 20-25名とし、全ての児童が定期的に⽀援を受けられるものと
します。 
・現在の⼈員体制を維持することとします。 
・施設は⼀軒家⼜は共同住宅の１室とします。 
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・開所⽇数は週５⽇間、開所時間は１⽇あたり５時間以上とし、児童の⼊替
はないものとします。 
児童が施設を利⽤する頻度として、望ましいものを１つ選んでください。
（参考：現在の要綱では、原則週２⽇の利⽤としています。１⽇の利⽤定員
にもよりますが、頻度が⾼くなると実利⽤者は少なくなります） 
□ 週１⽇ 
□ 週２⽇ 
□ 週３⽇ 
□ 週４⽇ 
□ 週５⽇ 

項
⽬ 13 

項⽬ 12 において、該当の頻度を選んだ理由として、あてはまるものをすべて
選んでください。 
□ 期間を開けても定期的な⽀援で効果は表れるため 
□ 定期的に児童や保護者の状況が確認できるため 
□ 施設以外で実践の機会を持ってもらうため 
□ ⽣活リズムが作りやすくなるため 
□ 期間を開けずに関わることで、短期間で効果を得られるため 
□ 登録定員全員に⽀援するには該当の頻度でないと難しいため 
□ その他 

５ 開所時間について（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 14 

施設の開所時間として、望ましいものを１つ選んでください。（送迎の時間
は含めません） 
□ １⽇あたり５時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
□ １⽇あたり６時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
□ １⽇あたり７時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
□ １⽇あたり５時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時
間とする 
□ １⽇あたり６時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時
間とする 
□ １⽇あたり７時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時
間とする 

項
⽬ 15 

項⽬ 14において、該当の開所時間を選んだ理由として、あてはまるものをす
べて選んでください。 
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□ 計画的に必要な⽀援を実施するため 
□ 児童の状態・状況に合わせた⽀援を実施するため 
□ ⼩学⽣と中学⽣が来られる時間にするため 
□ 事務処理の時間が必要なため 
□ 送迎の時間を確保するため 
□ 選択したもの以上の開所時間は⼈員確保・配置が困難であるため 
□ その他 

６ 施設外の⽀援（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 18 

※項⽬ 16,17は事業者のみ回答 
通常の⽀援の中で季節ごとのイベント等を実施してもらっていますが、体験
活動等（施設の外で活動するもの）の実施について、あてはまるものを１つ
選んでください。 
□ 施設内ではできない体験活動等を施設外で実施することは必要である。 
□ 施設内での活動で⼗分であり、体験活動等を施設外で実施することは必
要ない 

項
⽬ 19 

項⽬ 18 で「体験活動など施設内ではできない活動を施設外で実施することは
必要である。」を選んだ⽅に伺います。施設外での⽀援が必要な理由とし
て、あてはまるものをすべて選んでください。 
□ 施設内だけでは実践できない⽀援があるため 
□ 児童の家庭において体験の機会が少なく当事業の中でないと実施が難し
いため 
□ 多様な体験をすることが⼤事であるため 
□ 多様な⼈との交流が必要であるため 
□ その他 

項
⽬ 20 

項⽬ 18 で「体験活動など施設内ではできない活動を施設外で実施することは
必要である。」を選んだ⽅に伺います。実際に⾏うことを想定のうえ、ご回
答ください。当事業の利⽤者に対して実施する体験や機会の内容について、
望ましいものをすべて選んでください。 
□ ⽇帰りで体験できるもの 
□ 宿泊で体験できるもの 
□ 施設内では難しい⽀援ができるもの（銭湯に⾏く（⼊浴）、商店街での
買い物（お⾦の使い⽅）など 
□ 遊園地など遊びの要素があるところ 
□ 博物館など学習の要素があるところ 
□ ⾝近な観光地の⾒学 
□ 社会資源を知る 
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□ 学校（中学・⾼校・専⾨学校など）訪問 
□ 地域住⺠と接する機会や地域のイベント、ボランティアなど 
□ その他 

７ 送迎の⽅法（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 21 

要綱において、送迎は常にスタッフ２名以上で実施することとしています。
児童の安全確保のために必要と考えていますが、実施体制の維持などに関し
て課題があります。そこで、スタッフ２名体制での送迎について、あてはま
るものを１つ選んでください。 
□ ２名体制で実施すべきである。 
□ 原則は２名体制で実施するが、条件によっては、１名でも可能なように
した⽅が良い。 

項
⽬ 22 

項⽬ 21 で「原則は２名体制で実施するが、条件によっては、１名でも可能な
ようにした⽅が良い」を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選んで
ください。 
□ 施設に児童が残っている場合 
□ 児童が性被害防⽌や虐待防⽌などの教育を受けており、危機対処⽅法を
理解したうえで「スタッフ１名でも良い」と表明した場合 
□ 複数児童を同時に送迎することになり、⽅向が異なる場合 
□ その他 

項
⽬ 23 

タクシー送迎を導⼊することについて、あてはまるものを１つ選んでくださ
い。 
□ 導⼊すべき 
□ 導⼊すべきでない 

項
⽬ 24 

項⽬ 23 で「導⼊すべき」を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選ん
でください。 
□ 効率的な送迎ができるため、施設での⽀援の時間を確保することができ
る 
□ リース⾞両等を運転できるスタッフを確保することが困難である 
□ その他 

項
⽬ 25 

項⽬ 23 で「導⼊すべきでない」を選んだ理由として、あてはまるものをすべ
て選んでください。 
□ 事業の趣旨に合っていない 
□ 確実に送迎できるとは限らない 
□ 送迎費に予算をかけるのであれば⽀援に予算をかけた⽅が良い 
□ その他 

８ 事業効果の判断（全ての⽅がご回答ください。） 
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項
⽬ 26 

当事業の事業効果を表すものとして、適切なものをすべて選んでください。 

□ 事業利⽤児童が将来⾃⽴した⽣活を営む上で必要となる資質・能⼒の向
上等の測定を⾏う事業者アンケートが適切である 
□ 定期的に⽀援計画の振り返りを⾏い、委託者である区の職員が児童の様
⼦を確認しに⾏き、⽀援を受け変化が表れているか判断することが適切であ
る 
□ 事業者アンケートと区の職員の確認の両⽅を組み合わせて判断すること
が適切である 
□ 保護者への聴き取り等を⾏い、事業の利⽤により変化が現れたか確認
し、判断することが適切である 
□ その他 

項
⽬ 27 

現在使⽤している事業者アンケートについて、あてはまるものを１つ選んで
ください。 
□ これまでと同様に実施した⽅が良い 
□ 事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い 
□ 事業者アンケートは実施する必要がない 
□ その他 

項
⽬ 28 

項⽬ 27で「事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い」を
選んだ⽅に伺います。⾒直しの内容について、あてはまるものをすべて選ん
でください。 
□ 施設に調査し、チェック項⽬として適したものを追加する 
□ 点数制ではなく、変化の段階に該当する記号等（例：変化が少しずつ現
れている場合は「！」など）で表⽰する 
□ ⽀援によって⾝についた項⽬は固定の記号等（例：声掛けをしなくても
⾷事後に⾃ら⻭磨きをするようになった場合は「○」など）で表⽰する 
□ ⾃由記載欄を設ける 
□ その他 

９ ⽀援終了の判断（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 29 

（前提） 
・適切な⽀援の実施ができている 
・利⽤者に改善の傾向が⾒られている 
・利⽤者や保護者との間に問題が起きていない 
・⽀援が終了しても必要があれば再度登録することは可能である 
利⽤者の⽀援終了の判断として、あてはまるものをすべて選んでください。 
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□ ⽀援計画に記載の⽬標を達成したことを委託者と受託者が協議・決定し
た場合 
□ 対象児童は状態が良くなったり悪くなったりを繰り返すため、⻑期間の
⾒守りは必要であり、⼩学校・中学校の卒業などの区切りの良いタイミング
に合わせる 
□ 委託者と受託者の協議により、他の事業や⽀援が適切と判断し、該当す
る事業や⽀援に繋げた場合 
□ その他 

10 最終アウトカムの検討（全ての⽅がご回答ください。） 

項
⽬ 30 

（前提） 
・基本的な⽣活習慣等を⾝につけることを中間アウトカムとする。 
当事業の最終アウトカム（事業により最終的に達成したい状況）として、あ
てはまるものを１つ選んでください。 
□ ⽣きていく⽅法を理解していること（⽣きようと思ってくれていること
だけで⼗分であること＝⾃死児童が０⼈であること。）。 
□ 当事業の利⽤により、将来への意識を持つことができるようになると考
えられるため、「将来について明るい希望を持っている」「将来のイメージ
ができている」と答えられる児童が⾼い割合になっている。 
□ その他 

 

２−１−２．実施の成果及び回答者 

 
①回答数 
 アンケートの回答数は以下の通りであった。 
 ・運営事業者の職員        ４３名 
 ・区役所・局（児童相談所）の職員 ４６名 
 ・合計              ８９名 
 
②回答の事業者、区役所及び局（児童相談所）の属性 
 アンケートに回答した⼈の属性は以下の通りであった。 
 
（１）運営事業者 
 ⅰ）運営事業者の所属する区・施設 
   20施設の職員から回答が得られた。 
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所属の区・施設 回答数 

 鶴⾒区 1  
 神奈川区 2  
 ⻄区 2  
 中区① 2  
 中区② 1  
 南区 2  
 港南区 1  
 保⼟ケ⾕区 1  
 旭区 1  
 磯⼦区 1  
 ⾦沢区 0  
 港北区 1  
 緑区 2  
 ⻘葉区 1  
 都筑区 11  
 ⼾塚区① 1  
 ⼾塚区② 1  
 栄区 5  
 泉区 5  
 瀬⾕区① 1  
 瀬⾕区② 1  

 
ⅱ）回答者の職種 

   統括責任者、⽣活⽀援スタッフを中⼼とした、普段から対象者に関わりのある職員
から回答が得られた。 

 

統括責任者, 14

⽣活⽀援スタッフ, 23

⽣活⽀援アシスタント, 4

送迎スタッフ, 2
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ⅲ）回答者の当事業への従事期間 

   ３年以上が半数以上、１年以上従事している職員を中⼼とした職員から回答が得ら
れた。 

 
 
（２）区・局（児童相談所） 
 ⅰ）所属する区・局（児童相談所） 
   17の区と児童相談所の職員から回答が得られた。 

所属の区・局 回答数 

 鶴⾒区 3  
 神奈川区 1  
 ⻄区 2  
 中区 1  
 南区 0  
 港南区 3  
 保⼟ケ⾕区 7  
 旭区 1  
 磯⼦区 1  
 ⾦沢区 2  
 港北区 7  
 緑区 1  
 ⻘葉区 2  
 都筑区 1  
 ⼾塚区 14  
 栄区 1  

６カ⽉未満, 1

６カ⽉以上, 1

１年以上, 16
３年以上, 25
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 泉区 4  
 瀬⾕区 1  
 こども⻘少年局（児童相談所） 4  

 
ⅱ）回答者の所属課 

   こども家庭⽀援課の職員を中⼼に回答が得られた。 

 
 
ⅲ）回答者の職種 

   社会福祉職の職員を中⼼に回答が得られた。 

 
 
ⅳ）回答者の寄り添い型⽣活⽀援事業の認識 

   1 ⼈を除き全員が「事業を知っている」と回答した。また、回答者のうち、実際に 
「施設に⾏ったことがある」のは、約 2/3 の 30 名であった。 

 

こども家庭⽀援課, 35

⽣活⽀援課, 7

中央児童相談所, 2

北部児童相談所, 2

事務, 16

社会福祉職, 29

保健師, 1

45

30

0

20

40

60

01 事業を知っている 02 施設に⾏ったことがある
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２−２．アンケート結果の分析 
２−２−１．アンケート結果からみた傾向分析及び考察 

アンケート結果の詳細及び傾向の分析および考察は、別資料「アンケート集計・分析結
果報告書」に記す。 
 

２−２−２．個別ヒアリング調査に向けて確認すべき項⽬の抽出 
前項の傾向分析及び考察を踏まえて、個別ヒアリング調査に向けて重点的に確認すべき

項⽬を抽出した。抽出する際の観点として、以下の点を考慮した。 
 
Ø 事業者と区担当部署の認識の相違のある項⽬について、認識の確認及び原因の深掘り 
Ø 複数回答があった項⽬について、優先順位をつけるための確認 
Ø 結果に偏りがある項⽬について、原因の深掘り 
Ø 結果にばらつきがある項⽬について、認識の確認、原因の深掘り、その他の意⾒の確

認 
Ø 選択肢「その他」の詳細な意⾒の確認 
Ø 仕様書の課題として捉えていた部分で、アンケートの設問に含まれていなかった、⼜

は、詳細に意⾒を取得できていないものに関しての、意⾒の確認 
 
 作成したヒアリングシートは「３−１．個別ヒアリング調査の実施概要」に掲載する。 
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３．当事業受託事業者への個別ヒアリング調査 

３−１．個別ヒアリング調査の実施概要 
 
①調査対象の事業者 

市内で寄り添い型⽣活⽀援事業を受託し、運営する 14の事業者のうち、21 施設を
こども⻘少年局⻘少年育成課が調査対象の事業者として選定した。ヒアリング調査を
⾏った事業者については、下表の「実施有無」欄に「○」を付した。 

実施有無 区 運営事業者 
 鶴⾒ NPO法⼈サードプレイス 

○ 神奈川 公益財団法⼈ よこはまユース 

○ ⻄ 公益財団法⼈ よこはまユース 

○ 中① ⼀般社団法⼈ ことぶき⻘少年広場 

○ 中② 公益財団法⼈ よこはまユース 

○ 南 社会福祉法⼈ たすけあいゆい 

○ 港南 株式会社キズキ 

○ 保⼟ケ⾕ NPO法⼈ ちゃっと 

○ 旭 株式会社キズキ 

○ 磯⼦ 株式会社キズキ 

○ ⾦沢 株式会社 理究キッズ 

○ 港北 株式会社キズキ 

○ 緑 株式会社 理究キッズ 

○ ⻘葉 NPO法⼈ パノラマ 

○ 都筑 NPO法⼈ アーモンドコミュニティネットワーク 

○ ⼾塚① 株式会社スマイルワン 
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○ ⼾塚② 株式会社スマイルワン 

○ 栄 株式会社スマイルクルー 

○ 泉 社会福祉法⼈ ル・プリ 

○ 瀬⾕① NPO法⼈ ワーカーズわくわく 

 瀬⾕② NPO法⼈ でっかいそら 

 
②調査⽅法 

調査に当たっては、事前に回答を検討できるよう、こども⻘少年局⻘少年育成課か
ら、ヒアリングを⾏う事業者に対してヒアリングシートを E メールにて送付した。 
ヒアリング当⽇は、事業者、調査員、こども⻘少年局⻘少年育成課担当者の三者に

て事業実施施設に訪問し、ヒアリングシートに基づいて、対⾯⽅式のインタビュー形
式で⾏った。 

 
③調査期間 
  調査期間は、令和６年６⽉３⽇〜１３⽇とした。 
 
④調査内容 

調査に当たっては、対象者、施設の基準、定員、利⽤頻度、開所時間、施設外の⽀
援、送迎の⽅法、事業効果の判断、成果連動型⺠間委託⽅式、⽀援終了の判断、最終ア
ウトカムに関する内容について回答を取得した。 

以下に、ヒアリングシートを掲載する。 
 

横浜市寄り添い型⽣活⽀援事業 ヒアリングシート 
調査員：        

調査基本情報 
調査対象団体  
調 査 ⽇ 時 令和６年６⽉ ⽇（ ） ：  〜    ： 
対象区及び住

所 
区（住所：  区 ） 

調 査 対 象 者 代表              ⽒、 他   ⼈ 
 
１．対象者について 
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１）現在の対象者は、実施要綱４条１項１号〜５号のとおりですが、当事業で特に⽀援
すべき対象者が不明瞭であったため、対象者を整理したいと考えています。例えば、
「⽣活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境に関して課題
のある主に学齢期以降の児童及びその保護者」というように整理した場合、⽀援に影響
があると思いますか。 
 
２．施設の基準について 
１）アンケート項⽬に記載した設備はまんべんなく必要という回答がありましたが、施
設に必要な設備として、優先順位が低いと考えられるものを強いて挙げるとすれば、そ
の理由とともに教えてください。 
 
２）居間、キッチン、便所を必要とされる⽅が⾮常に多い結果となりました。キッチン
についてどのような⽬的/シーンで活⽤されていますか。 
 
３．定員について 
１）施設の間取りとして、部屋【２つ】または【３つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ
⼜はＬＤＫが【10畳以上】と回答された⽅が⾮常に多い結果となりました。このような
間取りの施設だった場合に、具体的にどのような⽤途で使⽤することが想定できるか、
教えてください。 
 
２）１）で質問した間取りを選んだ理由として、「適切な⽀援のためには、児童が集ま
れるスペース以外に学習室や静養室など⽬的をもった部屋も必要であるため、ある程度
区切られる部屋が事務室含め２つ以上必要である」と回答された⽅が⾮常に多い結果と
なりました。ここでいう「ある程度区切られる部屋」としてどのような⽤途で使⽤する
ことが想定できるか、教えてください。 
 
３）１）では、パーソナルスペースが１⼈あたり 1.5畳〜2畳という回答が多く⾒受け
られましたが、その理由を教えてください。 
 
４）現在の⽀援の⼈員体制を教えてください。その⼈員は貴施設の運営において充⾜し
ていますか。不⾜しているとしたら、その⼤きな理由を教えてください。 
 
５）現在の１⽇あたりの受け⼊れ可能な⼈数を教えてください。その定員とした理由は
何ですか？  
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６）上記（５）と関連して、スタッフの⼈員を増員した場合に受⼊⼈数を増やすことは
可能ですか？その理由とともに教えてください。 
 
４．利⽤頻度について 
１）現在の要綱では、対象者は原則週２⽇の利⽤となっています。利⽤頻度として週２
⽇が望ましいと考える事業者が⾮常に多いですが、週１⽇、３〜５⽇などとした場合に
起こり得る不都合があれば、その理由とともに教えてください。また、利⽤する児童が
どのように思っているか聞いたことがありますか？ 
 
５．開所時間について 
１）開所時間は平⽇・休⽇問わず 1 ⽇ 5 時間が望ましいとする回答が多くなっています
が、それより⻑く開所した際に考えられる不都合があれば教えてください。また、利⽤
する児童がどのように思っているか聞いたことがありますか？ 
 
２）現在、今後、児童への⽀援を充実させるための⼀案として、学校の休業⽇（⻑期休
暇期間等）を活⽤し、⻑時間の⽀援を継続的・集中的に実施できる期間を設けたいと考
えています。しかし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）の８時間開所が望ましいと考え
る事業者が⾮常に少ないですが、実施が難しいと思われる理由があれば教えてくださ
い。また、どのようにしたら実施可能となり得るか、教えてください。 
 
６．施設外の⽀援について 
１）当事業における、事業者と対象者の保護者との関わり⽅について教えてください。 
 
２）施設外の活動の⽬的として重視したい事項について、「児童に多様な経験をさせた
い」という意⾒が多く寄せられました。普段の施設内での活動、または、家庭での⽣活
がどうしても単調にならざるを得ない可能性もあると考えていますが、普段の施設内で
の活動や、児童の家庭での⽣活についてバラエティに富んだものとなっているか、わか
る範囲で教えてください。 
 
３）施設外の活動の具体的な内容に関して、「内容問わず施設外に出ること⾃体が良い
経験になる」という考え⽅と、「普段できないような体験を何かさせたい」という意⾒
がありますが、施設外の活動の具体的な内容として望ましいと考えることを、理由とと
もに教えてください。また、利⽤する児童がどのように思っているか聞いたことがあり
ますか？ 
 
７．送迎の⽅法について 
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１）現在は２名体制で送迎されていますが、条件付きで１名体制での送迎を認めて欲し
いと意⾒も数多く寄せられました。どちらの⽅法で送迎すべきであると考えるか、理由
とともにご意⾒を教えてください。また、利⽤する児童がどのように思っているか聞い
たことがありますか？ 
 
２）送迎⽅法の１つとして、「タクシー送迎」を⼀案として検討しています。この点は
導⼊すべきである、すべきでないという意⾒が分かれています。導⼊すべきであるか否
か、その理由とともにご意⾒を教えてください。 
 
３）現在の２名体制、現在の送迎における、児童に対する良い⾯について教えてくださ
い。 
 
８．事業効果の判断について 
１）事業効果を表すものとして、「保護者への聞き取り」という意⾒が多く⾒られまし
た。児童の変化（現れる効果）について、実際に保護者とどのような話をしているか教
えてください。 
 
２）事業効果の測定にあたって、区の職員に望む内容を理由とともに教えてください。 
 
３）事業者アンケートの⾒直しが必要という意⾒が多く寄せられました。もし⾒直しを
⾏うとしたら、どのような項⽬があると良いと考えますか。その理由とともに教えてく
ださい。 
 
９．成果連動型⺠間委託⽅式について 
１）これは、区が成果指標（事業⽬標）を発注し、事業者が独⾃の事業⼿法で成果指標
達成のために事業を実施していくもので、成果の達成度に応じた委託費を⽀出するもの
です。事業者は⽬標達成のために創意⼯夫による事業実施ができ、⾏政は成果が達成で
きなかった事業の予算を削減することができるというメリットがあります。「なにをし
たか」よりも「どうなったか」を重視する契約⽅法です。このような契約⽅法を当事業
に導⼊することについて、どう考えるか。 
 
10．⽀援終了の判断について 
１）⽀援終了の判断を下す際の、区の職員と事業者との協議内容、⽅法について教えて
ください。 
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２）⽀援終了の区切りとして、学校の卒業のタイミングという意⾒が多く寄せられまし
た。この⽀援終了のタイミングについて、どのようにお考えですか。もし他に良い区切
りがあるとしたら、そちらを区切りとして⽀援終了にすべきであると考えますか。その
理由ともに教えてください。 
 
11．最終アウトカムの検討について 
１）全体的には、「将来について明るい希望を持っている」「将来のイメージができて
いる」ことが⽬的であると回答した⽅が多かったものの、「（⽣きようと思ってくれて
いることだけで⼗分である」と回答した⽅も⼀定数⾒られました。貴事業者で将来イメ
ージは描けないけど⽣きようとは思っている児童がいた場合の⽀援の⽅法について教え
てください。 
 
２）アンケートでは、「将来について明るい希望を持っている」「将来のイメージがで
きている」「（⽣きようと思ってくれていることだけで⼗分である」の２つから選択い
ただきましたが、その他にお考えの最終アウトカムがありましたら、その理由とともに
教えてください。 
 
以上 

 

３−２．個別ヒアリング調査の分析 
３−２−１．ヒアリング結果からみた傾向分析 

結果の詳細は、別資料「ヒアリング集計結果報告書」に記す。 
 

３−２−２．書⾯調査に向けて確認すべき項⽬の抽出 

アンケート調査と事業者の個別ヒアリングを⾏った結果、以下の２つの観点から区職員
に確認すべき内容があると判断した。 

 
Ø 事業者と、区職員から取得したアンケートの回答内容に基づいて、細かい部分や掘り

下げて確認すべきという観点 
Ø 事業者へのヒアリングを実施したところ、区職員のアンケート回答とのずれがあると

⾒受けられたことにより、区職員の意⾒も確認する必要があるという観点 
 
 書⾯調査にあたっては、ヒアリングシートを抜粋し、区職員の観点から回答できるよ
う、⼀部内容を改訂した書⾯を作成した。書⾯の内容は「４−１−１．調査概要」に掲載
する。 
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４．区担当部署への書⾯調査 

４−１．書⾯調査の実施 
４−１−１．調査概要 

 

①調査対象 
調査は各区の担当部署とした。 
 

②調査⽅法 
調査に当たっては、こども⻘少年局⻘少年育成課から、書⾯データを E メールにて

送付した。各区では回答を取りまとめて、区ごとに E メールにて提出した。 
 

③調査期間 
  調査期間は、令和６年６⽉７⽇〜６⽉１４⽇とした。 
 
④調査内容 

調査に当たっては、対象者数及び属性の把握、利⽤頻度、開所時間、送迎の⽅法、
事業効果の判断、成果連動型⺠間委託⽅式、⽀援終了の判断、最終アウトカムに関する
内容について回答を取得した。なお、回答が難しい場合は「わからない」と回答するよ
う依頼した。 

 
以下に、書⾯を掲載する。 
 

書⾯調査（寄り添い型⽣活⽀援事業の充実に係る調査） 
 
【区名】 
【補⾜】できるだけ全ての項⽬にご回答いただきたいですが、回答が困難な場合は、
「わからない」と記載ください。 
【調査項⽬】 
１.対象者数について 
（１）「⾷事、⾐服、⽣活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養
育環境に関して課題のある主に学齢期以降（６〜15歳）の児童及びその保護者」に該当
する⽅が、現在の寄り添い型⽣活⽀援事業の登録家庭に何％程度いるか教えてくださ
い。 
（２）寄り添い型⽣活⽀援事業をこども家庭⽀援課が所管している区にお伺いします。 
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 上記（１）の「 」内の家庭が各区の要保護児童等進⾏管理台帳の中で何％程度いる
と思うか教えてください。 
２.対象者について 
（１）現在の対象者は、実施要綱４条１項１号〜５号のとおりですが、当事業で特に⽀
援すべき対象者が不明瞭※であったため、対象者を整理したいと考えています。例え
ば、「⽣活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境に関して
課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者」というように整理した場合、⽀援に
影響があると思いますか。 
３.利⽤頻度について 
（１）現在の要綱では、対象者は原則週２⽇の利⽤となっています。利⽤頻度として週
２⽇が望ましいと考える事業者が⾮常に多いですが、週１⽇、３〜５⽇などとした場合
に起こり得る不都合があれば、その理由とともに教えてください。また、利⽤児童がど
のように思っているか、⽿にしたことがありますか。 
４.開所時間について 
（１）開所時間は平⽇・休⽇問わず１⽇５時間が望ましいとする回答が多くなっていま
すが、それより⻑く開所した際に考えられる不都合があれば教えてください。また、利
⽤児童がどのように思っているか、⽿にしたことがありますか。 
（２） 児童への⽀援を充実させるための⼀案として、学校の休業⽇（⻑期休暇期間
等）を活⽤し、⻑時間の⽀援を継続的・集中的に実施できる期間を設けられないか考え
ています。しかし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）の８時間開所が望ましいと考える
事業者が⾮常に少ないですが、実施が難しいと思われる理由があれば教えてください。
また、どのようにしたら実施可能となり得るか、教えてください。 
５.送迎の⽅法について 
（１）送迎⽅法の⼀つとして、「タクシー送迎」を⼀案として検討しています。この点
は導⼊すべきである、すべきでないという意⾒が分かれています。導⼊すべきであるか
否か、その理由とともにご意⾒を教えてください。 
６.事業効果の判断について 
（１）事業効果を表すものとして、「保護者への聞き取り」という意⾒が多く⾒られま
した。児童の変化（現れる効果）について、実際に保護者とどのような話をしているか
教えてください。 
（２）事業効果の測定にあたって、事業者に望む内容を理由とともに教えてください。 
（３）事業者アンケートの⾒直しが必要という意⾒が多く寄せられました。もし⾒直し
を⾏うとしたら、どのような項⽬があると良いと考えますか。その理由とともに教えて
ください 
７.成果連動型⺠間委託⽅式について 
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（１）これは、区が成果指標（事業⽬標）を発注し、成果の達成度に応じた委託費を⽀
出するものです。事業者は⽬標達成のために創意⼯夫による事業実施ができ、⾏政は成
果が達成できなかった事業の予算を削減することができるというメリットがあります。
「なにをしたか」よりも「どうなったか」を重視する契約⽅法です。このような契約⽅
法を当事業に導⼊したいかどうか、また、その理由を教えてください。 
８.⽀援終了の判断について 
（１）⽀援終了の判断を下す際の、区の職員と事業者との協議内容、⽅法について教え
てください。 
（２）⽀援終了の区切りとして、学校の卒業のタイミングという意⾒が多く寄せられま
した。この⽀援終了のタイミングについて、どのようにお考えですか。もし他に良い区
切りがあるとしたら、そちらを区切りとして⽀援終了にすべきであると考えますか。そ
の理由も教えてください。 
９.最終アウトカムの検討について 
（１）全体的には、「将来について明るい希望を持っている」「将来のイメージができ
ている」ことが⽬的であると回答した⽅が多かったものの、「⽣きようと思ってくれて
いることだけで⼗分である」と回答した⽅も⼀定数⾒られました。将来イメージは描け
ないけど⽣きようとは思っている児童がいた場合の⽀援の⽅法について教えてくださ
い。 
（２）アンケートでは、「将来について明るい希望を持っている」「将来のイメージが
できている」「⽣きようと思ってくれていることだけで⼗分である」の２つから選択い
ただきましたが、その他にお考えの最終アウトカムがありましたら、その理由とともに
教えてください。 

 

４−１−２．実施成果 

市内 18 区に調査依頼を⾏い、全 18 区から回答が得られた。 
 

４−２．書⾯調査の分析 
４−２−１．書⾯調査内容の傾向分析 

結果の詳細は、別資料「書⾯調査集計結果報告書」に記す。 
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５．各種調査を踏まえた考察と、⽀援の⽅向性 

５−１．⽀援すべき対象者の整理 
※アンケート項⽬はなく、事業者へのヒアリング及び、区職員への書⾯調査を実施した。 

５−１−１．書⾯調査の結果集計 
書⾯調査 
項⽬１―（１）「⾷事、⾐服、⽣活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児
童等、養育環境に関して課題のある主に学齢期以降（６〜15歳）の児童及びその保護
者」に該当する⽅が、現在の寄り添い型⽣活⽀援事業の登録家庭に何％程度いるか教え
てください。 

 
 平均値：８５％（未回答は除く） 

 

５−１−２．考察 
当項⽬はアンケートを実施せず、事業者へのヒアリングと区への書⾯による調査を⾏っ

た。事業者、区ともに、⼤枠においては、定義した⽂⾔で⽀援に影響は無いという⾒解で
あった。 

 
書⾯調査で回答のあった 18 区の平均を算出すると、85%の児童が⼀致しているという結
果となった。100%網羅できている区も回答中半数以上の 9区あった。「権利擁護（の対象
者）だけをカウントして４割程度の数値を記⼊したが、⽣保も⼊れるともっと多いと考え
る」という意⾒もあり、実際の平均値はもっと⾼い数値と考えられる。 
 上記調査の結果から、定義した⽂⾔の属性と、現在の対象者の属性が概ね⼀致している
ことが裏付けられた。 
 

対象者の定義に関して事業者と区で⾒解が逆の⽴場であり、事業者からは、「⽂⾔によ
って対象者の厳格な定義をしてしまうと、柔軟な対応が困難になる」という⽴場、区は
「抽象的な表現になることで、個別のケースが対象になるかがわかりづらい」という⽴場
であった。 
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現状は、対象者の受け⼊れにあたって、区と事業者のコミュニケーションが⽇頃より取
れているところではスムーズに⾏えているという意⾒が多かったため、個別に合意形成を
しながら判断しているものと思われる。 
 

５−１−３．⽀援の⽅向性 
考察を踏まえると、「⽣活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養

育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者」を対象者に設定しても
問題はないと判断ができる。ただし、市⺠に公開される実施要綱に「不適切」や「課題が
ある」などの⽂⾔が⼊ることで⽀援拒否や⼈権侵害などのリスクがあるという意⾒がある
ため、公開される⽂⾔の選定については慎重な検討が必要であると考えられる。 
 今後の⽀援にあたり、⽀援を決定するに当たって、「要保護児童等進⾏管理台帳」に登
録されている児童を重点に当事業の対象者を明らかにする⽅法を策定するとともに、個別
ケースの該当有無の事例について、ガイドライン等が必要であると考えられる。 
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５―２．要保護児童等進⾏管理台帳における対象者の割合の把握 
５−２−１．アンケートの結果（区・局職員のみ回答） 
項⽬１：寄り添い型⽣活⽀援事業の登録家庭について、「⾷事、⾐服、⽣活環境等につ
いて、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境に関して課題のある主に学齢期
以降（６〜15歳）の児童及びその保護者」の家庭が増えてきています。そこで、⾏政職
員の皆様にお伺いします。要保護児童等進⾏管理台帳において、前述の括弧内に該当す
る家庭が何割程度いますか。以下の選択肢から選んでください。（例：100 ケースある
うちの 10 ケース程度該当すると思われる場合は 10%を選択） 

 
 平均値：21.2%（「わからない」の回答は除く） 
 

５−２−２．書⾯調査の結果集計 
設問：寄り添い型⽣活⽀援事業をこども家庭⽀援課が所管している区にお伺いします。
「⾷事、⾐服、⽣活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境
に関して課題のある主に学齢期以降（６〜15歳）の児童及びその保護者」内の家庭が各
区の要保護児童等進⾏管理台帳の中で何％程度いると思うか教えてください。 

 
 平均値：57％（未回答は除く） 
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５−２−３．考察 
アンケートでは、「わからない」を除く 25名の回答の中では、「30%以上」の回答が

52%を占め、最も多かった。その他は「10%」の回答が 20%、「5％」の回答が 12%と続
き、平均値は 21.2%であった。そのため、「30%以上」の具体的数値を調査するために、
改めて書⾯にて区に確認した。 

 
書⾯調査では、網羅率は平均で 57%という結果となった。区別の回答を⾒ると、０%〜

100%と、幅広い結果となっており、また、「わからない」という回答も約 22%の区（4区
/18 区）で⾒受けられた。区ごとに基準が⼀定でないこと、全数を把握し切れていない区
もあることがわかった。 

 
同じ内容をアンケートと書⾯調査で実施したが、アンケートと結果が⼤きく異なること

となった。書⾯調査は区ごとに意⾒を取りまとめての提出であり、数値は⾃由回答だった
点から、書⾯調査の⽅が回答の信頼性は⾼いと考えられる。 
 

５−２−４．⽀援の⽅向性 
 当事業の対象となり得る児童の総数は、要保護児童等進⾏管理台帳の登録児童数の 57%
であるという結果が得られた。 
 横浜市が管理している「令和５年度寄り添い型⽣活⽀援事業 学年別登録者数」による
と、令和６年３⽉末時点での当事業への登録者は 364 名である。そこで、現在登録者と、
要保護児童等進⾏管理台帳の登録児童数の 57%にあたる⼈数を⽐較して、施設の定員が不
⾜しているようであれば、さらに施設の拡充を図ることが必要である。 
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５−３．施設の基準（施設に必要な設備） 
５−３−１．アンケートの結果 
項⽬２：施設に必要な設備として、あてはまるものをすべて選んでください。 

 

【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
 
 
 
項⽬３：項⽬２で選んだ設備について、選んだ理由としてあてはまるものをすべて選ん
でください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 
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５−３−２．考察 
事業者の回答は「キッチン」、「便所」、「洗⾯所」が 100%の割合だった。その他の

設備も 90%以上の回答者が必要と回答した。 
 
区・局の回答は「居間」「便所」「洗⾯所」が 100%の割合だった。その他の設備も
90%以上の回答者が必要と回答した。 

事業者、区・局ともに「基本的な⽣活習慣等の習得に係る⽀援のため」の回答の⽅が
「居場所機能のある施設として必要なため」と⽐較して 15%程度⾼かった。ただし、「居
場所機能のある施設として必要なため」も事業者・区・局ともに 80%以上の回答者が必要
と回答しており、いずれも理由として当てはまる。 
 

事業者のヒアリング結果として、優先度の⾼いキッチンの⽤途としては以下の⽤途に分
類されると考えられる。 

ü 「⾃⽴⽀援として⾃分で調理、配膳などを⾏う」など、当事業の⽬的である⽣活
⽀援の⼀環としての⽤途 

ü 「季節のイベント時のおやつを作る」といった補⾷・おやつの⽀援 
ü 「調理を通じてコミュニケーションをとり、家庭の状況を把握するケースや、こ

どもの本⾳を聞く」といったコミュニケーションの⽤途。 
 

５−３−３．⽀援の⽅向性 
上記の結果を踏まえて、「居場所の提供」というよりは「⽣活習慣等の習得」により重

きをおいていることがわかる。その観点から必要な設備を選定していく必要がある。 
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５−４．施設の基準（設備の優先度） 
５−４−１．アンケートの結果 
項⽬４：項⽬２で選んだ中で、施設として優先順位が低いものを３つ選んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
 
 
 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 
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項⽬５：項⽬４で選んだ設備について、選んだ理由としてあてはまるものを１つ選んで
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５−４−２．考察 
優先度の⾼い項⽬に関して、事業者は「脱⾐所」「浴室・シャワー室」はそれぞれ
77%、81%と他の選択肢と⽐較してやや低めであった。区・局は「学習室」「事務室」
「相談室・静養室」が必要という回答がいずれも 90%未満（約 83%）と、他の選択肢と⽐
較してやや低めであった。 
 
優先度の低い項⽬に関して、事業者は「洗濯機置き場」「脱⾐所」といった洗濯、⼊浴

に関する設備がそれぞれ 50%を超えた。また、「学習室」「事務室」「相談室・静養室」
といった居間以外の機能を持つ部屋の回答も約 1/3ずつ⾒られた。 

区・局は「洗濯機置き場」が約 70%、「脱⾐所」が約 41%と⾼い割合だった。また、
「学習室」の回答も 50%を超えた。 
その理由として、事業者、区・局ともに、「他の設備に⽐べて⽀援への影響度は低い」

という回答が約 70%であり、⽀援の優先度を考慮した回答が伺える。 
事業者は区・局と⽐較して「⼈員体制の確保が困難である」という回答が多く、30%を
超える割合だった。「⼊浴⽀援」「洗濯⽀援」は⼈員体制の確保が困難な理由も相まって
⽐較的⽀援の優先度が低いという回答だった。 
 

事業者へのヒアリング結果として、事務室、学習室などは独⽴した⽤途ではなく、多⽬
的室のように複数の⽤途で使う部屋で⽤途を満たすという意⾒が多く⾒られた。また、⼊
浴、洗濯に関しては現在⽀援をしている施設とそうでない施設で優先度が⼤きく異なる結
果であり、区の地域性の実情や現在⽀援している児童の状況によって⼊浴・洗濯の必要有
無を回答しているように⾒受けられた。 

 

５−４−３．⽀援の⽅向性 
上記を踏まえて、「⼊浴⽀援」「洗濯⽀援」の優先度が低いことは事実ではあるが、こ

の結果だけから設備の有無を決めることは困難であると考える。今後⼊浴⽀援や洗濯⽀援
が必要となった児童が⼊所した時に困らないような設備の選定が必要である。 

現状、「⼊浴⽀援」「洗濯⽀援」は任意⽀援ではあるが、当該設備が無いことで⽀援を
⾏うことができない場合は、⼊所の際に保護者に⽀援を⾏わない旨の説明が必要となる。 
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５―５．施設の間取りについて 
５−５−１．アンケートの結果 
項⽬６：施設として適切な間取りだと思うものを１つ選んでください。 
（前提） 
・１畳を 1.65㎡とします。 
・児童・スタッフが集まるスペースにはテーブルや棚などを設置しており、２畳程度必
要とします。 

 

【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
【選択肢の内容】 
①部屋【１つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【８畳未満】 
②部屋【１つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【８畳以上】 
③部屋【２つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳未満】 
④部屋【２つ】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳以上】 
⑤部屋【３つ以上】とＤＫ⼜はＬＤＫがあり、ＤＫ⼜はＬＤＫが【10畳以上】 
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項⽬７：項⽬６の間取りを選んだ理由として、あてはまるものを全て選んでください。 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 

 
 
【選択肢の内容】 
①適切な⽀援のためには、こどもたちが⼀緒の空間で⽬の届くところにいることが必要だ
と考えるため、個室は事務室があれば良い 
②適切な⽀援のためには、児童が集まれるスペース以外に学習室や静養室など⽬的をもっ
た部屋も必要であるため、ある程度区切られる部屋が事務室含め２つ以上必要である 
③前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈のパーソナルスペ
ースとスタッフが関りをもつスペースとしては【１畳分】の⾯積が適切である 
④前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈のパーソナルスペ
ースとスタッフが関りをもつスペースとしては【1.５畳分】の⾯積が適切である 
⑤前提を考慮し、児童・スタッフが集まるスペースについて、児童⼀⼈のパーソナルスペ
ースとスタッフが関りをもつスペースとしては【２畳分】の⾯積が適切である。 
 

５−５−２．考察 
アンケートの回答からは、事業者、区・局ともに、DK⼜は LDKの広さが 10畳以上必

要とする回答が多く、それぞれ 84%、73%となった。また、DK⼜は LDKを除く部屋の数
については 2 つという回答が最も多く、それぞれ 51%、43%であった。 

また、事業者、区・局ともに「適切な⽀援のためには、児童が集まれるスペース以外に
学習室や静養室など⽬的をもった部屋も必要であるため、ある程度区切られる部屋が事務
室含め２つ以上必要である」という回答が最も多く、それぞれ 79%、70%を占めた。 

さらに、パーソナルスペースとして、事業者は 1.5畳、2畳の順に⾼く、区・局は 2
畳、1.5畳の順に⾼かった。パーソナルスペースの定義として「児童だけでなくスタッフ
が同じ部屋にいることも加味して算出すべきである」という意⾒が⾒られた。 
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事業者のヒアリングの意⾒からは、部屋の広さに関しては、広いに越したことはない
が、施設の制約があるようであればやむを得ないという意⾒が多かった。最も広い DK⼜
は LDKを「みんなが集まれる団欒の場所としての居間」としての位置付けで利⽤してい
る。 

その他の 2部屋の⽤途としては、「こどもが⼀⼈になれる部屋（多⽬的室）」「事務室
⼜は保護者、関係機関との⾯談に使うための、こどもとの現場の関わりには直接必要のな
いバックヤード的な要素のある部屋」という意⾒が多かった。「こどもが⼀⼈になれる部
屋」の必要性としては、児童がさまざまな家庭環境にあり１⼈のパーソナルスペースを持
てる環境が少ないこと、そして、特性により⼤勢の場所が苦⼿なこどもが⾒られるという
意⾒も挙げられた。また、こどもの性格や特性、こどもどうしの相性などの理由により、
⼀⼈になりたいこどもの居場所としての⽤途が必要であるとの意⾒も⾒られた。 
「事務室」等バックヤード的な要素のある部屋に関しては、プライバシーに関わる書類

や、保護者、関係機関と⾯談しているところを児童に⾒られたくないという理由から必要
性を上げる声が⾒られた。 
 

５−５−３．⽀援の⽅向性 
間取りの検討に当たっては、後述する「スタッフの⼈員体制」及び「児童の定員」を考
慮の上検討する必要がある。スタッフの⼈員体制は 4〜5名、児童は 5名が望ましいとの
結果を踏まえて、施設の間取りについて以下に記載する。 
パーソナルスペースを 1 ⼈ 1.5畳取るためには、児童 4 名＋スタッフ 3名＝7 名が居間

で過ごすとすると 10.5畳以上の DK⼜は LDK、そして別室として 1名の児童＋スタッフ 1
名が過ごすための多⽬的室、さらにスタッフ 1名が過ごす事務室が最低限必要となる。 
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５―６．⼈員体制について 
５−６−１．アンケートの結果 
項⽬８：⽀援を実施する際の⼈員体制としてあてはまるものを１つ選んでください。 
（前提） 
・平⽇の通常の開所⽇とします。 
・定期的に来ている利⽤者が通常通りに利⽤する予定とします。 
・送迎が必要な児童がいるものとします。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
        平均：3.67 名             平均：3.39 名 
        ※「5名以上」の回答は 5名とみなして算出。 
 
項⽬９：項⽬８を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選んでください。 

【事業者の回答】            【区・局の回答】 
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５−６−２．考察 
アンケートの結果は、事業者は 3名、4 名の順に回答が多く、それぞれ 46%、40%であ

った。区・局も 3名、4 名の順に多く、それぞれ 54%、26%であった。アンケートの回答
における平均の⼈員体制の⼈数はそれぞれ 3.67 名、3.39 名と、事業者の⽅が⼈員を多く回
答する傾向にあった。また、その理由としては、事業者、区・局ともに「適切な⽀援を実
施するため」を回答する割合が 90%を超えており、⼈員不⾜によってやむをえない⼈員体
制ではなく、適切な⽀援を実施するために必要な⼈員体制を敷いていることがわかる。 

 
事業者へのヒアリングの結果からは、事業者の運営⽅針によって、スタッフ１⼈に対し

てこども１名のマンツーマン体制の事業者や、１対２の事業者が⾒られる。送迎や急なト
ラブル対応がなければ、⽐較的⼈員体制は⾜りていると考えている事業者が多い。中に
は、地域住⺠や学⽣のボランティアスタッフを活⽤することで⼈員体制を構築している事
業者も⾒られる。また、こどもの⽀援は複数名で⾏うことが定説であり、何かトラブル等
があった時に第三者が確認できてスタッフの負担や不安感を減らすことや、⼀⼈のスタッ
フに責任を負わせないための体制構築が必要であるという意⾒もあった。 

送迎対応のためにスタッフの不⾜感を感じる事業者も⾒られると同時に、送迎スタッ
フが送迎から戻ってきた後は過剰⼈員になるケースも⾒受けられ柔軟なスタッフ配置が困
難であるケースが⾒受けられる。また、発達障害のあるこどもなど、専⾨的⾒地を持たな
いスタッフでは⾒守りが難しいケースがあり、その場合に現場対応の忙しさから不⾜感を
抱えるケースが⾒受けられる。 
 

５−６−３．⽀援の⽅向性 
今後、当事業における運営⽅針をどのように定めるかにもよるが、児童 5名を⽀援する

ためには、最少でも 4名、最⼤で 5名のスタッフが必要になる。 
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５―７．定員について 
５−７−１．アンケートの結果 
 
項⽬１０：適切な⽀援ができる１⽇の利⽤定員（イベント時は除く）として、あてはま
るものを１つ選んでください。 
（前提） 
・養育環境に課題があり、⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣等に対して、⽣まれ
育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひとりが基本的な⽣活・学習習慣を⾝に
つけるための⽀援等を実施することを⽬的とします。 
・登録定員は 20-25名とし、全ての児童が定期的に⽀援を受けられるものとします。 
・現在の⼈員体制を維持することとします。 
・施設は⼀軒家⼜は共同住宅の１室とします。 
・開所⽇数は週５⽇間、開所時間は１⽇あたり５時間以上とし、児童の⼊替はないもの
とします。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
       平均：5.63名              平均：6.39 名 
        
 ※「10 名以上」の回答は 10 名とみなして算出。 
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項⽬１１：項⽬１０の選択肢を選んだ理由としてあてはまるものをすべて選んでくださ
い。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
【選択肢の内容】 
①事業⽬的達成に寄与するため 
②現在の⼈員体制において適切な⽀援ができる定員である 
③建物の構造上、受け⼊れられる定員である 
④その他 
 

５−７−２．考察 
アンケート結果からは、事業者、区・局ともに「５⼈」「６⼈」の回答が多く、事業者

は 35％、33%、区・局は 20%、28％の割合であった。 
事業者の⽅が「５⼈」「６⼈」の回答に偏りがあり、合わせて約 68％だったのに対し

て、区・局は回答にばらつきがあり、合わせて 48%にとどまった。 
回答の平均利⽤定員は、事業者は 5.63名、区・局は 6.39 名と、区の⽅がやや多い傾向に
あった。 

その理由として、事業者、区・局ともに、「現在の⼈員体制において適切な⽀援ができ
る定員である」という回答が最も多く、それぞれ 93%、76%の割合であった。要項に定め
られている定員である 5名に合わせて⼈員体制を構築していることが伺える。 

また、「事業⽬的達成に寄与するため」「建物の構造上、受け⼊れられる定員である」
の回答割合は、事業者は約 46%、区は約 48%と半分弱であった。 

 
事業者へのヒアリング結果からは、受け⼊れ⼈員を決定する要因として、「施設の広

さ」「スタッフの⼈員体制」「運営⽅針」が挙げられた。「施設の広さ」「スタッフの⼈
員体制」に関してはハード⾯の課題であり、こども１⼈に対して、広さの⽬安やスタッフ
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が何⼈⽀援につくかといった決定の⽅法、送迎にあたってのスタッフの⼈数と送迎先の距
離、⽅向などによって決められる。 

また、「運営⽅針」に関しては、各施設の事業への考え⽅によって受け⼊れ⼈数の認識
に相違があり、地域特性や事業者の考え⽅によって異なっている。こどもに寄り添った⽀
援が必要と考える事業者もあれば、⽀援者とこどもの距離感をある程度保った⽀援が必要
と考える事業者もある。また、家庭のような雰囲気での⽀援が必要と考える事業者もあれ
ば、学校に近い形での⽀援が必要と考える事業者もあるが、原則として、送迎でスタッフ
が外出している時間帯以外は、スタッフと児童がマンツーマンで⽀援することが望ましい
という意⾒が多くの事業者から得られた。 
 

５−７−３．⽀援の⽅向性 
「考察」での説明を踏まえて、望ましい定員を算定するためには、間取り（施設のキャ
パシティ）と、スタッフの⼈員体制の２つの前提条件を付す必要がある。 
「施設の広さ」に関しては「5-5.施設の間取り」で説明の通り、スタッフ 4〜5名に対し

て児童 5名が過ごせる間取りが最適であるとの結果が得られた。「スタッフの⼈員体制
（送迎）含む」に関しては「5-6.⼈員体制」「5-12.送迎の⼈員体制」で説明の通り、スタ
ッフが 4~5名の場合に⽀援できる定員は 5名との結果が得られた。さらに、「運営体制」
において、スタッフと児童がマンツーマンで⽀援することが望ましいという結果も得られ
た。 

そのため、これらの前提条件を踏まえた上での１⽇の定員は、５名が最も望ましいと⾔
える。 
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５―８．利⽤頻度について 
５−８−１．アンケートの結果 
 
項⽬１２：児童が施設を利⽤する頻度として、望ましいものを１つ選んでください。
（参考：現在の要綱では、原則週２⽇の利⽤としています。１⽇の利⽤定員にもよりま
すが、頻度が⾼くなると実利⽤者は少なくなります） 
（前提） 
・養育環境に課題があり、⽀援を必要とする家庭に育つ⼩・中学⽣等に対して、⽣まれ
育った環境によって左右されることなく、⼀⼈ひとりが基本的な⽣活・学習習慣を⾝に
つけるための⽀援等を実施することを⽬的とします。 
・登録定員は 20-25名とし、全ての児童が定期的に⽀援を受けられるものとします。 
・現在の⼈員体制を維持することとします。 
・施設は⼀軒家⼜は共同住宅の１室とします。 
・開所⽇数は週５⽇間、開所時間は１⽇あたり５時間以上とし、児童の⼊替はないもの
とします。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 
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項⽬１３：項⽬１２において、該当の頻度を選んだ理由として、あてはまるものをすべ
て選んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①期間を開けても定期的な⽀援で効果は表れるため 
②定期的に児童や保護者の状況が確認できるため 
③施設以外で実践の機会を持ってもらうため 
④⽣活リズムが作りやすくなるため 
⑤期間を開けずに関わることで、短期間で効果を得られるため 
⑥登録定員全員に⽀援するには該当の頻度でないと難しいため 
⑦その他 
 

５−８−２．考察 
アンケート結果からは、事業者は 79%が「週２⽇」と回答したのに対して、区・局は
「週２⽇」が 46%、「週 3 ⽇」が 37%とやや回答が割れた。事業者は特に「週２⽇」に回
答が偏っていた。 

その理由としては、事業者・区ともに「定期的に児童や保護者の状況が確認できるた
め」「⽣活リズムが作りやすくなるため」の順に回答の割合が⾼かった。事業者は 81%、
53%の順、区・局は 78%、57%の順だった。週２⽇のペースで定期的に⽀援をすることで
児童や保護者の状況を確認するとともに⽣活リズムを作るという意図が⾒られた。 
 

事業者へのヒアリングからは、週１⽇の利⽤とすると、⽋席した場合に次の利⽤まで２
週間空くため、⽀援の回数が不⾜することで、こどもとの信頼関係が構築できない場合が
あることや、学んだことが習慣づかないこともある。 
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また、利⽤回数が多すぎると、児童にとって他の⽀援（他施設や地域の友達と過ごす時
間等）とのバランスが崩れてしまう点、保護者にとって都合の良い施設になってしまう
（無料で預かってもらえる施設と考えられてしまう）点、こどもが施設に依存してしまい
⾃⽴を妨げてしまう点、こどもにとって負担になってしまう点が挙げられる。 

事業者にとっては、こどもの利⽤回数が多すぎるとスタッフとの距離感の問題で⾃⽴を
妨げてしまう点や、こども同⼠の利⽤⽇の調整が困難になる点、シフト体制や送迎体制の
点で問題が発⽣しうる。 

こどもの意⾒としては、あまり聞いたことがないという区が多数であったが、こどもに
よって最適な利⽤頻度について話し合っているという区も⾒られた。 

ただし、児童相談所の案件など、安否確認で毎⽇その⼦の状態を確認する必要がある場
合は毎⽇利⽤すべきであるという意⾒があり、柔軟な運⽤が必要と考えられる。 
 

区への書⾯調査からは、利⽤回数を減らすことに関しては、不適切な養育状況に置かれ
ている児童への⽀援が不⼗分になるという意⾒が⾒受けられた。⼀⽅で、中学⽣や状況が
改善したこどもの場合はスポット的な利⽤でも⼤丈夫な場合もあり、個別の事情に応じて
柔軟に決めるべきであるという意⾒が⾒られた。 

利⽤回数を増やすことに関しては、「事業所の受け⼊れ体制を拡張しなければならない
点」、「キッズクラブや他の⽀援との差別化の問題」、「既存の利⽤者の既得権で新規受
け⼊れが難しくなる点」などに関する意⾒が⾒受けられた。 
 
また、横浜市がまとめている「令和５年度寄り添い型⽣活⽀援事業 学年別年間利⽤回
数」から読み取れる状況を以下に説明する。 
 
Ø 学年別利⽤者数をグラフに表すと以下の通りとなる。⼩学校５年⽣が最も多く、学年

が上がるごと、下がるごとに緩やかに利⽤者数が減少している。 
 

表１：学年別利⽤者数 
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Ø 全施設の学年別の年間平均来所回数を棒グラフに表すと以下の通りとなる。全児童の
年間平均来所回数は 66 回（⽉平均 5.5回）であった。当グラフから、中２、中３はや
や多い傾向が⾒られるものの、⼩学⽣に関しては概ね学年が上がるごとに利⽤回数が
減る傾向にある。また、施設別学年別の利⽤回数のばらつきを確認するために、標準
偏差を算出して縦線に表したところ、全ての学年において平均値からのばらつきが⾮
常に⼤きいことがわかった。このことから、学年に関わらず、利⽤頻度の⾼い児童と
低い児童が存在することがわかった。 
 

表２：学年別年間平均来所回数 
（棒グラフは来所回数、縦線は標準偏差に基づく来所回数のばらつき） 

 
表３：学年別年間来所回数の標準偏差（単位：回） 

標準

偏差 

⼩１ ⼩２ ⼩３ ⼩４ ⼩５ ⼩６ 中１ 中２ 中３ ⾼校⽣ 

43 49 42 45 55 33 38 46 55 4 

 

５−８−３．⽀援の⽅向性 
上記の考察を踏まえた結果、原則は週２⽇としながらも、児童や家庭の置かれた状況に
応じて不安定な場合は回数を増やしたり、逆に安定していたり学年が上がってイベントの
みの利⽤となった場合は、年度初めに利⽤⽇数を決める段階で始めから⽇数を減らして算
定し、実態に合わせた利⽤回数をあらかじめ設定することが望ましい。そのことで、事業
所全体の利⽤⼈数を増やすことが可能になると考える。 
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５―９．事業所の新規設置基準の検討について 
５−９−１．考察 
「５−５．施設の間取りについて」〜「５−８．利⽤頻度について」で得られた結果を
踏まえて、当事業の事業所の新規設置基準について検討を⾏う。事業所の新規設置にあた
っては、施設の定員を超えた児童の⼈数を区が把握したタイミング、つまり待機児童の発
⽣が条件となるが、その児童数について検討を⾏う。 
 
望ましい事業所の間取り、サイズについてはこれまで検討してきた通り、「10.5畳以上

の DK⼜は LDK（4名の児童＋スタッフ 3名が過ごす）、そして別室として多⽬的室（1
名の児童＋スタッフ 1名が過ごす）、さらにスタッフ 1名が過ごす事務室、そして、キッ
チン、便所、⼊浴室、洗濯室」が前提となる。 
 

なお、児童の利⽤率について、横浜市が管理している令和５年度の「学年別延利⽤者
数」と「学年別登録者数」から算出すると、平均で 1 ⼈あたり年間 66回利⽤していると
いう結果が得られた。同じく令和５年度（令和５年４⽉〜令和６年 3⽉）の暦の上での平
⽇は 246⽇であり、週２回利⽤する場合の最⼤利⽤回数は年間 98回（246 回×2/5）とな
る。 

これらの数値から算出される、週２回の利⽤を原則とした時の利⽤率の実績は、66 回÷
98回＝67%となる。 
 
 上記数値から、１施設あたりの１⽇の利⽤定員、週間実利⽤回数（契約上の利⽤回数×
利⽤率実績）から、１施設あたりの登録者数を算定する。算定のための数式は以下の通り
である。 
 
 登録者数＝１⽇の利⽤定員×5 ⽇÷週間実利⽤回数 
 
となる。 
 
上記数式に当てはめると、１⽇の利⽤定員が５名の場合、 
１施設あたりの登録者数＝5名×5 ⽇÷（週 2回×67%）＝19 名 
が適切である。 

 

５−９−２．⽀援の⽅向性 
上記の考察を踏まえて、19 名を超えた対象児童を区が把握した場合に、新規施設の設置

に対する検討が可能となる。  
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５―１０．開所時間について 
５−１０−１．アンケートの結果 
項⽬１４：施設の開所時間として、望ましいものを１つ選んでください。（送迎の時間
は含めません） 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
【選択肢の内容】 
①１⽇あたり５時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
②１⽇あたり６時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
③１⽇あたり７時間を基本とする（平⽇・休⽇問わない） 
④１⽇あたり５時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時間とする 
⑤１⽇あたり６時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時間とする 
⑥１⽇あたり７時間を基本とし、学校の休業⽇（⻑期休暇期間等）は８時間とする 
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項⽬１５：項⽬１４において、該当の開所時間を選んだ理由として、あてはまるものを
すべて選んでください。 

【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
【選択肢の内容】 
①計画的に必要な⽀援を実施するため 
②児童の状態・状況に合わせた⽀援を実施するため 
③⼩学⽣と中学⽣が来られる時間にするため 
④事務処理の時間が必要なため 
⑤送迎の時間を確保するため 
⑥選択したもの以上の開所時間は⼈員確保・配置が困難であるため 
⑦その他 
 

５−１０−２．考察 
アンケート結果から、事業者は「１⽇あたり５時間を基本とする（平⽇・休⽇問わな

い）」の回答が 63%と偏りが⾒られた。対して、区・局は「１⽇あたり５時間を基本とす
る（平⽇・休⽇問わない）」の回答が最も多かったものの割合は 33%だった。⻑期休暇期
間の⻑時間開所については、事業者は３つの選択肢合わせて 14%と回答割合が低かったの
に対して、区・局は合わせて 50%にのぼった。 

その理由として、事業者、区・局ともに「児童の状態に合わせた⽀援の実施」「⼩中学
⽣の来られる時間」の順に回答の割合が⾼かった。事業者は 72%、56%の順、区は 72%、
57%の順だった。 

事業者は「選択したもの以上の開所時間は⼈員確保・配置が困難であるため」の割合が
区と⽐較して⾼く、47%であった。これは、項⽬ 14における「通常時の 5 時間開所」「⻑
期休暇期間の 8 時間開所」が困難であるという意⾒と取ることができる。 
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事業者へのヒアリング結果からは、下校時刻から⼩学⽣は 15-18 時の 3 時間程度の利⽤
（中学⽣の場合は 17-20時といった意⾒も⾒られた）にとどまるためニーズが少ない可能
性が⾼いとの意⾒があった。 

⽬的の⾯からは、他の⽀援を含めた⽣活リズムの維持のためにも⻑時間開所するよりは
現状の開所時間が望ましいとする意⾒が多かった。そして、当事業がこどもの１⽇の⼤部
分を⾒守るのではなく、キッズクラブなど他の事業と合わせてこどもを包括的に⽀援すべ
きであるという意⾒が⾒られた。 

運営⾯では、開所時間が伸びることでスタッフ体制の確保、⾷事（昼⾷や⼣⾷など）の
⼿配、⽀援が早朝や夜間に及んだ際の近隣住⺠への騒⾳の配慮などが問題であるという意
⾒が⾒られた。 

 
区の書⾯調査からは、「当事業に「居場所機能」を追加するのであれば問題ない」「家

庭に居場所の無い⼦にとっては望ましい。特に⻑期休暇中はその傾向が強い⼦がいる」
「不登校の⼦の⽇中の居場所として必要である」といった肯定的な意⾒が⾒られた。⼀⽅
で、⽬的なく単に⻑時間⽀援を⾏うだけに留まってしまうと、「居場所ではなく⽣活⽀援
の場である」「こどもや保護者の施設への依存」「⾝につけた⽣活習慣を家庭で実践する
時間の確保」「休暇中の送迎ルールの策定（⾃宅にお迎えに⾏く必要があるかどうか）」
という課題から、⻑時間⽀援に対して反対の意⾒が多く⾒受けられた。そして、上記を踏
まえて、⻑時間開所による費⽤対効果を検証すべきであるという意⾒も⾒られた。 

 

５−１０−３．⽀援の⽅向性 
望ましい開所時間は、通常（学校の授業がある時期の平⽇）は現状通り、5 時間の開所

時間である。また、⻑期休暇期間中は原則５時間としながらも、例えば「養育環境に課題
のある家庭の不登校の⼦の⽇中の居場所⽀援」など⽬的を明確にし、時間帯を分けるなど
の対応を⾏うことで、８時間開所など時間を延ばして、それぞれ個別の児童の⽬的に合わ
せた⽀援を実施することが必要である。 
逆に、⽬的なく単に開所時間を延ばすといった対応を⾏ってしまうと、対象者が施設依
存してしまうことや、⾝につけた⽣活習慣の実践の場を減らしてしまうことにつながって
しまうため望ましくない。 
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５―１１．施設外の⽀援について（実施状況） 
５−１１−１．アンケートの結果 
項⽬１６：寄り添い型⽣活⽀援事業において体験活動等の実施状況として、あてはまる
ものを全て選んでください。（事業者のみ回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
項⽬１７：項⽬１６について、「体験活動にあたるものは実施していない」を選んだ理
由としてあてはまるものをすべて選んでください。（事業者のみ回答） 

 

 
 
【選択肢の内容】 
①⽀援としては必須ではないため 
②⽇常的な⽣活・学習習慣の習得のための⽀援で⼗分であるため 
③⼈員体制の確保が困難であるため 
④実施のための予算がないため 
⑤その他 
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５−１１−２．考察 
アンケート結果から、「季節ごとの⾏事など施設内でできるものを実施している」に
93%、「外出を含めた体験活動等を実施している」に 84%が回答しており、ほとんどの事
業者が施設内外ともに体験活動等を実施していることがわかる。 
 
ヒアリングの結果からは、主に、こどもの持つ課題に対応した、様々な体験活動をして

いることが⾒受けられた。「家庭が貧困などの理由から普段⾏けないような場所に⾏くイ
ベント」「家庭が⼀般的な⽣活を維持できず、季節感や⽇常⽣活などの⼀般常識を教えて
いないためにそれを補う買い物や季節ごとのイベント」などを実施している。 

家庭⽣活においては、「家庭が貧困などの理由から経験できない」「家庭が⼀般的な⽣
活を維持できず、季節感や⽇常⽣活などの⼀般常識を教えていないため経験できない」
「こどもに無関⼼なためこどもが本来⾝につけるべき経験をさせていない」「経験の優先
順位が⼀般家庭と異なる」といったケースが⾒受けられる。 
 

５−１１−３．⽀援の⽅向性 
 本項⽬に関しては現状調査のため、⽅向性の記載は割愛する。 
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５―１２．施設外の⽀援について 
５−１２−１．アンケートの結果 
 

項⽬１８：通常の⽀援の中で季節ごとのイベント等を実施してもらっていますが、体験
活動等（施設の外で活動するもの）の実施について、あてはまるものを１つ選んでくだ
さい。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 
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項⽬１９：項⽬１８で「体験活動など施設内ではできない活動を施設外で実施すること
は必要である。」を選んだ⽅に伺います。施設外での⽀援が必要な理由として、あては
まるものをすべて選んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①施設内だけでは実践できない⽀援があるため 
②児童の家庭において体験の機会が少なく当事業の中でないと実施が難しいため 
③多様な体験をすることが⼤事であるため 
④多様な⼈との交流が必要であるため 
⑤その他 
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項⽬２０：項⽬１８で「体験活動など施設内ではできない活動を施設外で実施すること
は必要である。」を選んだ⽅に伺います。実際に⾏うことを想定のうえ、ご回答くださ
い。当事業の利⽤者に対して実施する体験や機会の内容について、望ましいものをすべ
て選んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①⽇帰りで体験できるもの 
②宿泊で体験できるもの 
③施設内では難しい⽀援ができるもの（銭湯に⾏く（⼊浴）、商店街での買い物（お⾦の
使い⽅）など 
④遊園地など遊びの要素があるところ 
⑤博物館など学習の要素があるところ 
⑥⾝近な観光地の⾒学 
⑦社会資源を知る 
⑧学校（中学・⾼校・専⾨学校など）訪問 
⑨地域住⺠と接する機会や地域のイベント、ボランティアなど 
⑩その他 
 

５−１２−２．考察 
事業者、区・局ともに「施設内ではできない体験活動等を施設外で実施することは必要

である。」の割合が 90%にのぼった。 
その理由として、事業者、区・局ともに、「その他」以外の全ての選択肢の回答が 50%

を超えた。中でも、事業者では「多様な体験をすることが⼤事であるため」「施設内だけ
では実践できない⽀援があるため」の順に回答が多く、区・局では「児童の家庭において
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体験の機会が少なく当事業の中でないと実施が難しいため」「施設内だけでは実践できな
い⽀援があるため」の順に回答が多く、傾向がやや異なっていた。 

そして、実際に希望する⽀援としては、事業者、区・局ともに、基本的な⽣活習慣であ
る⼊浴や買い物などの施設内では難しい⽀援、そして、地域住⺠との交流などの「近所で
できる⽀援」の回答⽐率が⾼かった。それに加えて、事業者では「博物館など学習の要素
のあるところ」といった、遠出をする施設外⽀援の回答⽐率も 54%と⾼かった。 
 

事業者へのヒアリング結果からは、「家庭が貧困などの理由から普段⾏けないような場
所に⾏くイベント」「家庭が⼀般的な⽣活を維持できず、季節感や⽇常⽣活などの⼀般常
識を教えていないためにそれを補う買い物や季節ごとのイベント」などを実施している意
⾒がある。 
 

５−１２−３．⽀援の⽅向性 
こどもに興味・関⼼がない、精神疾患のある、お⾦や時間に余裕がないなどの状況にあ

る家庭では、家庭でこどもに経験（体験）させてあげることが困難な状況にあるため、体
験をすることによる期待効果をあらかじめ事業者側がピックアップして活動をする必要が
あると考える。具体的には、 
ü 施設外の体験活動として、博物館や⽔族館、美術館、スポーツ観戦、レストラン等

で外⾷を⾏う、⼊浴施設に⾏くなど、当事業の対象児童だけでは⾏くのが難しい場
所 

ü 季節感や⽇常⽣活などの⼀般常識を教えていないためにそれを補うための近所への
買い物、公共交通機関を使って遠出をする体験や、季節感を感じられるものとして
誕⽣⽇会、地域のお祭りへの参加、節分やクリスマスなど 

などの体験活動は今後も実施するべきである。 
当事業は、施設外の体験活動も含めた⼀連の⽀援によってアウトカムを達成している。

そのため、施設外の体験活動だけでの費⽤対効果の測定は困難である。ただし、体験活動
の内容により経費の多寡があるため、実施する内容についてはさまざまな要素を踏まえた
上で、区と事業者の協議によるものなど、総合的な判断が必要となる。 
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５―１３．送迎の⼈員体制について 
５−１３−１．アンケートの結果 
 
項⽬２１：要綱において、送迎は常にスタッフ２名以上で実施することとしています。
児童の安全確保のために必要と考えていますが、実施体制の維持などに関して課題があ
ります。そこで、スタッフ２名体制での送迎について、あてはまるものを１つ選んでく
ださい。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 
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24
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２名体制で実施す

べきである。 

原則は２名体制で

実施するが、条件

によっては、１名

でも可能なように

した⽅が良い 

２名体制で実施す

べきである。 

原則は２名体制で

実施するが、条件

によっては、１名

でも可能なように

した⽅が良い 
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項⽬２２：「原則は２名体制で実施するが、条件によっては、１名でも可能なようにし
た⽅が良い」を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 

【選択肢の内容】 
①施設に児童が残っている場合 
②児童が性被害防⽌や虐待防⽌などの教育を受けており、危機対処⽅法を理解したうえで
「スタッフ１名でも良い」と表明した場合 
③複数児童を同時に送迎することになり、⽅向が異なる場合 
④その他 
 

５−１３−２．考察 
アンケート結果から、事業者は「原則は２名体制で実施するが、条件によっては、１名

でも可能なようにした⽅が良い。」の⽅が多く、56%の割合であった。区・局は「２名体
制で実施すべきである。」の⽅が多く、54%の割合であった。 

その理由として、事業者、区・局ともに、「その他」以外の選択肢がほぼ同数と、意⾒
が分かれる結果となったが、その中で「施設に児童が残っている場合」という回答が、
「児童が性被害防⽌や虐待防⽌などの教育を受けており、危機対処⽅法を理解したうえで
「スタッフ１名でも良い」と表明した場合」「複数児童を同時に送迎することになり、⽅
向が異なる場合」と⽐較して⼀番多かった。 
 
ヒアリング結果からは、ドライバー⼀⼈だと、こどもが急に⾞内で動くケースや、事故

などのトラブルが発⽣した際に対応が難しいという意⾒、そして、⾞内という密室空間の
中で⼤⼈とこどもが１対１になる点を懸念し、⾞両送迎の場合はほとんどの事業者が２名
体制で送迎すべきであるという意⾒だった。 

⼀⽅で、⾞内でこどもは、⼩中学校でのストレスを⼀旦リセットしてスタッフに安⼼
してプライベートなことを話せる空間でもあるという認識である。そのため、ドライバー
⼀⼈よりは、添乗員を別途乗せることでこどもの話し相⼿になれるという側⾯もある。 
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逆に、公共交通機関や徒歩での送迎に関しては、送迎対象のこどもにとって信頼できる
スタッフであることを条件に、１⼈での送迎を認めてほしいという意⾒が多く挙がった。
理由としては、１対１でも⾞両送迎と⽐較して安全に送迎可能であるという点、密室にな
りづらい点、スタッフの⼈員体制の点が挙げられる。 
 

５−１３−３．⽀援の⽅向性 
⾞両での送迎の場合は原則２名体制を維持することと、徒歩や公共交通機関での送迎の

場合は、児童１名を送迎する場合に限り、１名体制でも実施できる⽅法を検討することが
望ましい。 
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５―１４．タクシー送迎について 
５−１４−１．アンケートの結果 
 
項⽬２３：タクシー送迎を導⼊することについて、あてはまるものを１つ選んでくださ
い。 

【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
項⽬２４：項⽬２３で「導⼊すべき」を選んだ理由として、あてはまるものをすべて選
んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 
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設での⽀援の時

間を確保するこ

とができる 

リース⾞両等を

運転できるスタ

ッフを確保する

ことが困難であ

る 

その他 効率的な送迎が

できるため、施

設での⽀援の時

間を確保するこ

とができる 

リース⾞両等を

運転できるスタ

ッフを確保する

ことが困難であ

る 

その他 
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項⽬２５：項⽬２３で「導⼊すべきでない」を選んだ理由として、あてはまるものをす
べて選んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①事業の趣旨に合っていない 
②確実に送迎できるとは限らない 
③送迎費に予算をかけるのであれば⽀援に予算をかけた⽅が良い 
④その他 
 

５−１４−２．考察 
アンケートの結果、事業者は「導⼊すべきでない」の⽅が多く 63%、区・局は「導⼊す
べき」の⽅が多く 54%であった。 
導⼊すべき理由として、事業者では２つの選択肢（「効率的な送迎ができるため、施設

での⽀援の時間を確保することができる」「リース⾞両等を運転できるスタッフを確保す
ることが困難である」）の回答がほぼ同数であった。区・局では「効率的な送迎ができる
ため、施設での⽀援の時間を確保することができる」という効率⾯でのメリットを理由に
挙げる回答が 60%を占め最も多かった。 
導⼊すべきでない理由としては、事業者、区・局ともに意⾒が分かれる結果となった。

その中で、事業者では「事業の趣旨に合っていない」という意⾒が 37%を占め、他の選択
肢（「確実に送迎できるとは限らない」「送迎費に予算をかけるのであれば⽀援に予算を
かけた⽅が良い」）よりやや率が⾼かった。 
 

事業者ヒアリングの結果、賛成の⽴場の意⾒からは、事業者によるドライバーの確保と
いった「⼈員体制⾯」、駐⾞場の確保や⾞両維持費、購⼊費などの「⾦銭⾯」から必要で

16

11 11
9

0

5

10

15

20

10 10
8

3

0

5

10

15

20

①    ②    ③    ④  ①    ②    ③    ④  

109



 81 

あるという意⾒が挙がった。また、送迎の予定が突発的に狂ってしまった場合や、急病な
どでイレギュラーな事態が発⽣した場合の代替的な⼿段としてのタクシー送迎を希望した
いという意⾒が挙がった。 
反対の⽴場の意⾒として、運営⾯においては、こどものプライバシー⾯から導⼊を危惧

する意⾒が⾒られた。秘匿性の⾼い当事業において、外部の業者に個⼈情報を知られてし
まう点への懸念から抵抗感を持っている点、タクシー会社の配⾞を安定させることへの懸
念、こどもが約束通りの時間・場所を守れるかの懸念もあり、ピックアップできない時に
誰が責任を負うのかといった意⾒が⾒られた。 

⽬的⾯としては、当事業の⽬的は「⽣活⽀援」であり、サービスでは無いとの認識か
ら、タクシー送迎を⾏うことにより送迎がサービス化することへの懸念や、教育上「タク
シー送迎を無料でしてくれる」という誤った認識を植え付けてしまうことに対する懸念も
⾒られた。 
 

区への書⾯調査の結果、賛成という⽴場からは、「遠⽅など今まで施設を利⽤できない
こどもが利⽤できるため良い」、「さまざまなルール策定は必要だが、事業所の負担が減
る」、「イレギュラーな場合の利⽤」という意⾒が⾒られた。 
反対という⽴場からは、「⽣活⽀援という観点から、⽇常的にタクシーを利⽤すること

がそぐわない」、「経費⾯の問題」、「送迎外の利⽤をされる恐れ」、「公共交通機関を
使うことも⽀援の⼀環」「送迎時に保護者と関わることで得られていた家庭とのコミュニ
ケーションが失われてしまう」という意⾒が⾒られた。 
 

５−１４−３．⽀援の⽅向性 
考察の結果を踏まえて、今後は、原則として、⽇常的なタクシー送迎の利⽤は⾏わず現

状維持とするが、突発的な事態（児童の急病など）の場合に、ガイドラインを定めた上で
例外的に利⽤を認めるという⽅針が望ましいと考える。 
 

なお、当事業のあり⽅を検討する中で施設のサイズや利⽤者数を再編することで事業所
の増加を⾏うことが考えられる。そうすると、⾞両での送迎の範囲が狭まることで送迎の
負担が減る可能性があり、タクシー送迎が原則的に不要になる可能性が⾼いと考える。 
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５―１５．事業効果の判断について 
５−１５−１．アンケートの結果 
項⽬２６：当事業の事業効果を表すものとして、適切なものをすべて選んでください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①事業利⽤児童が将来⾃⽴した⽣活を営む上で必要となる資質・能⼒の向上等の測定を⾏
う事業者アンケートが適切である 
②定期的に⽀援計画の振り返りを⾏い、委託者である区の職員が児童の様⼦を確認しに⾏
き、⽀援を受け変化が表れているか判断することが適切である 
③事業者アンケートと区の職員の確認の両⽅を組み合わせて判断することが適切である 
④保護者への聴き取り等を⾏い、事業の利⽤により変化が現れたか確認し、判断すること
が適切である 
⑤その他 
 

５−１５−２．考察 
アンケート結果から、事業者は、「事業者アンケートと区の職員の確認の両⽅を組み合

わせて判断することが適切である」「保護者への聴き取り等を⾏い、事業の利⽤により変
化が現れたか確認し、判断することが適切である」「事業利⽤児童が将来⾃⽴した⽣活を
営む上で必要となる資質・能⼒の向上等の測定を⾏う事業者アンケートが適切である」の
順に割合が⾼く、それぞれ 56%、56%、49%であった。 

区・局は「事業者アンケートと区の職員の確認の両⽅を組み合わせて判断することが適
切である」の割合が⾼く、48%であった⼀⽅で、事業者の割合が⾼かった「事業利⽤児童
が将来⾃⽴した⽣活を営む上で必要となる資質・能⼒の向上等の測定を⾏う事業者アンケ
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ートが適切である」「保護者への聴き取り等を⾏い、事業の利⽤により変化が現れたか確
認し、判断することが適切である」といった、区の担当者の関与が低い取り組みに関して
は割合が低かった。 
 

事業者へのヒアリング結果からは、事業効果の評価に関して、区に対して綿密なコミュ
ニケーションを求める意⾒が多く⾒られた。その中でも「施設に⾜を運んでもらい、こど
もの実際の姿を⾒てほしい」という意⾒と「家庭の情報の包括的な共有」を望む意⾒が多
く⾒られた。 

保護者と関わりがある事業者は、⼊所時から区などの関係機関とともにコミュニケーシ
ョンを密に取り合う傾向にある。また、こどもの利⽤時も、主に送迎の際を中⼼にこまめ
に連絡を取るようにしている。逆に、関わりがない事業者は、連絡を取ろうと試みるもの
の、家庭の状況によって連絡が取れないケース、連絡を躊躇するケースなどが⾒られる。 
 現状のやり⽅で満⾜している事業者は総じて区との情報共有を綿密にとっており、⼀体
となってこどもと保護者を⽀援する枠組みができているという共通認識ができているとい
う意⾒が多く⾒られた。 
 

区への書⾯調査からは、保護者とのコミュニケーションがとれている区については、家
庭や学校での変化を保護者が教えてくれるケースが⾒られるとのことであるが、定期的に
事業者とこども⾃⾝との振り返りを望む意⾒や、現場で最もこどもと接する機会の多い事
業者には、設定した⽬的に対する⼀次評価を⻑期的、定期的、継続的に測定してほしいと
いう意⾒が⾒られた。 
 

５−１５−３．⽀援の⽅向性 
今後の⽅向性としては、より⼀層区と事業者のつながりを深めるための仕組みづくりが

必要であると考える。そのことで、区と事業者がより多くの児童の情報を収集、共有で
き、より良い事業効果の測定ができるようになると考える。 
 具体的には、事業者、区・局ともに要望の多かった、事業者アンケートは引き続き実施
し、合わせて区の職員が施設に実際に⾜を運んで児童の様⼦を直接確認して判断・評価す
ること、事業者と区の間で家庭の情報を包括的に共有することが挙げられる。また、区か
ら事業者に要望のあった内容として、設定した⽬的を継続的に評価するような仕組みづく
りが挙げられる。 
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５―１６．事業者アンケートについて 
５−１６−１．アンケートの結果 
 
項⽬２７：現在使⽤している事業者アンケートについて、あてはまるものを１つ選んで
ください。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①これまでと同様に実施した⽅が良い 
②事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い 
③事業者アンケートは実施する必要がない 
④その他 
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項⽬２８：項⽬２７で「事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い」
を選んだ⽅に伺います。⾒直しの内容について、あてはまるものをすべて選んでくださ
い。 

【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①施設に調査し、チェック項⽬として適したものを追加する 
②点数制ではなく、変化の段階に該当する記号等（例：変化が少しずつ現れている場合は
「！」など）で表⽰する 
③⽀援によって⾝についた項⽬は固定の記号等（例：声掛けをしなくても⾷事後に⾃ら⻭
磨きをするようになった場合は「○」など）で表⽰する 
④⾃由記載欄を設ける 
⑤その他 
 

５−１６−２．考察 
アンケート結果から、事業者、区・局ともに「これまでと同様に実施した⽅が良い」
「事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い」という回答が多く、２つ
を合わせた回答率は 86 %、91%となり事業者アンケートの必要性を感じている。 

上記２つの選択肢において、区・局は「これまでと同様に実施した⽅が良い」の回答が
「事業者アンケートの⾒直しを⾏ったうえで実施した⽅が良い」の回答の 1.5倍であった
のに対して、事業者は２つの選択肢がほぼ同数であり、事業者の⽅がややアンケートの⾒
直しを⾏うべきであるという意⾒が多い。⾒直しの内容に関しては、事業者、区・局とも
に回答率が拮抗している。 

事業者は「⽀援によって⾝についた項⽬は固定の記号等（例：声掛けをしなくても⾷事
後に⾃ら⻭磨きをするようになった場合は「○」など）で表⽰する」「施設に調査し、チ
ェック項⽬として適したものを追加する」「⾃由記載欄を設ける」という回答が多い⼀⽅
で、「点数制ではなく、変化の段階に該当する記号等（例：変化が少しずつ現れている場
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合は「！」など）で表⽰する」の回答が少なかった。項⽬の⾒直し、追加が必要であると
考えるとともに、定量的な評価ができるようにしたいという意向が受け取れる。 

区・局は⽐較的「⾃由記載欄を設ける」という回答が多く、定性的な評価を望む意⾒が
多かった。 
 

事業者へのヒアリング結果として、「単年度における数字評価の難しさ」を感じる事業
者が多く⾒受けられた。⼀定のレベルを維持している⼦が「進歩が⾒られない」と受け取
られることに対する懸念、施設内での相対評価になってしまう点などが挙げられる。その
ため、定性的な記述項⽬が必要であるとの意⾒が⾒られた。 

⼀⽅で具体的な項⽬としては、施設外の出来事（例えば朝⾷、⼣⾷など）に関しては事
業者アンケートで測定することがそぐわないという意⾒が⾒られたと同時に、社会性や情
緒に関する項⽬が必要であるという意⾒があった。 
 

区への書⾯調査結果として、事業者アンケートのことを知らない/回答できないという回
答が約半数⾒られた。得られた意⾒からは、具体的な項⽬というよりは、事業⽬的や達成
⽬標に対しての達成度、こどもたちの継続利⽤に繋がる取り組みの評価という項⽬が必要
という意⾒が⾒受けられた。区としては、個別の児童に対して⼤枠での⽬的達成を測定し
たいという意図が⾒受けられる。 
 

５−１６−３．⽀援の⽅向性 
今後の⽀援の⽅向性としては、事業者の実務作業⾯においては、事業者の中で定量的に
評価できるような項⽬、評価軸を定めるようアンケート項⽬を⾒直すべきである。 

また、当事業の⽬的達成という⾯においては、当事業全体の⽬的、⼜は、個別の児童の
達成⽬標をアンケートの最上部に記載するなどにより、事業者、区・局などの関係者が⽬
的を⾒失わないようにすることが必要であると考える。 
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５―１７．⽀援終了の判断について 
５−１７−１．アンケートの結果 
 
項⽬２９：利⽤者の⽀援終了の判断として、あてはまるものをすべて選んでください。 
（前提） 
・適切な⽀援の実施ができている 
・利⽤者に改善の傾向が⾒られている 
・利⽤者や保護者との間に問題が起きていない 
・⽀援が終了しても必要があれば再度登録することは可能である 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①⽀援計画に記載の⽬標を達成したことを委託者と受託者が協議・決定した場合 
②対象児童は状態が良くなったり悪くなったりを繰り返すため、⻑期間の⾒守りは必要で
あり、⼩学校・中学校の卒業などの区切りの良いタイミングに合わせる 
③委託者と受託者の協議により、他の事業や⽀援が適切と判断し、該当する事業や⽀援に
繋げた場合 
④その他 
 

５−１７−２．考察 
アンケート結果から、事業者は「対象児童は状態が良くなったり悪くなったりを繰り返

すため、⻑期間の⾒守りは必要であり、⼩学校・中学校の卒業などの区切りの良いタイミ
ングに合わせる」「委託者と受託者の協議により、他の事業や⽀援が適切と判断し、該当
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する事業や⽀援に繋げた場合」の回答がそれぞれ 72%、67%の割合で⾼く、児童の成⻑を
⻑いスパンで⾒守るという意識が⾼いことが⾒受けられる。 

⼀⽅で、「⽀援計画に記載の⽬標を達成したことを委託者と受託者が協議・決定した場 
合」という回答が 42%と⽐較的低く、「⽀援計画で掲げた⽬標達成」という観点での⽀援
という意識はやや低い結果となった。 
逆に、区・局は「⽀援計画に記載の⽬標を達成したことを委託者と受託者が協議・決定

した場合」という回答が 70%と最も⾼く、「⽀援計画で掲げた⽬標達成」という観点での
⽀援という意識が⾼い⼀⽅で、「対象児童は状態が良くなったり悪くなったりを繰り返す
ため、⻑期間の⾒守りは必要であり、⼩学校・中学校の卒業などの区切りの良いタイミン
グに合わせる」という⻑期的な⽀援という観点の意識の回答が 50%と、「その他」を除く
と最も低い結果となった。 
 

事業者ヒアリングの結果として、区によってそれぞれ独⾃のルールがある状況である。
そのことで⼤きな問題となったケースはヒアリング上⾒受けられなかったが、⽀援終了の
判断に関して明確なルールは定められていないように⾒受けられた。区と協議しているケ
ースにおいては、「次の⽀援につながった場合」「当事業による⽀援が不要となった場
合」「⼩中学校の卒業」などのタイミングで個別に判断しているという意⾒が⾒受けられ
た。 
協議していないケースにおいては、区が主導の場合と事業者が主導の場合とで分かれて

いるが、協議しているケースと同様、「次の⽀援につながった場合」「当事業による⽀援
が不要となった場合」「⼩中学校の卒業」などのタイミングで個別に判断しているという
ケースが⾒受けられた。 
 また、⼩学校または中学校卒業のタイミングが妥当であるという意⾒が多く⾒られた。
理由としては、「単年では改善が難しいため、良化と悪化を繰り返す。その時のための受
け⽫として必要である」「こども⾃⾝が区切りを考える時に、学校の卒業とともに当事業
からも卒業することにした⽅がわかりやすい」「⼀つ課題をクリアしたと思ったらまた新
たな課題が⾒つかるため」といった意⾒であった。 
別の考え⽅として、「年度ごとに成⻑度合いを⾒ながら、別の⽀援につながると判断で

きた場合」には、卒業以外のタイミングで当事業の終了とみなすべきであるという意⾒が
⾒られた。 
 

区への書⾯調査からは、「定例の会議（区、事業者、利⽤者など）での検討」「本⼈と
保護者の意向を踏まえた上での検討」「取り決めがないため卒業や１年間の利⽤実績など
で⼀律に決めている」などが挙げられる。区ごとに独⾃の⽅法で検討を⾏っているのが実
情であることがわかる。 
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卒業のタイミングが良いとする⽴場からは、「状況が簡単に改善するものではなく対象
者の状態は良くなったり悪くなったりを繰り返すため、継続的に繋がりをもつことが⼤切
である」「利⽤者間の不公平感を無くせること」などの意⾒が⾒られた。 

その他のタイミングとしては、「年度ごとの⾒直し」「導⼊時に定めた⽬標の達成」な
どが良いとする意⾒が⾒られた。 
 

５−１７−３．⽀援の⽅向性 
今後の⽀援の⽅向性としては、まずは⽀援開始時の個別の児童の達成すべき⽬標を、関

係者が共有することを前提とした上で、年度ごとに関係者の協議によって課題の達成状況
を確認共有するとともに、新たな課題の発⽣の有無について確認するような仕組みが必要
である。 

そして、これらの課題がクリアされた時の⽀援終了の判断についてであるが、⼩・中学
校の卒業、他の⽀援につながったなどのポジティブな状態で当事業による⽀援が不要であ
る状態の達成を基準とする。 

その上で、区と事業者が、こども及び家庭の状況を正確に把握し、両者の協議によって
判断することが必要である。 
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５―１８．最終アウトカムの検討について 
５−１８−１．アンケートの結果 
 
項⽬３０：当事業の最終アウトカム（事業により最終的に達成したい状況）として、あ
てはまるものを１つ選んでください。 
（前提） 
・基本的な⽣活習慣等を⾝につけることを中間アウトカムとする。 

 
【事業者の回答】            【区・局の回答】 

 
 
 
【選択肢の内容】 
①⽣きていく⽅法を理解していること（⽣きようと思ってくれていることだけで⼗分であ
ること＝⾃死児童が０⼈であること。）。 
②当事業の利⽤により、将来への意識を持つことができるようになると考えられるため、
「将来について明るい希望を持っている」「将来のイメージができている」と答えられる
児童が⾼い割合になっている。 
③その他 
 

５−１８−２．考察 
アンケート結果からは、事業者、区・局ともに「当事業の利⽤により、将来への意識を

持つことができるようになると考えられるため、「将来について明るい希望を持ってい
る」「将来のイメージができている」と答えられる児童が⾼い割合になっている。」とい
う回答が約 65%を占め⾼い結果となった。 
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事業者へのヒアリング結果からは、⽣活環境⾯から多くの児童は⾃⼰肯定感が低いた
め、まずは⽬の前の⼩さな⽬標を⼀緒に寄り添ってクリアしていくことで、徐々に将来の
ことを考えられるようになる可能性が挙げられた。また、「将来」という⾔葉が漠然とし
ており、将来とは、こどもが⼤⼈になるまでに受ける他の⽀援も含めた「広義の⽀援」の
先に得られるものを指すのか、それとも当事業に限定した上での「狭義の⽀援」の先に得
られるものを指すのか、いずれかを明確にすべきであるという意⾒が得られた。 
「広義の⽀援」の側⾯からは、「社会⼈になった時に⽣保に頼るのではなく⾃分で仕事

をして稼ぎを得て独り⽴ちできるようになること（＝⾃⽴・⾃活）」、「⾃分の意⾒をし
っかりと他⼈に伝えられるようになること（＝他者への信頼）」、「⾃分⾃⾝が頑張れる
ことを⼀つ⾒つけること（＝得意なことややりたいことを⾃分⾃⾝の拠り所とする）」と  
いう３つの観点からの意⾒が得られた。しかし、この点に関しては、当事業が終わって何
年か経った後の、対象者の最終的な理想像の評価となるため、当事業で判定することは困
難である。 

対して、「狭義の⽀援」の側⾯からは、「⼀つでも良いので⽬の前の⼩さな⽬標を⾒出
し、それをクリアできるようになること（＝スモールステップの成功体験の積み重ね）
で、⾃⼰肯定感を⾼めること」「⾃分から意思を伝えられるようになること（＝⾃分が⽣
きていて他⼈から求められる存在でいて良いということを認識する、⾃⼰効⼒感を持つこ
と）」、そしてこれらが達成された前提の上での「⼼が元気であること（前向きに⽣きよ
うとする⼼、コミュニケーション⼒、EQの向上など）」という３つの観点からの意⾒が
得られた。当事業においては、このように、事業の中で⽬に⾒える観点に着⽬することで
⽀援の⽬的が明確になると考えられる。 

いずれにしても、アウトカムという形で「⼀律の成果」を求めてしまうとそれに向けた
強制などが起こり得るため、プロセスも⼤切にしながら個々の成⻑に合わせて寄り添うこ
とが必要であるという意⾒も得られた。 
 

区の書⾯調査では「当事業でロールモデルとなる、⾃分のことを認めてくれる⼤⼈に関
わること」「⾃分⾃⾝を認めてもらう体験を少しずつで良いので重ねること」「「好き」
だと思えるものを⼀緒に探し、肯定し、取り組むこと」といった意⾒が多かった。当事業
をこどもの「安全地帯」とできるようにすべきであるという意⾒が⾒られた。 
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５−１８−３．⽀援の⽅向性 
今後の⽅向性として、寄り添い型⽣活⽀援事業のアウトカムとしては、「広義の⽀援」

で定義した⾃⼰肯定感を⾼める取り組みを⽇々積み重ねることで、「⾃⽴」「他者への信
頼」「得意なことを⾒つけること」の３点を意識しながらも、現実的に測定できるよう
に、「狭義の⽀援」として、以下の指標を最終アウトカムとして策定すべきである。 
ü 「スモールステップの成功体験の積み重ねで、⾃⼰肯定感を⾼めること」 
ü 「⾃分から意思を伝えられるようになること（＝⾃分が⽣きていて他⼈から求めら

れる存在でいて良いということを認識する、⾃⼰効⼒感を持つこと）」 
ü 「⼼が元気であること（前向きに⽣きようとする⼼、コミュニケーション⼒、EQ

の向上など）」 
具体的には、 
ü 何か１つでも良いので⽬の前の⽬標を⾒つけて、最初はスタッフの⼒を借りなが

ら、最終的には⾃分で⽬標をクリアできるようになること 
ü 他者に、助けて欲しいこと（⾃分の意思）が⾔えるようになること 
ü 前向きに⽣きようと思えること 
などの⽀援に取り組むべきである。 

 
  

121



 93 

５―１９．成果連動型⺠間委託契約⽅式(PFS)の導⼊について 
※アンケート項⽬はなく、事業者へのヒアリング及び、区職員への書⾯調査を実施した。 
設問：これは、区が成果指標（事業⽬標）を発注し、事業者が独⾃の事業⼿法で成果指
標達成のために事業を実施していくもので、成果の達成度に応じた委託費を⽀出するも
のです。事業者は⽬標達成のために創意⼯夫による事業実施ができ、⾏政は成果が達成
できなかった事業の予算を削減することができるというメリットがあります。「なにを
したか」よりも「どうなったか」を重視する契約⽅法です。このような契約⽅法を当事
業に導⼊することについて、どう考えるか。 

 

５−１９−１．考察 
事業者ヒアリングでは、全ての事業者が当⽅式の導⼊に反対という結果であった。その

中で「仮に導⼊するのであれば」という⽴場でのポジティブな意⾒としては、成果指標に
公平性を持たせることと、決定された指標に関する認識を区と事業者で完全に⼀致させる
必要があること、事業者に対して当⽅式の⽬的を周知徹底すべきという意⾒が得られた。 
反対する理由としては、主に定量評価の困難さが挙げられる。具体的には、「こどもの

成⻑は当事業だけで得られるものではないため、⽀援と成⻑の因果関係が不明瞭」「単年
度でこどもは成⻑しない場合もあり、成⻑スピードも⼤きく開きがあるため公平な定量的
効果が測れない」「こども個々の課題やスタートラインが異なるため不公平感がある」な
どが挙げられる。 
 事業者の⽀援の⾯においてもマイナス⾯に働く懸念が挙げられた。具体的には「仮に⽬
標未達の場合翌年度の予算が削られてしまい、継続的な⽀援が困難になる点」「⽬標達成
のためにこどもに定量的な⽬標を強制しかねず成⻑に悪影響を及ぼす」といった内容が挙
げられる。 
 

区への書⾯調査からは、多くの区が反対の⽴場であった。賛成の⽴場の意⾒として、
「利⽤者が少ないため個別に成果設定が可能である」というものがあったが、反対意⾒に
ある「個別の成果設定が難しい」という懸念が、利⽤者が少ないことによって設定しやす
いためという推測ができる。 

また、⼀部賛成の⽴場の意⾒として、「基本報酬＋成果報酬」のように部分的な成果連
動という提案があった。 
 反対の⽴場からは、主に評価基準の⾯から「福祉現場の⽀援の質を評価する基準が不明
瞭」「事業所の⽀援は区から提⽰された成果指標の達成ありきになり、児童の⽀援の質の
低下を招く」「区側が様々な課題設定をしなくてはならず、負担が⼤きくなる」「ベース
に安定した通所が前提となると思われ、そこが不安定な⼦や保護者が多いと評価できな
い」「⽀援が困難な⼈は依頼しても断られる可能性がある」などが⾒受けられた。 
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５−１９−２．⽀援の⽅向性 
全ての事業者、そして 90％の区が PFSの導⼊に反対の意⾒だった。反対の理由として

は以下の通りである。 
ü プロセスを評価すべき事業に、アウトカムを評価されてしまう⽅式はそぐわない 
ü 個別の評価設定が困難であり、画⼀的な⽬標を設定してしまうことで、児童にその

⽬標を強要してしまう恐れがある 
当事業の⽬的を満たすために事業者や区・局は「児童に寄り添うこと」を必要としてい

る。そのため、今後も従来通りのプロセス型の事業評価をすべきであり、PFSの導⼊はそ
ぐわないもの考える。 
 

以上 
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不登校の子どもを含む地域の多様な居場所づくりについて 

１ 趣旨 
  不登校の子どもを含む地域の多様な居場所づくりについて、委員の皆様の活動での関わりやお考え
をお聞かせください。 
  (1)  地域の取組や既存事業の中での不登校の子ども等に対する関わりの現状 
(2)  地域の取組や既存事業の中で把握している不登校の子ども等や家庭の支援ニーズ 
(3)  地域の取組の強みや課題、学校や教育委員会事務局との連携へのお考え 等  

 
２ 本市の現状等 
(1) 国の動向 

ア 不登校児童生徒に係る国の考え方 
文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」（令和元年 10月） 

   「不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方」：不登校児童生徒への支援は、「学校に登校
する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社
会的に自立することを目指す必要がある。 

イ こども基本法制定を背景とした「こどもの居場所づくり」の指針制定 
「こどもの居場所づくりに関する指針」（令和５年 12月閣議決定） 

「どんなこどももつながりやすい居場所づくり」 ：様々な課題や事情を抱えたこども・若者は、
自分から居場所を見つけ、誰かに助けを求めるということが難しい状況にある。支援を求めるこ
とにためらいや抵抗感を感じるこども・若者も少なくない。障害児や社会的養護の下で育ったこ
ども・若者や、不登校のこどもなど、居場所へのアクセスがしにくい状況があることにも配慮が
必要である。 

 
(2) 本市の現状 

  ア 本市（小・中学校）の不登校児童生徒数の増加 
H24 3,325人 ➡ R４ 8,170人  

イ 世帯状況等 
共働き世帯の増加 
（Ｒ５小学生保護者へのニーズ調査  母親の就労 H25 51.4％ ➡ R５ 73.8％） 

ウ 教育委員会事務局・学校における「不登校児童生徒の居場所・学びの支援」 
  別添 

   エ こども青少年局における主な取組 
         （相談）区役所等での相談対応（適切な情報提供、多機関連携による支援等） 

困難を抱える若者に対するＳＮＳ相談事業（よこはま子ども・若者相談室） 
（居場所支援）子どもとその家庭を支えるための地域づくり・ネットワーク化  

こども食堂等の地域の居場所づくりの取組に対する支援 
       高校生世代の居場所や相談先を見つけるウェブサイト「ふぁんみっけ」等 

令和６年８月 30日 
子どもの貧困対策 
計画推進会議資料 

資料５ 
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オ 地域・民間における不登校の子どもに対する居場所や学習支援の取組 
(ｱ) 横浜子ども支援協議会参画団体（※）  
  横浜の不登校児童生徒の再登校と社会的自立を目的として活動を行う、フリースクール等の民

間教育機関で組織する「横浜子ども支援協議会」参画団体（本市ウェブサイト掲載団体 21） 
(ｲ) 「公益財団法人よこはまユース」において把握している団体（※） 

    30団体 
    相談、居場所・学習支援、親の会等 
       ※(ｱ)(ｲ)の団体は一部重複 
 
３ 今後の本市における取組のイメージ 
(1) 不登校の子どもや家庭の現状や支援ニーズの把握 
(2) 地域の主体的な取組の活動状況の把握 
(3) 教育委員会事務局・学校の取組を中心とした不登校の子どもに対する支援の全体像の中での、 

地域の取組の位置づけの整理 等 
  ➡ 不登校の子どもを含む地域の多様な居場所づくりの取組に対する支援策の検討 
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不安
ふ あ ん
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こ ま

りごと、ありませんか？ 
 

保護者
ほ ご し ゃ

の皆
みな

さま 

学校
がっこう

に行
い

きたがらない 

子
こ

どもへの接
せっ

し方
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わ

からない 
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な状態
じょうたい
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一人
ひ と り

で悩
なや

まないでください。 

 学校
がっこう

から帰
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ってくるといつも疲
つか

れている 
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がっこう

に行
い

こうとすると 頭
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なか
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くなる 

 家や自分の部屋から出たがらない 

 家庭
か て い

学習
がくしゅう

を続
つづ

けるべきか 

 誰
だれ

にも相談
そうだん

できない 

 ゲームや SNS に没頭
ぼっとう

して昼夜
ちゅうや

逆転
ぎゃくてん

している 

 学習
がくしゅう

の進度
し ん ど

が遅
おく

れ、学校
がっこ う

の授業
じゅぎょう

についていけない 

 このままでは、将来
しょうらい

、進学
し ん がく

や就 職
しゅうしょく

できないのでは 

不登校
ふ と う こ う

は誰
だれ

にでも起
お

こりうることです。 

お子
こ

さんや保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

の周
まわ

りには、行 政
ぎょうせい

・民間
みんかん
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さまざま
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ふ と う こ う

のお子
こ

さんやその保護者
ほ ご し ゃ

の皆
みな

さまの 

相
そう

談先
だんさき

についてご紹介
しょうかい

します。 

令和
れ い わ

６年
ねん

 横浜市
よこはまし

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

 

 子
こ

どもに学校
がっこ う

に行くよう 働
はたら

きかけてよいか 

 学校
がっこ う

に行
い

かない理由
り ゆ う

を聞
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いてよいか 

 理由
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わ
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こた
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/soudan/kyoikusoudan/kyoikusoudan.html

ＱＲコード

不登校児童生徒の保護者を
対象に、講演会や不登校体
験談、保護者同士の情報交
換会等を取り入れた「保護者
の集い」を開催しています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-
kyoiku/kyoiku/soudan/kyoikusoudan/futouko
usien.html#DC648

※参加申込みは開催日の１か月～２日前まで

お子さんの不登校やひきこ
もりに悩むご家族の方等を
対象に、各団体が保護者同
士の情報交換や研修等を実
施しています。

※紹介団体は、横浜市教育委員会が保証・推薦する
ものではありません。ご自身で内容、費用、参加
条件等を確認し、納得されてからご利用ください。

困
こま

ったときは相談
そうだん

してください。 

市内
し な い

小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

の不登校
ふ と う こ う

に関
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する相談
そうだん
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まどぐち

 

保護者
ほ ご し ゃ

同士
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の情報
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交換会
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まずは学校
がっこう

へご相談
そうだん

ください 

学校
がっこう

以外
い が い

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

お子
こ

さんが通
かよ

う学校
がっこう

で、担任
たんにん

教諭
きょうゆ

のほか、すべての市立
し り つ

学校
がっこう

に配置
は い ち

されている 

児童
じ ど う

支援
し え ん

専任
せんにん

教諭
きょうゆ

（小学校
しょうがっこう

）や生徒
せ い と

指導
し ど う

専任
せんにん

教諭
きょうゆ

（中学校
ちゅうがっこう

）、スクールカウンセラー 

がご相談
そうだん

をお受
う

けしています。  

【問合
といあわ

せ先
さき

】在籍
ざいせき

している学校
がっこう

（国立
こくりつ

・私立
し り つ

の場合
ば あ い

は「学校
がっこう

以外
い が い

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

」参照
さんしょう

） 

名称
めいしょう

 概要
がいよう

 問
とい

合
あわ

せ先
さき

 

教育
きょういく

総合
そうごう

 

相談
そうだん

センター 

（教育
きょういく

相談
そうだん

） 

一般
いっぱん

教育
きょういく

相談
そうだん

 

教 育
きょういく

に関
かん

する相談
そうだん

 

学校
がっこう

生活
せいかつ

あんしんダイヤル 

学校
がっこう

生活
せいかつ

での困
こま

りごとの相談
そうだん

、いじめ申
もう

し立
た

ての窓口
まどぐち

 

24時間
じ か ん

子
こ

ども SOS ダイヤル 

困
こま

りごとや悩
なや

み「いじめ」等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

 

ご相談
そうだん

内容
ないよう

によっては、上記
じょうき

以外
い が い

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

もあります。 
 

（上記
じょうき

URL・左記
さ き

QR コード又
また

は「横浜市
よ こ は ま し

 教育
きょういく

相談
そうだん

」で検索
けんさく

してください） 

よこはま子
こ

ども・若者
わかもの

相談室
そうだんしつ

（LINE相談
そうだん

） 

（365日
にち

 14:00～21：00） 

TEL ： 045-624-9414 

（月
げつ

～金
きん

 9:00～17：00 祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

等
とう

を除
のぞ
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TEL ： 045-624-9081 

（火
か

～金
きん
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しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

等
とう

を除
のぞ

く） 

TEL ： 0120-078310（フリーダイヤル） 

（365日
にち

／24時間
じ か ん

） 

名称
めいしょう

 概要
がいよう

 問
とい

合
あわ

せ・申込
もうしこ

み URL 

保護者
ほ ご し ゃ
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集
つど
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（横浜市
よ こ は ま し

主催
しゅさい

） 

親
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かい
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kyoiku/kyoiku/soudan/kyoikusoudan/futouk
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横浜教育支援センター支援事業等一覧

アットホーム

スタディ

外出することが難しい状態であるものの学習する意思がある児童生徒に対し、

オンライン学習教材のアカウントを発行して、家庭での教育機会の確保及び

学習の定着を目指す事業

ハートフル

フレンド

外出することが難しい状態の児童生徒の家庭に大学生や大学院生等を派遣

し、話し相手や遊び相手となることで状態の緩和等を図る事業

外出することが難しい状態の児童生徒の家庭に民間教育施設の職員が訪問

し、個々の状況やニーズに応じた個別支援計画に沿って、オンライン学習教材

を活用する等して学習・活動支援等を行う事業（民間教育施設委託事業）

ハートフル

ルーム

登校はできないものの外出することができる児童生徒に対して、学習を中心

とした集団・スポーツ体験活動等を通し、基礎学力の補充・学校生活への適応

と社会的自立に向けた支援を行う事業

ハートフル

スペース

登校はできないものの外出することができる児童生徒に対して、創作活動・

スポーツ体験活動等を通し、社会的自立に向けた相談や支援を行う事業

登校はできないものの外出することができる児童生徒に対し、人と関わる体

験を通して、自分の意志で行動できる力を蓄え、社会的自立に向けた生活を

安心して送れるようになる居場所を運営する事業（民間教育施設委託事業）

不登校傾向にある生徒を対象に中学校の特別支援教室等に支援員を配置し、

学習支援等個々の状況にあった支援を実施する事業（一部の中学校で実施）

日常的に児童生徒が自己肯定感を高めることができる学級づくりに取り組

むほか、不登校傾向の児童生徒への家庭訪問・特別支援教室での支援、及び

様々な事情で学校に登校できない児童生徒が、自宅等からオンラインで授業

に参加できるように、子ども自身が必要に応じて学ぶ方法や場所を選べる

「横浜どこでもスタディ」の活用等、一人ひとりの状況に応じた支援を実施

横浜市立学校では、不登校児童生徒一人ひとりの状態について、校内で児童支援・
生徒指導専任教諭及び特別支援教育コーディネーター等が中心となり、関係教職員及
びスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとともに丁寧にアセスメント
を行います。その上で児童生徒の特性や状態に応じ、横浜教育支援センター事業の活
用も検討しながら、個別最適な学びと安心できる居場所の提供を実現できるよう支援
しています（上図）。

不登校児童⽣徒の状態に応じた⽀援イメージ

家庭訪問
による

学習支援 ハートフル
みなみ

・
ハートフル

西部

ハートフル

ルーム

校内
ハートフル

在籍級

アット
ホーム

スタディ

家庭

学習機能

居場所

校内校外

社会的

つながり

学習

ハートフルフレンド
ハートフル
スペース
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よ こ は ま し
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ふ と う こ う
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在籍級
ざいせききゅう
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の会 
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社会的養護自立支援（アフターケア）実態把握事業について  

 

 

  本市では、平成 24年度から「施設等退所後児童のためのアフターケア事業」を開始し、

社会的養護経験者（児童養護施設等を退所する児童、又は既に退所した方）を対象とし

て、就労や進学をはじめ生活全般にわたる情報提供や相談、仲間づくりの機会などを提供

し、継続的な支援に取り組んできました。 

  今年度は社会的養護経験者が直面する課題や困難に対して、効果的な自立支援が確実に 

提供され、将来的な支援につなげることを目的として、社会的養護経験者の支援ニーズ等

を把握するための実態把握事業を実施します。事業実施にあたり、社会的養護自立支援協

議会（以下、「自立支援協議会」という。」を設置して自立支援体制の評価・検討を行うと

ともに、支援ニーズ等に即した支援体制構築の検討を行います。 

 

  

＜実態把握事業スケジュール（予定）＞  

令和６年度  

  ９月  ・第１回自立支援協議会 

      （調査要領・スケジュール確認、退所者調査項目決定） 

  10月  ・退所者調査開始 

         ・第２回自立支援協議会 

      （退所者調査中間報告、入所者調査・施設調査項目決定） 

        ・入所者調査、施設調査開始 

  12月  ・第３回自立支援協議会 

      （調査結果報告、分析結果取りまとめ方向性検討） 

  １月  ・第４回自立支援協議会 

      （報告書検討、今後の支援体制について検討） 

  ３月  ・最終報告書確定 
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第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託 

青少年の地域活動拠点づくり事業利用者 ヒアリング調査 

社会的養護経験者 ヒアリング調査 

報告書 

 

 

 

 

 

 

令和６年 ３月 

横浜市 
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第２部 社会的養護経験者 ヒアリング調査 
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１ 調査の趣旨 

令和４年６月に、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、こ

ども基本法が成立した。同法では、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関

係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。」を基

本理念の１つとして掲げており、こどもに関する施策を検討する上で、こども本人の声を聴くことが重要であ

るとしている。 

令和４年６月に成立した改正児童福祉法では、都道府県、政令指定市、児童相談所設置市で行う事業として、

「社会的養護自立支援拠点事業」を新たに位置付けている。同法第六条では、当該事業は「措置解除者等又は

これに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれ

らの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。」としている。 

横浜市では委託事業として、児童養護施設等の退所後児童のアフターケアを行う「よこはま Port For」を運

営している。「第３期子ども・子育て支援事業計画」の策定に向けて、社会的養護経験者への支援の充実を検討

するため、現在「よこはま Port For」を利用する青少年に対して、以下に示すヒアリング調査を行った。 

 

２ 調査の概要 
 

（１） ヒアリング対象者 

「よこはま Port For」を現在利用している、または過去に利用したことがある社会的養護経験者の男女５名 

 
（２） ヒアリング日時 

令和５年 10 月 

 
（３） ヒアリング実施場所 

「よこはま Port For」または横浜市庁舎 

 
（４） ヒアリング実施方法 

各対象者に対して、「よこはま Port For」職員１名が同席の上、個別にヒアリングを実施 

 
（５） 調査項目 

・「よこはま Port For」の利用状況等 

・社会的養護経験者の困りごとや不安、支援ニーズ等  
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４ 調査結果のまとめ 
 
（１） 「よこはま Port For」への要望等 

（ア） 利用してよかったこと 

 ヒアリング対象者のうち、現在「よこはま Port For」を利用している者の全てが、利用して

よかったこととして、「職員と相談したり話したりできること」を挙げた。同じ境遇の仲の良

い友人ができたという意見もあり、「よこはま Port For」が、社会的養護経験者に対して相談

の機会を提供し、また他者との交流を行うことができる場所になっていることがわかった。 

 複数の者から、「食料品の寄付を受け取れることが助かっている」という意見が上がった。ま

た、寄付品を定期的に送ってくれている農家の方に挨拶に行ったことがある者もおり、寄付品

の受領が利用者の経済的支援に加えて、感謝の感情を醸成することに貢献している可能性が示

唆された。 

 

（イ） 施設・機能等のハード面の充実 

 面談や相談ができることを評価する声がある一方で、相談するスペースの充実を求める意見が

聞かれた。社会的養護経験者への支援ニーズとして、相談先の充実を求める意見も多くあり、

相談しやすい環境の整備が求められていることが示唆された。 

 １人になりたい人が１人で過ごすことができるよう、部屋数を増やすことを提案した者もいた。

居場所としての利用を促すためには、利用者の多様なニーズに対応することが求められる。 

 また、家や施設にいたくないときに逃げ込める場所として、宿泊できる機能を求める声も上が

った。そのような場所では、食事や入浴ができる機能が必要であり、専門的なアドバイスをく

れる人が必要という意見が聞かれた。 

 「よこはま Port For」への交通費や夕食費等の費用面の補助に関する要望も多く、経済的に

困難な状況にある社会的養護経験者の利用を促す上で、金銭的な支援を行う必要性が示唆され

た。 

 

（ウ） イベント等のソフト面の充実 

 季節ごとの催しや料理教室などのイベントがあると良いという声が聞かれた。にぎやかな場所

であれば行きやすいという意見も上がった一方で、予算面での制約も厳しいとの意見も聞かれ

た。 

 役所に行くとき等に職員に同行を依頼する際や、相談をしたいときに事前の申請が必要なこと

を不便に感じている者もいた。相談することのハードルが高いと、相談自体を諦めてしまう者

もいるため、緊急時に相談がしやすい体制があることが望ましいという意見があった。 

 他都市の居場所を利用している者からは、「よこはま Port For」はルールが多く、固い、静か

なイメージがあり、自分とは合わないので現在は利用していない、という意見が上がった。既

存の居場所事業が合わないと感じる社会的養護経験者が存在することを考慮し、他都市の居場

所事業の事例等を踏まえた上で、横浜市での居場所づくりの検討を行うことが重要である。   
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（２） 社会的養護経験者の困りごとや不安、支援ニーズ等 

（ア） 社会的擁護下の中高生にとって必要な支援等 

 児童相談所の担当職員が変わってしまうことや、児童の目から見ても施設等の職員の数が不足

していること、職員の対応によっては児童の成長に対して好ましくないものがあるという意見

が上がった。児童１人１人に対して決め細やかな対応を行うためには、職員の量的・質的な拡

充が重要であることが示唆された。 

 施設は閉鎖された空間であるため、アルバイトや、モデルとなる大人との出会いといった経験

を積むことが重要であるという指摘があった。社会的養護下の児童の成長を促す機会の充実が

求められている。 

 通信機器等に関する施設の規則が厳しく、学校等で周囲から取り残される感覚を味わい、また

情報活用能力の成長を制限されたという声も聞かれた。施設の規則等の検討にあたっては、そ

のメリットやデメリットを十分に考慮することが重要である。 

 

（イ） 施設等を退所する際に必要な支援等 

 複数のヒアリング対象者から、経済的な理由で高等教育機関への進学を諦めたという声が聞か

れた。「進学という選択肢を外していた」、「奨学金について調べることもなかった」、「施設で

は進学に関する情報を得ることも難しかった」という意見もあった。進学意欲のある社会的養

護下の児童が経済的理由で進学を諦めることの無いよう、適切に奨学金や支援制度等の情報を

提供することが重要である。 

 高校卒業後に就職した者では、「企業選びに失敗した」、「過労で倒れた」と発言する者もいた。

企業選びにあたっては、児童のことをよく知る施設のスタッフからアドバイスをもらえると良

いという意見や、最初の１年間は施設の担当スタッフと毎月１回くらい食事をする機会がある

と良いという意見が上がった。 

 住まいに関しては、複数の者から引っ越し費用の補助や、補助制度等に関する情報提供を望む

声が聞かれた。また、施設退所後はひとり暮らしになる者が多く、お金のやりくりに関しては、

施設で練習したものと実際とで大きく異なり、お金を使いすぎてしまったこともあった、とい

う声も聞かれた。 

 施設を退所するときに相談先を紹介されても、その後１人で行かなければいけないのは難しい

という意見があった。また、公的な手続きや区役所に行くこと自体、18 歳や 19 歳の若者に

はハードルが高いという声も聞かれた。社会的養護経験者が必要に応じて支援につながるため

には、信頼できる支援者が付き添う等、そのハードルを下げるための仕組みが必要であると考

えられる。 
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（ウ） 現在の困りごとや不安、及びそれに対する支援等 

 ヒアリング対象者のうち、大学に通っている者からは、給付型奨学金を使っても卒業するまで

の学費を用意することが難しいという声が聞かれた。また、高校卒業時に就職をした者で、近

いうちに進学したいが時間を確保できないと述べた者もいた。高校卒業時の進学支援に加えて、

修学を継続するための金銭的な支援や、一度進学を断念した者に対する進学支援も重要である。 

 就労に関する支援について、業種別のセミナー等だけでなく、職種別に必要となる技能の取得

を目的とした支援を求める声が聞かれた。また、資格取得等に関する補助金については、かか

った費用を後払いで受給するのではなく、費用が発生する前に金銭的な支援を受給できるよう

求める声もあった。 

 転居のための保証人に困っているとの意見が聞かれた。保証人の問題にも対応でき、健康面の

サポートが受けられるような、社会的養護経験者が住みやすい住まいが求められている。また、

現在居住している部屋の家賃が高額であり転居したいと考えているが、転居費用を工面するこ

とが難しいとの声も聞かれた。 

 複数の対象者から心身の健康状態が悪化したら働けなくなることが不安という意見が聞かれ、

中には熱が出ていてもアルバイトに行っている者もいた。いざというときに家族に頼ることが

できないため、健康面のサポートが必要と述べる者もいた。 

 経済的な支援に加えて、ローンの整理や養育費に関する法律関連の支援を求める声も聞かれた。

法律関連の支援については、自分で調べるには不安があり、１人で相談に行くのもハードルが

高いという理由から、信頼できる支援者から紹介されることが求められていた。 

 ヒアリング対象者のうち、子どもを１人で育てている者からは、妊娠・出産・育児に関する支

援や相談先に関する情報提供や、相談をしに行くハードルを下げることを求める声が聞かれた。 

 
（エ） 困りごとや不安が相談しやすくなるための体制 

 出身施設の人と定期的に顔を合わせる仕組みがあったり、施設が退所者を受け入れる体制が整

っていたりすると、退所後も出身施設の人と相談しやすくなるという意見が聞かれた。また、

退所者が帰ることができる出身施設での定期的なイベントの開催を求める声もあった。 

 ヒアリング対象者の多くが、「よこはま Port For」の職員を相談相手に挙げていた。施設等を

退所する際に、地域の居場所を紹介してもらって、最初だけでも一緒に来てもらったり登録を

済ませたりすることができれば、退所後もその居場所を利用しやすくなるという声が聞かれた。

また、転居の際も地域の居場所の紹介があるとよいとの意見もあった。 

 信頼関係が築けていない人には相談することは難しいという声が聞かれた。定期的に安否確認

のような連絡をもらえる関係性にあると相談しやすいという意見もあり、相談を促すための仕

組みとして、支援者が定期的にコンタクトを取り、信頼関係を築いていく必要があることが示

唆された。 
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第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画の策定について 

 

１ ひとり親家庭自立支援計画                                 

  

(1) 策定の趣旨 

    本市では、様々な困難に直面しているひとり親家庭等に対する、きめ細かな福祉サービスと

自立に向けた支援の施策が、総合的かつ計画的に展開するよう、平成15年度から「横浜市ひと

り親家庭自立支援計画」を策定し、総合的な支援施策を推進してきました。 

    今年度は、現行の第４期計画の最終年度にあたりますので、第５期目となる次期計画（令和

７年度～11年度）を策定します。 

 

 (2) 計画の位置づけ 

    「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」及び国

の「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」などとの整

合性を図り、母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条に規定する自立支援計画として、ひとり親

の自立支援に向けた取組に対する本市としての基本方針、基本目標や具体的計画を定めるもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 計画の対象 

   ひとり親家庭（母又は父と20歳未満の児童がいる世帯で、同居の親族がいる場合を含む。）

及び寡婦（かつて母子家庭の母であって、現在も配偶者のない状態にある方）を対象とします。 

 

   【参考】国勢調査結果によるひとり親家庭世帯数   

（単位：世帯） 令和２年 平成 27年 

母子世帯 19,481 22,803 

父子世帯 3,154 3,588 

合  計 22,635 26,391 

 

 

 

横浜市男女共同参画行動計画 横浜市子どもの貧困対策に関する計画 

横浜市子ども・子育て支援事業計画 

横浜市中期計画 

横浜市地域福祉保健計画 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 

子 ど も の 貧 困 対 策 に 関 す る 

計 画 推 進 会 議 資 料 

令 和 ６ 年 ８ 月 3 0 日 

こ ど も 青 少 年 こ ど も 家 庭 課 

 

裏面あり 
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２ 計画策定に向けた検討状況                                                                        

    
(1) 実態把握のための調査 

     令和６年１月から２月まで、本市のひとり親家庭の生活実態や福祉施策等に対する意見な

どを把握するため、ひとり親家庭に対し郵送方式によるアンケート調査を行いました。 

 

○ ひとり親家庭へのアンケート調査 

目的 本市のひとり親家庭の生活実態や福祉施策等に対する意見などの把握 

対象 

○ 住民基本台帳から同一世帯上、配偶者がなく、子の年齢が 20 歳未満を

含む世帯で、母子又は父子世帯と思われる世帯を無作為抽出。（その他の家

族がいる場合を含む。） 

○ 4,000世帯（母子世帯 2,900世帯、父子世帯 1,100世帯） 

調査方法 郵送配布・郵送回収又は横浜市電子申請システム回答（回収率：21.2％） 

調査項目 世帯と住居の状況、仕事の状況、福祉制度の認知・利用状況、子どもの状況、

収入や養育費、困りごとや相談先等 全 42問 
実施期間 令和６年１月 24 日～２月 26 日 

 

(2) 実態把握のためのヒアリング 

ひとり親家庭の子どもや家庭の生活像及び支援ニーズの把握のため、支援者団体・当事者

団体へのヒアリングを実施しました。 

 
○ 支援者団体・当事者団体へのヒアリング実施 

目的 ひとり親家庭の子どもや家庭の生活像及び支援ニーズの把握 

対象 

○支援者側 
 民生委員・児童委員、保育園・幼稚園、小中学校、地域などでひとり親家

庭の支援を行っている各種団体等 
○当事者側 
 ひとり親家庭当事者団体、ひとり親家庭の子ども 

調査方法 ヒアリング 

調査項目 
・ひとり親家庭の状況、親・子どもの様子 

・ひとり親家庭を支援する上で必要と感じていること 

・近年の支援ニーズ等の変化 等 

実施期間 令和６年５月～８月 

 

(3) ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会 

     学識経験者や、ひとり親家庭に対する支援に関わっている地域の方から、様々なご意見を

伺うため、ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会を開催します。令和６年７月から 12 月ま

でに３回程度の開催を予定しています。 
 
３ 計画策定スケジュール（予定）                                            

令和６年７～12 月 ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会開催（３回程度） 

10～11月 計画素案公表、市民意見募集実施 
令和７年２月 第１回市会定例会において、計画原案を説明 

３月 計画策定 
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Ⅰ 計画策定の趣旨                                     
１ 計画の位置づけ 

本市では、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び国基本方針に基づき、「ひとり親家庭自立支

援計画」を策定し、総合的な支援施策を推進しています。第４期計画は当初、平成 30 年度か

ら令和 4 年度までを対象期間として策定されましたが、上位計画である「第２期横浜市子ど

も・子育て支援事業計画」と期間や取組の整合を図ること、令和２年に改定された国の「母子

家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(以下：「国基本方

針」とします)との整合を図ることの観点から、一部改定のうえ令和６年度末まで２か年延長

しています。 

（第１期：平成15年度～19年度、第２期：平成20年度～24年度、第３期：平成25年度～29年度） 

２ 計画の期間 
平成30年度から令和６年度まで（７か年） 

３ 基本方針 
児童の健全な成長を確保するために、ひとり親家庭の自立を支援することにより、その世帯

の生活の安定と向上を図ることを目的とします。 

 

Ⅱ ひとり親家庭の現状と課題                                   
１ 社会的背景 
（１）子どもの貧困の社会問題化 
  令和元年国民生活基礎調査の結果では子どもの貧困率は13.5％で、３年前(平成28年)の調査

の13.9％から低下しましたが、ひとり親家庭の貧困率は48.1％となっています。また、令和４

年度本市調査では、新型コロナウイルス感染症拡大以降、食費の支出に困難が生じたと回答し

た家庭は51.7％にのぼります。 

（２）権利擁護の高まり 
  平成24年の民法改正により、協議離婚の際に父母が協議で定める事項の具体例として「親子

の面会交流」「養育費の分担」が明示され、協議においては子どもの利益を最優先に考慮しなけ

ればならないことが明確化されましたが、養育費の不払いといった課題も表出してきています。

また、国の法制審議会家族法制部会において、共同親権を含めた親権のあり方などが議論され

ています。今後の議論の方向性や結果を踏まえ、養育費の確保や子どもにとって望ましい面会

交流のあり方を啓発していく必要があります。  

（３）父子家庭ならではの支援ニーズへの対応の必要性 
  平成26年度の母子及び父子並びに寡婦福祉法の改正及び施行により、父子家庭も支援の対象

として明確に位置づけられましたが、比較的収入があることから、実際の支援対象には該当し

にくくなっています。また、日常生活の支援の必要性や、相談相手がいない割合が比較的高く

孤立感を抱えやすいなど、母子家庭とは異なるニーズに対する支援が求められています。 

（４）子どもの教育に対する支援の必要性の高まり～給付型奨学金 
貧困の連鎖を防ぐとともに、子どもが将来の自立に向けて、必要な力を身につけるために、

子どもの教育に対する支援の重要性が高まり、教育費の確保が課題となっています。民間の給

付型奨学金や、令和２年度から始まった高等教育の修学支援新制度など、多様な制度の情報が

必要とする人に的確に伝わり、子どもの進学のモチベーションにつながるよう支援につなげて

横浜市ひとり親家庭自立支援計画（平成 30 年度～令和６年度）の概要 
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いくことが求められています。 

 

２ ひとり親家庭の現状                                
（１）ひとり親家庭の数 
  令和２年国勢調査によると、本市のひとり親世帯の数は、他の家族等と同居している場合も

含めると、母子家庭19,481世帯、父子家庭3,154世帯の計22,635世帯となっています。また、令

和４年度本市調査によると、ひとり親家庭になった理由は、離婚が87.5％、死別が4.2％、未婚

が7.4％、となっています。 

（２）ひとり親家庭の世帯状況について 
  令和元年国民生活基礎調査によると、「児童のいる世帯」の稼働収入は686.8万円の一方、母

子家庭は231.1万円でした。令和４年度本市調査では、稼働収入平均は母子家庭231.6万円、父

子家庭292.4万円、全体237.2万円となっています。また、養育費について取り決めをしている

世帯は、令和４年度本市調査では50.2％で、平成24年度本市調査から少しずつ増加し、半数程

度までになっています。  

（３）ひとり親家庭の親について 
  令和４年度本市調査によると、ひとり親家庭の親の平均年齢は、母親41.8歳、父親48.3歳と

なっています。親の最終学歴は「高校・高等専修学校卒」が母親37.4％、父親42.2％と最も多く

なっています。次いで、母親は「高専・短大・専門学校卒」の32.5％、父親は「大学・大学院卒」

の31.1％でした。「中学校卒」は、全体の9.3％を占めました。 

（４）ひとり親家庭の子どもについて 
  令和４年度本市調査によると、ひとり親家庭の子どもの人数は「１人」が47.9％、「２人」が

39.0％、「３人」が11.9％、「４人」が1.2％で、ひと家庭あたりの子どもの人数の平均は、母

子家庭1.66人、父子家庭1.73人となっています。 

ひとり親家庭を構成する子どもの就学・就労状況については、「小学生」が32.0％と最も多

く、次いで「中学生」の23.9％となりました。「小学校入学前」の子どもは13.2％ですが、母子

家庭では13.8％、父子家庭では7.9％となっており、母子家庭では未就学の子がいる割合がやや

高くなっています。 

（５）ひとり親家庭になったときに困ったこと 
  平成29年度本市調査では、「生活費が不足している」が57.6％、次いで「日常の家事ができな

い」38.9％、「就職先が決まらない」13.9％となっています。父子家庭では、ひとり親になった

際に「日常の家事ができない」ということで困ったとの回答が55.9％にのぼりました。 

（６）福祉制度の認知状況等 
  平成29年度本市調査では、「児童扶養手当」等の認知状況は７割以上でしたが、「母子・父子

家庭自立支援教育訓練給付金」等の認知割合は３割以下でした。令和４年度本市調査では、前

述の「教育訓練給付金」の認知割合は約４割でしたが、生活をすぐに支援できる「食品提供会」

の認知度は３割以下となりました。 

 

注：本計画を策定した平成29年度に、本市におけるひとり親家庭の状況を把握するための市民アンケート調査を実施

しています。また、計画の一部改定にあたり、令和４年度にもアンケート調査を実施しましたが、調査対象や調査項

目が異なっているため、単純な比較はできません。 
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３ ひとり親家庭の課題状況                              
ひとり親家庭において親は、ひとりで生計の維持と子育てを担わなければならないことから、

安定した生活の維持を図るための就業等と子育てとのバランスを図ることに苦労することが多

い状況となっています。 

 

（１）子育てや生活支援  
現

状 

ひとり親家庭の末子の年齢は、乳幼児及び学齢児が多く、日々の生活においての家事の援

助や、保育や放課後児童施策等の子育て施策が必要となっています。 

親または子の疾病や障害、ＤＶや児童虐待など、他に様々な困難を抱えている場合もあり

ます。 

課

題 

・ヘルパー派遣等による家事支援や保育の確保、ＤＶ被害へのケアや養育支援 

・地域の支援者とのつながりの育み 

 

（２）就業の支援  

現

状 

ひとり親家庭の親は９割近くが就労していますが、母子家庭の母は非正規職員が半数近く

を占めています。また、令和４年度本市調査では、母子家庭・父子家庭ともに４割の人が、

より良い就労に向けて転職したいと考えています。 

課

題 

・本人や子の状況、これまでのキャリアや希望を踏まえ、就労の安定や、資格の取得支援と

就職・転職に向けた、きめ細かな伴走支援 

 
（３）経済的支援  

現

状 

令和４年度本市調査では、暮らし向きが「大変苦しい」または「やや苦しい」と回答した

世帯は全体の３分の２にのぼり、経済的支援はひとり親家庭の生活を守るたいへん重要な支

援です。 

課

題 

・国の制度を踏まえ、児童扶養手当等の支援の着実な実施 

・就労や稼働収入の増加など、生活向上に向けた次のステップに繋げていく支援 

 
（４）養育費確保の支援  

現

状 

令和４年度本市調査によると、平成 24 年の民法改正を受け離婚届に養育費についてのチ

ェック欄が設けられて以降に離婚した世帯では、それまでに比べ養育費の取り決めを行った

割合が上がっていますが、ひとり親家庭全体でみると、半数近くの世帯で養育費の取り決め

が行われていません。 

課

題 

・養育費の相談や法律相談のニーズの増加への対応 

・養育費セミナー等の開催による情報提供など、啓発の取組の強化 

・養育費確保支援事業等の着実な実施 

 
（５）相談・情報提供 
現

状 

相談については、父子家庭の当事者同士のつながりが希薄で、相談相手が見つかりづらい

傾向があります。情報提供については、「制度について知らず、利用できなかった」という

アンケート回答も多く挙がっています。 

課

題 

・父子家庭への情報提供 

・さまざまな手法による、わかりやすく、利用につながる支援情報の提供 

 
（６）子どもへのサポート 
現

状 

親との離死別等による生活の変化や、ＤＶや虐待などにより、心のケアが必要な場合や、

就業などの理由で、親が子育ての時間を取れず、親子の関わりが少ない場合もあります。  

親への負担を考え、早くから生活を助けようと、進学をあきらめてしまう状況もみられま

す。 

課

題 

・学習支援や生活支援、面会交流支援など、子ども自身への支援の更なる充実 

・子ども食堂など、地域力による支援の取組の充実 
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Ⅲ 支援の基本的姿勢                                    
１ 支援の基本的姿勢 
計画を推進するにあたり、支援にあたって大切にしたい視点を「３つの視点」、重点的に取り

組む内容を「５つの重点」として掲げ、取組を進めていきます。 

 

 

〇 自立を支援する視点…ひとり親家庭の生活の安定に向けた、伴走型の自立支援 

〇  子どもの視点…子どもに届く支援、子どもの視点に立った支援 

〇 地域支援の視点…ひとり親家庭や子どもを社会全体で支える地域展開の取組の推進 

 

 

各自治体で策定する自立支援計画の基礎となる国基本方針が令和２年に一部改定されたこと

を踏まえ、「個々の家庭に寄り添ったきめ細かな支援」「生活困窮者自立支援、地域民間団体な

どとの連携」「ワンストップ支援体制の構築」といった新たな視点を、５つの重点に反映させま

す。 

① 子育てや生活支援から就業支援までの総合的支援 
生活支援から就業支援までの総合的支援を充実させます。とりわけ母子家庭の困窮状況の

課題については、女性の就労や自立支援等の面からも、個々の家庭の状況に寄り添いながら

伴走型の支援をしていく取組を進めていきます。 

② ニーズに応じた適切な相談支援 
様々な課題を抱えた家族の個々のニーズを踏まえ、一般の子育て等の施策とひとり親家庭

への施策を組み合わせることや、母子・父子自立支援員の専門性の向上をはかるなどによ

り、窓口での相談支援や情報提供がワンストップで実施できる体制の構築に取り組みます。 

③ 積極的な情報提供 
支援制度が知られていないため利用に至らない状況を改善するために、ＳＮＳなどのイン

ターネットメディアも活用し、わかりやすく利用しやすい制度案内につとめ、積極的な情報

提供に取り組みます。 

④ 当事者同士の交流と支援者の連携 
当事者同士の交流や仲間づくりに取り組むと共に、本市と支援機関・地域民間団体等が相

互に連携するとともに、ひとり親家庭が孤立せず地域の中で温かく見守られ、自立を目指し

ていけるよう支援します。 

⑤ 子どもへの支援 
親との離死別、ＤＶ等の子どもへの心理的影響に配慮しながら、貧困の連鎖を防ぐため、

子ども自身が自立に向けた力を身につけられるような生活・学習の支援を行います。また、

子どもの希望を尊重したうえでの親との面会交流、養育費の確保など、子どもの視点に立っ

た支援を進めるために、離婚する当事者に対しての啓発などを実施します。  

  

 

 

 

 

 

 

 

■ ５つの重点 ■  

■ ３つの視点 ■  
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Ⅳ 新型コロナウイルス感染症のひとり親家庭への影響と、その支援                                
１ 新型コロナウイルス感染症のひとり親家庭への影響 

アンケート調査や支援団体へのヒアリングから、新型コロナウイルス感染症の影響とみられる、

新たな困難な状況が浮かび上がりました。 

・勤務先の業績悪化に伴う失業や勤務時間の減少による収入の減少 

・雇用環境の悪化、求人の減少に伴う就職、転職の困難 

・感染のリスクを回避するための就職活動の自粛 

・学校の休校等による出勤困難、収入の減少 

・家庭内コミュニケーションや家族関係の変化 

また、アンケート調査において、「新型コロナウイルス感染症により、就労に影響があった」と

回答した方は56.5％で、そのうち、「収入の低下」、「雇用契約期間の満了や解雇」といった影響

を受けた方は合計82.5％にものぼりました。 

２ これまで実施した新型コロナウイルス感染症に対応した支援 
本市ではこれまで、新型コロナウイルスの影響で困難を抱えたひとり親家庭の生活を支えてい

くための支援を実施してきました。 

(１) ひとり親世帯への給付金の支給 

(２) ひとり親世帯フードサポート事業（ぱくサポ） 

(３) 高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金の制度拡充 

(４) 住宅支援資金貸付 

３ 今後の支援の方向性 
 (１) 即時的・経済的な支援 

アンケートでは、コロナ禍で役立った支援として、ひとり親家庭対象の新型コロナウイル

ス関連給付金などの現金での給付金や、食料品の現物での給付など、生活のうえですぐ利用

できるものを回答した方が多くありました。 

国の制度や民間事業者の活動状況を踏まえながら、時勢に応じて引き続き支援します。 

(２) 家庭の将来を見据えた就労等の支援 

ヒアリングでは、即時的な支援を受けても生活が改善できず困っている家庭もあり、子の

成長過程を見据え、長期的なビジョンで支援することも重要との意見がありました。家庭の

困難を丁寧に把握し、伴走した支援が求められます。 

令和４年度本市調査では、教員、看護師、保育士などの専門知識・技術を生かした仕事に従

事しているひとり親は、ひとり親家庭の中では比較的年収が多く、また、新型コロナウイルス

感染症拡大による就労への影響も少なかったという結果となりました。 

相談者の意向やキャリアを尊重し、家庭の事情に寄り添いながら、より安定した生活が継

続的に営める職に就けるよう、自立支援教育訓練給付金等の制度を活用し、資格の取得、就

職・転職を支援していきます。 

(３) 親子へのサポートや交流 

ひとり親家庭、当事者団体の双方から、他の家庭との交流の機会が少ない、親がリラックス

できる機会が少ない、子がさまざまな体験ができないなどの悩みの声がありました。 

対面やオンラインを適切に選択し、感染防止対策を講じながら幅広く催事を開催し、より

多くのひとり親家庭が他のひとり親家庭とつながり、孤立しないよう支援していきます。 

(４) 支援に関する手続きや情報提供 

感染拡大防止の観点に加え、ひとり親の抱える時間的な制約や、手間の軽減の観点から、就

労支援や申請の手続きをオンラインで行えるようにしてほしいというニーズも出てきていま
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す。 

情報の漏洩を防ぐ措置など、手続きの電子化にあたり配慮すべき項目について、今後検討

を進めていきます。 

また、「制度を知らずに利用できなかった」ということが生じないよう、ウェブサイトやＳ

ＮＳ、紙媒体など、それぞれが持つ利点を踏まえ、多面的な情報提供を行っていきます。 

 

 

Ⅴ 支援の具体的計画                                     
１ 子育てや生活支援  

日常生活支援事業、保育所優先入所、こども家庭総合支援拠点 等 

２ 就業の支援 
 自立支援給付金事業、就業・自立支援センター事業 等 

３ 経済的支援  
児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、就学援助、特別乗車券交付事業 等 

４ 養育費確保の支援 
養育費確保支援事業、法律相談 等 

５ 相談・情報提供 
相談・提供体制の充実、離婚前相談 等 

６ 子どもへのサポート 
生活・学習支援事業、思春期・接続期支援事業 等 

７ 新型コロナによる困窮の支援 
 ひとり親世帯フードサポート事業 

 

 計画の進ちょく状況の把握                              
本計画全体を統括的に把握する指標として、「横浜市中期計画」並びに「横浜市子ども・子育て

支援事業計画」にひとり親の自立支援の指標として設定している、次の目標を掲げ、推進してい

きます。 

 

【指標１】就労の状況の把握 
目標 現状値(平成 28 年度末) 令和３年度実績 令和６年度 

ひとり親の就労者数 1,022人（累計） 2,855人（累計） 3,700人(累計) 

【指標２】自立支援の状況の把握 
目標 現状値(平成 28 年度末) 令和３年度実績 令和６年度 

ひとり親家庭等自立支援事業利用者数 3,510人 4,685人 6,000人 

※最終年度の数値目標は次期子ども・子育て支援事業計画（平成 32 年度～36年度）の策定にあわせて設定します。 

 

●計画の推進にあたっての連携体制・推進体制 

横浜市子ども・子育て会議における進捗状況の報告並びに子どもの貧困対策の関係区局による

庁内連携会議により、計画の PDCAサイクルを確保するとともに、関係者間の連携を図りながら総

合的な対策をすすめます。 
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令和５年度横浜市ひとり親家庭アンケート調査結果 

 
１ 調査の概要 

(1) 調査目的  本市のひとり親家庭の生活実態や福祉施策等に対する意見などの把握のため 
(2) 調査期間・方法 

令和６年１月 24 日から２月５日まで郵送配布・郵送回収又は横浜市電子申請システム回答により調査 
(3) 調査対象・回収状況 

住民基本台帳から同一世帯上、配偶者がなく、子の年齢が 20 歳未満を含む世帯で、母子又は父子世帯と

思われる世帯を無作為抽出。（その他の家族がいる場合を含む。） 

 

   今回（令和５年度） 〈参考〉前回（平成 29年度） 

調査票送付数 回収数 回収率 調査票送付数 回収数 回収率 

母子家庭 2,900 646 22.3% 2,600 736 28.3% 

父子家庭 1,100 201  18.3% 1,000 245 24.5% 

合計 4,000 847 21.2% 3,600 981 27.3% 

  
２ 結果の概要 

                                   （  ）内は、平成 29年度調査 

  全体 母子世帯 父子世帯 

１ ひとり親に

なった理由 

離別 73.8% (73.9%) 77.2% (77.0%) 62.7% (64.5%) 

死別 14.4% (15.4%) 9.1% (10.2%) 31.3% (31.0%) 

未婚 6.6% (5.7%) 8.5% (7.5%) 0.5% (0.4%) 

別居、その他 5.2% (5.0%) 5.1% (5.3%) 5.5% (4.1%) 

２ 住居の状況 賃貸住宅 40.5% (41.7%) 44.4% (46.8%) 28.4% (27.0%) 

持ち家 33.2% (28.5%) 26.3% (21.6%) 55.2% (49.4%) 

本人以外の名義

の持ち家 

23.7% (23.8%) 26.5% (25.4%) 14.9% (18.8%) 

会社の社宅等、

その他 

2.5% (5.9%) 2.8% (6.2%) 1.5% (4.8%) 

１か月あたりの

住居費 

8.6万円 (7.4万円) 7.9万円 (6.7万円) 10.5万円 (9.2万円) 

３ 平均年間世帯総収入 473万円 (432万円) 401万円 (361万円) 694万円 (643万円) 

４ 平均年間就労収入 413万円 (379万円) 329万円 (295万円) 661万円 (615万円) 

５ 就業率 90.6% (87.1%) 89.8% (86.3%) 93.0% (89.4%) 

６ 就業形態 正社員・正規職

員 

57.4% (50.1%) 51.6% (44.6%) 75.4% (66.2%) 

パート・アルバ

イト 

22.9% (26.5%) 29.1% (34.6%) 3.7% (2.7%) 

嘱託・契約社 6.6% (8.7%) 7.9% (9.0%) 2.7% (7.8%) 

未定稿（速報値） 

参 考 資 料 ２ 
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員・準社員・臨

時職員 

人材派遣会社の

派遣社員 

2.5% (3.9%) 2.9% (5.0%) 1.1% (0.5%) 

自営業主（商店

主・農業など） 

5.6% (7.1%) 4.8% (5.0%) 8.0% (13.2%) 

会社などの役員 3.3% (2.5%) 1.7% (0.5%) 8.0% (8.2%) 

自家営業の手伝

い、その他 

1.3% (1.2%) 1.5% (1.3%) 0.5% (1.4%) 

７ 平均就業時間 33時間 (35時間) 32時間 (33時間) 37時間 (41時間) 

８ 職種 上位１位 事務的な仕事 

(事務的な仕事) 

事務的な仕事 

(事務的な仕事) 

専門知識・技術をい

かした仕事(専門知

識・技術をいかした

仕事) 

上位２位 専門知識・技術をい

かした仕事(専門知

識・技術をいかした

仕事) 

専門知識・技術をい

かした仕事(専門知

識・技術をいかした

仕事) 

管理的な仕事 

(管理的な仕事) 

上位３位 営業・販売の仕事 

(サービスの仕事・資

格なし) 

営業・販売の仕事 

（サービスの仕事・

資格なし） 

事務的な仕事 

(建設の仕事) 

９ 養育費 取り決め率 49.3% (44.6%) 52.3% (47.2%) 36.3% (34.3%) 

受給率（※） 44.3% (38.6%) 51.8% (45.5%) 12.3% (11.9%) 

１か月あたりの

受給額（※） 

6.0万円(5.5万円) 6.3万円 (5.8万円) 2.4万円 (2.3万円) 

10 面会交流 取り決め率 33.8% (31.6%) 32.7% (30.4%) 38.4% (36.1%) 

実施率（※） 64.4% (59.2%) 62.2% (58.3%) 73.9% (62.7%) 

※過去に受給または実施していた場合を含む。 
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（１）ひとり親家庭の世帯状況について 

 ア 就業・収入について 

 ○ ひとり親家庭の就業率は高く、母子家庭の就業率は89.8％（前回：86.3％）、父子家庭の就業率は93.0％
（前回：89.4％）となっており、前回調査より、さらに高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の就業の有無（問6） 
 

 

 

 ○ 母子家庭の就業形態は、「正社員・正規職員」が51.6％（前回：44.6％）となっていますが、「パート・

アルバイト」も29.1％（前回：34.6％）を占める一方、父子家庭の就業形態は、「正社員・正規職員」が7
5.4％（前回：66.2％）と突出しています。また、母子家庭と比べ、「自営業主」8.0％（前回：13.2％）や

「会社などの役員」8.0％（前回：8.2％）の割合が高くなっています。 
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就業形態（問7） 
 

 

 

 ○ 年間の世帯総収入（児童扶養手当、養育費等を含む）の全体平均は473万（前回：432万）円ですが、母

子家庭のみでは約５割が400万円未満となっています。母子家庭の平均収入は401万円（前回：361万円）、

父子家庭の平均収入694万円（前回：643万円）で、いずれも前回調査から増加しています。 

また、令和４年国民生活基礎調査によると、「児童のいる世帯」の平均所得額は785万円となっており、

ひとり親家庭の収入が低いことがわかります。特に、稼働収入については、「児童のいる世帯」727万円

に対して、本市の母子家庭は329万円、父子家庭は660万円となっていて、母子家庭が非常に低いことが分

かります。 

 

○ 新型コロナ感染症による収入の変化について全体で見ると、「変わらない」が 70.7%を占めるが、「収入が減

った」「収入がなくなった」が 25.9％を占める。 

 

新型コロナ感染症による収入の変化（問 33） 

 
○ 在宅での仕事について全体で見ると、71.2％が「在宅での仕事はしていない」としている。一方、父子家庭で

は「新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、在宅で仕事をするように勤務先から指示があった」が

20.3％、「新型コロナウイルス感染症が流行する以前から在宅で仕事をしている」が 10.2％にのぼり、母子家庭

より高くなっている。 
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在宅での仕事（問 10） 

 
 

 イ 住居について 

 イ 住居について 

 ○ 母子家庭は44.4％が賃貸住宅（「民間の賃貸住宅」、「市営・県営団地」、「公団住宅」）に住んでいま

すが、父子家庭は70.1％が持家に住んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
現在の住居の状況（問４） 

 

 

 ○ 住居費については全体で69.3％が負担しており、母子家庭の平均住居費は7.9万円、父子家庭の平均住居

費は10.5万円となっています。 
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負担している住居費（問４－（2）） 
 
 
 

 ウ 養育費について 

 ○ 養育費について取り決めをしている世帯(「取り決めをしている」、「子によって違う」)は49.3％（前回：

44.6％）で、前回調査より上回っています。養育費の受給状況については、「現在も受けている」が30.9％
（前回：27.0％）、「受けたことがあるが現在は受けていない」が13.4％（前回：11.6％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養育費の取り決めについて（問34） 
 

 

 ○ 養育費の受給額については、全体平均は月額6.0万円ですが、母子家庭では月額6.3万円、父子家庭は月額

2.4万円となっています。 

 

○ 養育費の取り決めをしていない理由について全体で見ると、「相手と関わりたくないから」が 40.6％で多く、

次いで「相手に支払う意思がないと思ったから」（36.9％）、「相手に支払う能力がないと思ったから」（33.4％）

となっている。 

 

養育費の取り決めをしていない理由（問 34-（3）） 
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 エ 面会交流について 

 ○ 面会交流について取り決めをしていない世帯は61.9％（前回：62.7％）です。面会交流の取り決めをして

いない理由は、「相手と関わり合いたくないから」が32.1％と母子家庭・父子家庭ともに最も多く、次いで

「取り決めをしなくても交流できるから」が27.6％と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面会交流の取り決めについて（問36） 
 

 

○ 面会交流の取り決めをしていない理由について全体で見ると、「相手と関わりたくないから」が 32.1%で最も

多く、次いで「取り決めをしなくても交流できるから」（27.6%）、「子どもが会いたがらないから」（20.7%）と

なっている。 

 

面会交流の取り決めをしていない理由（問 36-（3）） 
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（２）子どものことで悩んでいること 

 ○ 現在、特に悩んでいることについては、「子どもの将来について（進学、受験、就職）」が最も多く、次

いで「子どもの生活習慣や生活態度について」、「子どもの日常の学習について」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもについて悩んでいること（問26） 
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（３）ひとり親家庭になったときに困ったこと 

 ○ ひとり親家庭になったときに困ったこととして、「生活費が不足している」が59.4％（前回：57.6％）で、

次いで「炊事洗濯等の日常の家事が十分にできない」が47.1％（前回：38.9％）となっています。 

   母子・父子家庭別にみると、母子家庭は父子家庭に比べ、「生活費が不足している」の割合が高く、父子

家庭では母子家庭に比べ、「炊事洗濯等の日常の家事ができない」の割合が高くなっています。 

   また、アンケート調査の回答時点現在で困っていることについて、「生活費が不足している」については、

41.6％（前回：39.6％）と多くの人が挙げており、ひとり親となって時間が経過しても困っていることがわ

かります。一方、「炊事洗濯等の日常の家事ができない」については、母子家庭では、ひとり親になったと

きは46.0％、調査回答時点は23.4％、父子家庭では、ひとり親になったときは50.7％、調査回答時点では2

6.4％と時間の経過により減少する傾向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親世帯になった頃に困ったこと（問38） 
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現在困っていること（問38-(2)） 
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（４）福祉制度の認知状況 

 ○ 福祉制度の認知状況については、「児童扶養手当」（85.8％）、「ひとり親家庭等医療費助成」（73.7％）、

の認知度は高くなっています。 
 

○ 「セーフティネット住宅」（10.3％）、「思春期・接続期支援事業（中学１年生への家庭教師派遣」 

（7.9％）、「養育費取り決め文書作成、養育費保証契約締結への補助金」（7.2％）、「ひとり親の親講座」

（5.3％）、「父子交流事業（シングルファザーのしゃべり場）（5.4％）、「夜間電話相談」（6.7％）の認

知度は低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福祉制度の認知状況、利用状況（全体）（問17） 
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 ○ 福祉制度を知った方法については、「ひとり親家庭のしおり」（25.7％）、「区役所の相談窓口」（24.
0％）、「横浜市のホームページ」（5.6％）といった行政の広報が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉制度の認知経路（問17⁻（4）・複数回答） 
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 ○ 「児童扶養手当」、「ひとり親家庭等医療費助成」を利用出来なかった理由を全体で見ると、「収入要件

等のために利用できなかったから」が８割前後を占め、突出しています。 

その他の制度については、「利用したかった時に制度を知らなかったから」が多くなっています。 

 

 

利用出来なかった制度とその理由（問17⁻（3）・複数回答） 

 

 

 

ひとり親サポートよこはま マザーズ
ハローワーク

区役所の
ジョブスポット

母子家庭等就業・
自立支援センター事業

n=36 n=35 n=24 n=13
利用したかった時に制度を知らなかったから 63.9% 51.4% 50.0% 69.2%

希望する条件に合わなかったから 8.3% 22.9% 16.7% 23.1%

収入要件等のために利用できなかったから 13.9% 5.7% 4.2% 0.0%

忙しくて平日に申請等の時間が取れなかったから 11.1% 14.3% 33.3% 7.7%

その他 5.6% 11.4% 4.2% 0.0%

利用出来なかった人（全体）

セーフティネット住宅 母子生活支援施設 児童扶養手当 ひとり親家庭等医療費助成

n=42 n=13 n=149 n=100
利用したかった時に制度を知らなかったから 66.7% 92.3% 5.4% 16.0%

希望する条件に合わなかったから 19.0% 0.0% 6.0% 3.0%

収入要件等のために利用できなかったから 14.3% 0.0% 83.2% 76.0%

忙しくて平日に申請等の時間が取れなかったから 2.4% 7.7% 2.0% 2.0%

その他 4.8% 7.7% 8.7% 11.0%

利用出来なかった人（全体）

母子父子寡婦
福祉資金の貸付

ひとり親世帯フード
サポート事業（ぱくサポ）

家庭生活支援員の派遣
（日常生活支援事業）

思春期・接続期支援事業
（中学１年生家庭教師派遣）

n=31 n=62 n=44 n=49
利用したかった時に制度を知らなかったから 41.9% 66.1% 43.2% 77.6%

希望する条件に合わなかったから 22.6% 0.0% 25.0% 14.3%

収入要件等のために利用できなかったから 29.0% 4.8% 11.4% 0.0%

忙しくて平日に申請等の時間が取れなかったから 0.0% 16.1% 13.6% 8.2%

その他 12.9% 22.6% 15.9% 10.2%

利用出来なかった人（全体）

養育費取り決め文書作成、
養育費保証契約締結への補助金 養育費セミナー ひとり親の親講座 父子交流事業

（シングルファザーのしゃべり場）
n=70 n=32 n=24 n=16

利用したかった時に制度を知らなかったから 84.3% 78.1% 83.3% 68.8%

希望する条件に合わなかったから 2.9% 0.0% 0.0% 12.5%

収入要件等のために利用できなかったから 0.0% 3.1% 0.0% 0.0%

忙しくて平日に申請等の時間が取れなかったから 11.4% 18.8% 8.3% 25.0%

その他 5.7% 0.0% 8.3% 0.0%

利用出来なかった人（全体）

夜間電話相談 無料法律相談

n=11 n=36
利用したかった時に制度を知らなかったから 81.8% 75.0%

希望する条件に合わなかったから 0.0% 0.0%

収入要件等のために利用できなかったから 0.0% 0.0%

忙しくて平日に申請等の時間が取れなかったから 9.1% 19.4%

その他 9.1% 5.6%

利用出来なかった人（全体）

母子・父子家庭自立
支援教育訓練給付金

母子・父子家庭高等
職業訓練促進給付金

ひとり親家庭高等学校
卒業程度認定試験合格支援

高等職業訓練促進貸付金・
住宅支援資金貸付

n=41 n=38 n=12 n=28
利用したかった時に制度を知らなかったから 68.3% 42.1% 50.0% 57.1%

希望する条件に合わなかったから 24.4% 28.9% 16.7% 17.9%

収入要件等のために利用できなかったから 9.8% 10.5% 0.0% 17.9%

忙しくて平日に申請等の時間が取れなかったから 9.8% 7.9% 16.7% 7.1%

その他 2.4% 18.4% 16.7% 3.6%

利用出来なかった人（全体）
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（５）相談相手について 

 ○ 相談相手がいる母子家庭は63.5％（前回：74.9％）、父子家庭は42.3％（前回：49.8％）となっています。

相談相手が欲しい母子家庭は19.5％（前回：12.6％）、父子家庭は20.4％（前回：20.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談相手の有無（問39・複数回答） 

 

 ○ ひとり親の方や、そのお子さん同士が交流できるイベントやサークル活動があった場合、参加してみた

い母子家庭は22.6％（前回：22.3％）、父子家庭は30.3％（前回：29.4％）と、父子家庭の方が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流イベントやサークル活動への参加意向（問40） 
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（６）主な自由意見（困っていること、悩んでいること、ご意見、要望等）について 

  

 

 

 

 

 

ア 困っていることや悩んでいること 

   【母子家庭】 

   ・児童扶養手当等の金銭的な公的支援が、収入により制限されることへの不安や不満 

   ・親の年金や子が18歳になったときに児童扶養手当がなくなることへの不安、自身の老後の不安 

   ・障害を持つ子のひとり親の相談先や子が18歳以降になった際の支援の不足 

   ・自身の持病による金銭的な不安、子の将来の不安 

   ・副業を始めたいが、税金などのことがわからず踏み出せないでいる 

   ・同じ住居に住んでいることで、他の親族から支援を受けていないのに世帯収入を一緒にされて児童扶

養手当を受けられない 

   ・自身の持病のため、在宅でできる仕事を探したい、在宅ワークだと残業もできるため収入を増やせる 

   ・再婚したいが良きパートナーに出会えるのか 

   ・大学の学費だけでなく、入学式に必要なスーツや成人式などのお金の工面が大変である 

   ・物価があがって生活が苦しい、光熱費が高い 

   ・ひとり親であることに対する周囲からの偏見、パワハラにより、精神的に追い込まれた 

   ・こどもが、父親との触れ合いがないまま育つのが不安 

   ・養育費が支払われない 

   ・高校1年の娘と口喧嘩が絶えない事 

  

   【父子家庭】 

   ・所得制限でサポートを受けられないのが残念 

   ・周りに相談できる人も少なく、仕事、家事、育児、すべて苦しい 

   ・同居の親と子どもがうまくいかない 

   ・子供の学校内での親との交流が煩わしい。ひとり親ということでどうしても引け目を感じてしまう。 

   ・男親に対する偏見に困っている 

 

  イ 要望 

   【母子家庭】 

   ～金銭面～ 

   ・児童扶養手当等の支援制度について、所得制限をなくしてほしい 

   ・児童扶養手当等の支援制度について、段階的に減らしてほしい（児童扶助手当の資格喪失に伴い、医療

費、特別乗車券等、全ての援助を受けられなくなるのは大変） 

   ・私立高校、大学を無料にしてもらいたい 

   ・市営住宅を増やして欲しい、また家賃補助をして欲しい 

   ・学費がかかるので、学校関係の援助がもう少しほしい 

   ・離婚を成立させたいができていないため、長い間実質ひとり親家庭だが公的には何の支援も得ていな

い。支援の条件を一律に「離婚していること」に絞らず、各ひとり親家庭の実情に合った公的サポート

が得られると嬉しい。    

   ・高校時に予備校に通わせるための資金の貸付制度が知りたい 

   ・高校の制服 学用品パソコンの補助金も考えて欲しい 

   ・動物園、水族館などの入園料サービスも追加してほしい    

母子家庭では、主に金銭面に関する不安や要望、自身やこどもの持病や不登校による不安が多かった。ま

た、特に小学生以降の早朝夜間時間帯、土日、学級閉鎖時の預かり先等を求める声が多かった。 

父子家庭では、収入制限があり、児童扶養手当等の支援が受けられないことに対するご意見が多かっ

た。また、母子家庭に比べて、相談先の充実や、ひとり親家庭同士の交流会を求める声が多かった。 
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～相談先・相談等～ 

・障害児のひとり親とのコミュニケーションの場が欲しい

・不登校の子供のための情報、相談など希望

・片親だと子供の日常生活の世話が不十分だと思う時があるため、そういったことを気軽に話せる人が

いるとありがたい

・弁護士会の有料相談を利用したので、弁護士の無料相談を早くに知りたかった

・ひとり親世帯の支援策がわかりづらい

・子供の今後、今後の生活・仕事、1か所で相談できる所を探しています

・相談や申込み等、平日のみの受付だと仕事があり行かれないので、土日も対応してほしい

・心療内科は敷居が高いが、メンタルケアをしてくれる病院や相談機関を充実させてほしい

～その他の施策～ 

・時間が足りないため、家事の負担軽減や日々の時間を捻出できるサポートの充実を求める

・特に小学生以降の早朝夜間時間帯の子育てサポートを安心してお願いできる環境があると、シングル

マザーの仕事の確立に繋がりやすいと思う

・小学生以降も子どもが安全に面会交流を実施できる環境の整備

・小学校低学年でも日曜祝日預かってもらえる場所、学級閉鎖等の時に見てもらえると場所が欲しい

・病児保育の数を増やしてほしい

 【父子家庭】 

  ～金銭面～ 

・児童扶養手当等の所得制限を撤廃すべき

  ～相談先・相談等～ 

・父子家庭において他の方がどのような生活、日常、仕事をされているか聞いてみたい

・どのような援助制度があるのか、どこに相談すれば良いのか周知してほしい

・市や区で父子家庭・母子家庭合同の交流会が盛んに行われると嬉しい。学校についても父子家庭に配慮

があったら助かる 

・区役所に制度案内の一元的な窓口や専任の相談員などがあると良い

・こどもの教育の相談相手が欲しい

 ～その他の施策～ 

・収入に限らず様々な支援を増やしてほしい

・中学の給食が始まってくれればありがたい。

ウ その他のご意見等

・横浜市の24時間型緊急一時保育事業には本当に助けられた

・共同親権という話も出ているが、元夫から親権を要求されたり、再びＤＶ、虐待につながるのではない

かと恐怖である

・相談への対応について区によってだいぶ差があると感じる

・ひとり親ということで、金融機関の住宅ローンの審査が通りにくい。

・転職活動したいが、時間がない
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